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第一部【証券情報】

第１ 【募集要項】

１ 【新規発行株式】

 

種類 発行数 内容

普通株式 261,066株
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式であります。
なお、単元株式数の定めはありません。

(注) １．本件第三者割当増資は、平成22年５月14日（金）開催の当社取締役会決議に基づくものであり、平成22年６月24日

（木）開催予定の当社定時株主総会における本件第三者割当増資に関する議案の承認が得られることを条件として

おります。

２．振替機関の名称および住所

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

 

２ 【株式募集の方法及び条件】

(1) 【募集の方法】

 

区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）

募集株式のうち株主割当 ― ― ―

募集株式のうちその他の
者に対する割当

261,066株 815,570,184 407,785,092

募集株式のうち一般募集 ― ― ―

発起人の引受株式 ― ― ―

計（総発行株式） 261,066株 815,570,184 407,785,092

(注) １．第三者割当の方法によります。

２．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は会社法上の増加する資本金の額の総額で

あります。

 

(2) 【募集の条件】

 

発行価格
（円）

資本組入額
（円）

申込株数単位 申込期間
申込証拠金
（円）

払込期日

3,124 1,562 １株 平成22年６月25日（金) ― 平成22年６月25日（金)

(注) １．第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。

２．発行価格は会社法上の払込金額であり、資本組入額は会社法上の増加する資本金の額であります。

３．上記株式を割当てた者から申込みがない場合には、当該株式に係る割当てを受ける権利は消滅いたします。

４．申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込みをし、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価額を払込むも

のといたします。
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(3) 【申込取扱場所】

 

店名 所在地

株式会社ＳＢＲ　本社 東京都港区芝公園二丁目４番１号

 

(4) 【払込取扱場所】

 

店名 所在地

株式会社みずほ銀行　池袋支店 東京都豊島区東池袋一丁目１番６号

 

３ 【株式の引受け】

該当事項はありません。

 

４ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

 

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

815,570,184 5,000,000 810,570,184

(注) １．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

２．発行諸費用の概算額の内訳は、以下の通りであります。

登録免許税等　　　　　　　　　　　　3,000,000円

弁護士費用・調査費用等　　　　　　　2,000,000円

 

(2) 【手取金の使途】

上記差引手取概算額810,570,184円は、借入金の返済及び設備投資資金に充当する予定でありますが、具体的な使途は以下

の通りであります。

 

具体的な資金使途 金額（円） 支出予定時期

①借入金の返済資金

平成22年６月末に返済期日を迎える

株式会社光通信からの借入金

500,000,000円の返済資金

500,000,000 平成22年６月

②設備投資資金

今後の事業の柱となる新商材の開発

投資及び内部管理体制の更なる強化

のための社内システム開発投資資金

310,570,184平成22年７月～平成23年３月

(注)　支出時期までの資金につきましては、銀行預金等のリスクの低い金融資産として適時適切な管理をする予定であります。
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第２【売出要項】

該当事項はありません。

 

 

第３【第三者割当の場合の特記事項】

１ 【割当予定先の状況】

 

ａ．割当予定先
の概要

名称 ｅ－まちタウン株式会社

本店の所在地 東京都豊島区南池袋三丁目13番５号

直近の有価証券報告書
等の提出日

有価証券報告書

事業年度第14期（自平成20年10月１日　至平成21年９月30日）

平成21年12月22日関東財務局長に提出

 

四半期報告書

事業年度第15期第１四半期（自平成21年10月１日　至平成21年12月31日)

平成22年２月12日関東財務局長に提出

ｂ．提出者と割
当予定先と
の間の関係

出資関係

当社が保有
している割
当予定先の
株式の数

該当事項はありません。

割当予定先
が保有して
いる当社の
株式の数

該当事項はありません。

人事・資金・取引関係 該当事項はありません。

技術関係 該当事項はありません。
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ａ．割当予定先
の概要

名称 株式会社コンタクトセンター

本店の所在地 東京都豊島区南池袋一丁目16番15号

代表者の役職及び氏名 代表取締役　中山 一信

資本金 90百万円

事業の内容

中間持株会社（光通信グループにおける中間持株会社の一つとして、子会

社株式を保有しているほか、合弁事業における関連会社株式等を保有して

おります。）

主たる出資者及びその
出資比率

株式会社光通信（100.0%）

ｂ．提出者と割
当予定先と
の間の関係

出資関係

当社が保有
している割
当予定先の
株式の数

該当事項はありません。

割当予定先
が保有して
いる当社の
株式の数

該当事項はありません。

人事・資金・取引関係 該当事項はありません。

技術関係 該当事項はありません。
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ａ．割当予定先
の概要

名称 株式会社光通信

本店の所在地 東京都豊島区南池袋一丁目16番15号

直近の有価証券報告書
等の提出日

有価証券報告書

事業年度第22期（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

平成21年６月24日関東財務局長に提出

 

四半期報告書

事業年度第23期第１四半期（自平成21年４月１日　至平成21年６月30日)

平成21年８月12日関東財務局長に提出

 

四半期報告書

事業年度第23期第２四半期（自平成21年７月１日　至平成21年９月30日)

平成21年11月12日関東財務局長に提出

 

四半期報告書

事業年度第23期第３四半期（自平成21年10月１日　至平成21年12月31日)

平成22年２月12日関東財務局長に提出

 

四半期報告書の訂正報告書

事業年度第23期第３四半期（自平成21年10月１日　至平成21年12月31日)

平成22年４月14日関東財務局長に提出

 

有価証券報告書の訂正報告書

事業年度第22期（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

平成22年５月13日関東財務局長に提出

 

四半期報告書の訂正報告書

事業年度第23期第３四半期（自平成21年10月１日　至平成21年12月31日)

平成22年５月13日関東財務局長に提出

ｂ．提出者と割
当予定先と
の間の関係

出資関係

当社が保有
している割
当予定先の
株式の数

該当事項はありません。

割当予定先
が保有して
いる当社の
株式の数

当社普通株式27,305株（保有割合5.29%）を保有しております。

人事・資金・取引関係

当社取締役である大谷淳志氏は、当該割当予定先のパートナー戦略室統括

部長であります。また、本書提出日現在において、当社は当該割当予定先か

ら500,000千円を借入しております。さらに、当社と当該割当予定先は、当

社及び当社グループと当該割当予定先である株式会社光通信及び光通信

グループの間で業務提携を行うことについて基本合意書を締結しており

ます。

技術関係 該当事項はありません。
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ａ．割当予定先
の概要

名称 株式会社ファーストチャージ

本店の所在地 東京都豊島区南池袋三丁目13番５号

代表者の役職及び氏名 代表取締役　大川 昭徳（平成22年５月13日現在）

資本金 200百万円

事業の内容
サイバー広告取り扱い及びコンサルティング業務、広告全般のプランニン

グ及びクリエイティブ、人材紹介業（有料職業紹介事業許可）

主たる出資者及びその
出資比率

ｅ－まちタウン株式会社（100.0%）

ｂ．提出者と割
当予定先と
の間の関係

出資関係

当社が保有
している割
当予定先の
株式の数

該当事項はありません。

割当予定先
が保有して
いる当社の
株式の数

該当事項はありません。

人事・資金・取引関係 該当事項はありません。

技術関係 該当事項はありません。

 

ｃ．割当予定先の選定理由

当社及び株式会社光通信（以下、「光通信」といいます）は、それぞれが強みを持つ商材が異なるうえに、得

意とする顧客層に対して強い営業力を有することから、当社及び当社グループ（以下、「当社グループ」といい

ます）と光通信及び光通信グループ（以下、「光通信グループ」といいます。また、当社グループと光通信グ

ループのことを「両グループ」といいます）の有する商材・サービスを相互販売することにより、販路・商流

の拡大等を図ることができるのではないかと考え、平成21年５月頃より、業務提携に関する話し合いを開始し、

平成21年６月24日付で、当社と光通信は、両グループの業務提携に関する基本合意書（以下、「基本合意書」と

いいます）を締結いたしました。

基本合意書の締結以降、両グループは、将来的な資本提携も視野に入れたパートナー関係の構築について検討

を進め、その関係性を深めてまいりました。具体的には、基本合意書の締結に際し、当社は、光通信から総額５億

円の資金の借入れを受けるとともに、光通信から取締役１名を受入れております。また、当社は、光通信グループ

による営業リソース等の支援のもと、当社が得意とする顧客層への光通信グループが有する商材の販売を強化

するなどの取り組みを進めてまいりました。
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以上のような取り組みを進めてきた結果、主力商材でありますＩＴパッケージに続く商材を欲しており、ま

た、新たな販路の拡大を含む営業生産性の向上を課題として認識している当社グループにとりましては、光通信

グループとの関係を強化することにより、両グループの有する商材・サービスの相互販売を通じて販路・商流

の拡大等を図ることは、当社グループの営業力を中長期的に強化し、業績拡大による企業価値、ひいては株主価

値の向上に繋がるものと判断するに至りましたので、両グループの協力関係を一層強固にし、深化させるべく、

資本関係に踏み込んだ関係強化を行うことにいたしました。

なお、最終的には、当社グループとの直接的な取引関係が深まっていくことが見込まれる会社とも資本関係の

構築を通じて関係強化を行っていきたいという観点から、光通信の他に光通信グループの一員である、ｅ－まち

タウン株式会社（以下、「ｅ－まちタウン」といいます）及びｅ－まちタウンの連結子会社である株式会社

ファーストチャージ（以下、「ファーストチャージ」といいます）並びに株式会社コンタクトセンター（以下、

「コンタクトセンター」といいます）を加えた４社を割当予定先として選定しております。

ｅ－まちタウン及びファーストチャージは、メディア広告事業、サーバー事業及びソリューション事業を行っ

ており、特に、地域密着型ポータルサイト「ｅ－まちタウン」をはじめとしたインターネット・モバイルメディ

アにおけるサービス・コンテンツの提供や、広告販売における多様なメディアの取扱数や営業人員数や販売網

に裏づけされた営業力等、地域に根ざしたインターネット関連事業に強みを有しております。ホームページの制

作・運営、またホームページ運営に必要なハードウェアの納入やその後のサポートまでをＩＴパッケージとし

て提供し、また、インターネット関連広告商材等の販売を行っている当社グループとは、事業の関連性が深いう

えに、強みを持つ商材が異なるため、当社は、商材・サービスの相互販売を通じて販路・商流の拡大等を図るこ

とができる実現性が高いと考えて割当先として選定いたしました。

コンタクトセンターは、光通信の傘下で光通信グループにおける中間持株会社の一つとして、子会社株式や合

弁事業における関連会社株式等を保有することにより、得意とする顧客層に対して強い営業力を有する複数の

会社を統括しております。当社は、コンタクトセンターを割当先として選定することにより、当社グループの営

業力の中長期的な強化が図れるものと考えております。

 

ｄ．割り当てようとする株式の数

ｅ－まちタウン株式会社　　　　　76,870株

株式会社コンタクトセンター　　　76,853株

株式会社光通信　　　　　　　　　53,680株

株式会社ファーストチャージ　　　53,663株

 

ｅ．株券等の保有方針

本件第三者割当増資については、両グループの有する商材・サービスの相互販売を通じて販路・商流の拡大

等を図ることを前提としているため、全ての割当予定先より、長期（２年以上）に渡る投資として株式を保有す

る方針であることを確認しております。

なお、当社は、全ての割当予定先より、払込期日である平成22年6月25日から２年間において、割当新株式の全

部又は一部を譲渡した場合には、直ちに、譲渡を受けた者の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、譲渡の

理由、譲渡の方法等を当社に書面にて報告すること、及び当社が当該報告の内容を大阪証券取引所に書面にて報

告すること、並びに当該報告の内容が公衆の縦覧に供されることに同意することを書面にて確約を得る予定と

なっております。
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ｆ．払込みに要する資金等の状況

本件第三者割当増資による新株式発行の払込みに要する資金につきましては、全ての割当予定先について、財

産の存在を直近の財務諸表にて確認しております。加えて、コンタクトセンター及びファーストチャージについ

ては、預貯金の残高明細の写しを入手することにより確認を行っております。なお、コンタクトセンターは光通

信から借入を受けることにより払込み資金を確保する予定ですが、当該借入に関する契約書の写しも確認いた

しました。そのため、当社は、本件第三者割当増資による新株式発行の払込みに確実性があると判断しておりま

す。

 

ｇ．割当予定先の実態

割当予定先のうち、ｅ－まちタウン及び光通信につきましては、反社会的勢力に係る上場廃止基準を有してい

る国内の金融商品取引所において株券を上場している会社となります。株式会社コンタクトセンター及び株式

会社ファーストチャージにつきましては、反社会的勢力に係る上場廃止基準を有している国内の金融商品取引

所において株券を上場している会社の連結子会社となりますが、当社は、当該割当予定先、当該割当予定先の役

員又は主要株主が暴力団等の反社会的勢力とは一切関係がないことを外部機関の調査を通じて確認しており、 

その旨の確認書を大阪証券取引所に提出しております。
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２ 【株券等の譲渡制限】

該当事項はありません。

 

３ 【発行条件に関する事項】

ａ．発行価額の算定根拠

発行価額につきましては、本件第三者割当増資に係る取締役会決議日の直前営業日である平成22年5月13日か

ら遡る直近１ヶ月の大阪証券取引所が公表した当社株式の終値の平均株価の金額である1株3,124円といたしま

した。

発行価格の算定にあたって、本第三者割当増資に係る取締役会決議日の直前営業日から1ヶ月遡った期間の平

均株価を算定の基準としたのは、一般的な相場変動による影響を受ける直前営業日の終値を参考にするのでは

なく、また昨今の不安定な株式市場や、最近の当社株価変動状況・売買高等を考慮し、一定期間の平均株価とい

う平準化された値を基準とすることが算定根拠として客観性が高く合理的であると判断したためであります。

 

ご参考までに、本件第三者割当増資に係る取締役会決議日の直前日の株価は1株3,080円（プレミア率1.4%）、

取締役会決議日の直前日から遡る直近3ヵ月の当社株式の終値の平均株価は1株2,461円（小数点以下を四捨五

入、プレミア率26.9%）、取締役会決議日の直前日から遡る直近6ヵ月の当社株式の終値の平均株価は1株2,550円

（小数点以下を四捨五入、プレミア率22.5%）となります。

 

以上の内容につきましては、当社社外監査役及び外部の有識者である弁護士の計２名にて組成される第三者

委員会より、本件第三者割当増資はその必要性及び相当性が認められるとの意見を入手したうえで、本件第三者

割当増資について、第三者委員会の意見を参考に平成22年５月14日開催の当社取締役会において十分に検討さ

れた結果、出席取締役全員の賛成により決議されております。そのため、当社といたしましては、本件第三者割当

増資は当社グループの企業価値の増大と既存株主の利益向上に資するものであり、今回の割当予定先の当社事

業への理解や協力などを考慮し、既存株主の利益保護を勘案しましても、発行価格は合理的なものであると判断

しております。

 

ｂ．発行数量及び株式の希釈化の規模が合理的であると判断した根拠

本件三者割当増資により新規に発行する株式数は261,066株であり、本件第三者割当増資前の当社株式の発行

済株式総数516,154株の50.58%（本書提出日現在の議決権総数515,406個に対する比率は50.65%）に相当するた

め、当社普通株式につき1株あたりの持分割合が希釈化することになります。

しかしながら、当社といたしましては、本件第三者割当増資による新株式発行により、割当予定先との間で資

本関係を構築することによる関係強化を通じて、割当予定先と商材・サービスを相互販売することによる販路

・商流の拡大等により業績の拡大が見込まれること、借入金の返済により財務基盤の強化と信用力の向上が図

れること、新商材の開発投資により中長期的な業容拡大が見込まれること、社内インフラ投資により内部管理体

制の強化が図れることから、本件第三者割当増資は当社グループの企業価値の増大と既存株主の利益向上に資

するものと考えております。以上のことから、本件第三者割当増資による新株式の発行数量及び株式の希釈化の

規模は合理的であると判断しております。
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４ 【大規模な第三者割当に関する事項】

本件第三者割当により新規に発行する株式数は261,066株であり、本件第三者割当増資前の当社株式の発行済

株式総数516,154株の50.58%（本書提出日現在の議決権総数515,406個に対する比率は50.65%）に相当するた

め、当社株式は25%以上の希釈化が生じることになります。従って、本件第三者割当増資は、大規模な第三者割当

増資に該当するものであります。

 

５ 【第三者割当後の大株主の状況】

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

総議決権数に
対する所有議
決権数の割合
（％）

割当後の
所有株式数
（株）

割当後の総議
決権数に対す
る所有議決権
数の割合
（％）

村山拓蔵 東京都港区 85,037 16.50 85,037 10.95

株式会社光通信
東京都豊島区南池袋一丁目
16番15号

27,305 5.30 80,985 10.43

ｅ－まちタウン株式会社
東京都豊島区南池袋三丁目
13番５号

― ― 76,870 9.90

株式会社コンタクト
センター

東京都豊島区南池袋一丁目
16番15号

― ― 76,853 9.90

ヤフー株式会社
東京都港区赤坂九丁目７番
１号

76,147 14.77 76,147 9.81

株式会社ファースト
チャージ

東京都豊島区南池袋三丁目
13番５号

― ― 53,663 6.91

青山圭秀 東京都目黒区 20,965 4.07 20,965 2.70

日本証券金融株式会社
東京都中央区日本橋茅場町
一丁目２番10号

17,990 3.49 17,990 2.32

齋藤真織 東京都大田区 8,988 1.74 8,988 1.16

株式会社サイネックス
大阪府大阪市中央区瓦屋町
三丁目６番13号

5,000 0.97 5,000 0.64

計 ― 241,432 46.84 502,498 64.72

（注）１．所有株式数は、平成22年３月31日時点の株主名簿をもとに作成しております。

２．総議決権数に対する所有議決権数の割合は、小数点第３位を四捨五入しております。

３．割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、今回の割当予定先以外の株主（新株式発行前からの株主）につ

いて、平成22年３月31日より保有株式数に変更がないとの前提で、新株式発行による株式の増加分を加味したもので

あります。
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６ 【大規模な第三者割当の必要性】

(1) 大規模な第三者割当を行うこととした理由および当該大規模な第三者割当による既存の株主への影響につい

ての取締役会の判断の内容

当社及び光通信は、それぞれが強みを持つ商材が異なるうえに、得意とする顧客層に対して強い営業力を有す

ることなどから、両グループの有する商材・サービスを相互販売することにより、販路・商流の拡大等を図るこ

とができるのではないかと考え、平成21年５月頃より、業務提携に関する話し合いを開始し、平成21年６月24日

付で、当社と光通信は、両グループの業務提携に関する基本合意書を締結しております。

基本合意書の締結以降、両グループは、将来的な資本提携も視野に入れたパートナー関係の構築について検討

を進め、その関係性を深めてまいりました。具体的には、基本合意書の締結に際し、当社は、光通信から総額５億

円の資金の借入れを受けるとともに、光通信から取締役１名を受入れております。また、当社は、光通信グループ

による営業リソース等の支援のもと、当社が得意とする顧客層への光通信グループが有する商材の販売を強化

するなどの取り組みを進めてまいりました。

以上のような取り組みを進めてきた結果、主力商材でありますＩＴパッケージに続く商材を欲しており、ま

た、新たな販路の拡大を含む営業生産性の向上を課題として認識している当社グループにとりましては、光通信

グループとの関係を強化することにより、両グループの有する商材・サービスの相互販売を通じて販路・商流

の拡大等を図ることは、当社グループの営業力を中長期的に強化し、業績拡大による企業価値、ひいては株主価

値の向上に繋がると判断するに至りましたので、両グループの協力関係を一層強固にし、深化させるべく、資本

関係に踏み込んだ関係強化を行うことにいたしました。

 

なお、本件第三者割当増資によって当社が調達する資金につきましては、光通信からの借入金の返済及び設備

投資資金に充当したいと考えております。

既述の業務提携に関する基本合意書の締結にあたり、当社は光通信から資金借入を行うことも決議し、総額５

億円の資金の借入を受けております。グループ会社、事業及び投資有価証券等の売却を進めたこともあり、平成

22年３月末現在において、金融機関からの借入金については全て返済が完了しておりますが、当時、当社は金融

機関からの多額の借入金を有しており、その返済のために一時的に借入を受けました。光通信からの借入金につ

いては、平成22年６月末に返済期限が到来するため、調達した資金を充当することにより、完済したいと考えて

おります。借入金の返済により、当社の財務体質の健全化及び信用力の向上が図れるものと捉えております。

当社の主力商材でありますＩＴパッケージは、主として従業員20名以下の小企業を対象とし、ホームページの

制作・運営、また、ホームページ運営に必要なハードウェア及びソフトウェアやその後のサポートまでをパッ

ケージとして提供する商材であります。当該商材は、平成11年より販売を開始して以降、これまで大きな仕様変

更を行っておらず、息の長い商材として現在も販売を継続しておりますが、インターネットの世界が日進月歩で

発展しているなかで、現在のＩＴパッケージが今後も中長期的に当社の主力商材であり続けることは考え難く、

将来においては市場競争力が失う可能性があります。そのため、当社は今後の事業の柱となる新商材の開発が必

要不可欠と判断しており、調達した資金を充当することにより、当社グループの中長期的な業容拡大に資する商

材の開発を進めていきたいと考えております。
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本日現在において当社株式は、株式会社大阪証券取引所（以下、「大阪証券取引所」といいます）より特設注

意市場銘柄に指定されており、内部管理体制の強化を推し進めることが非常に重要な経営課題であると認識し

ております。当社は、内部管理体制強化の一環として、平成22年１月に売上・債権管理に関する新たな基幹業務

システムを導入し、売上計上管理・債権管理の強化を図っておりますが、今後においても、システムの機能強化

を継続することにより、不適切な業務処理の可能性を狭めると共に、業務効率化を推進したいと考えておりま

す。さらに、システム面での情報セキュリティ機能の強化を図ることにより、情報漏洩等への対策を強化してま

いる所存です。調達した資金をこれらのシステム開発投資に充当することにより、当社グループの内部管理体制

の強化を図り、より一層健全な企業運営を行っていきたいと考えております。

 

第三者割当による資金調達を選択した理由といたしましては、両グループの協力関係を一層強固にし、深化さ

せ、両グループの有する商材・サービスの相互販売を通じて販路・商流の拡大等を図ることが、業績拡大による

企業価値、ひいては株主価値の向上に繋がるとの観点から、資本関係に踏み込んだ関係を構築する必要があると

考えたためであります。

また、資金需要に対して、必要資金を全て手元資金にて充当した場合は、必要な運転資金の確保に影響を及ぼ

す可能性も僅かながらあるため、資金調達を行う必要がある一方で、当社株式が特設注意市場銘柄に指定されて

いる関係上、間接金融による資金調達が現時点において厳しい状況にあるという観点から、間接金融以外の手法

による資金の調達を行う必要があります。間接金融以外の手法には、第三者割当増資の他にも、公募増資や株主

割当増資、あるいは新株予約権といった手段が考えられますが、これらの手段は、資金の調達時期や調達金額が

不明確になることなどから、第三者割当による新株の発行が、確実に資金が調達できる、現在取りうる最善の手

段であると判断したためであります。

以上のようなことから、当社は第三者割当による資金調達を選択しております。

 

本件第三者割当増資により、当社普通株式につき1株あたりの持分割合が希釈化することになります。しかし

ながら、本件第三者割当増資による新株式発行により、割当予定先との間で資本関係を構築することによる関係

強化を通じて、割当予定先と商材・サービスを相互販売することによる販路・商流の拡大等により業績の拡大

が見込まれること、借入金の返済により財務基盤の強化と信用力の向上が図れること、新商材の開発投資により

中長期的な業容拡大が見込まれること、社内インフラ投資により内部管理体制の強化が図れることから、本件第

三者割当増資は当社グループの企業価値の増大と既存株主の利益向上に資するものと考えております。

 

(2) 大規模な第三者割当を行うことについての判断の過程

本件三者割当増資により新規に発行する株式数は261,066株であり、本件第三者割当増資前の当社株式の発行

済株式総数516,154株の50.58%（本書提出日現在の議決権総数515,406個に対する比率は50.65%）に相当するた

め、当社普通株式につき1株あたりの持分割合が希釈化することになります。
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しかしながら、当社といたしましては、本件第三者割当増資による新株式発行により、割当予定先との間で資

本関係を構築することによる関係強化を通じて、割当予定先と商材・サービスを相互販売することによる販路

・商流の拡大等により業績の拡大が見込まれること、借入金の返済により財務基盤の強化と信用力の向上が図

れること、新商材の開発投資により中長期的な業容拡大が見込まれること、社内インフラ投資により内部管理体

制の強化が図れることから、本件第三者割当増資は当社グループの企業価値の増大と既存株主の利益向上に資

するものと考えており、本件第三者割当増資による新株式の発行数量及び株式の希釈化の規模は合理的である

と判断しております。

また、本件第三者割当増資は、希釈化率が25％以上となることから、大阪証券取引所が規定する「JASDAQ等に

おける企業行動規範に関する規則の特例」第２条に定める独立第三者からの意見入手又は株主の意思確認手続

きが必要となりますが、当社は、当社社外監査役及び外部の有識者である弁護士の計２名にて組成される第三者

委員会より、本件第三者割当はその必要性及び相当性が認められるとの意見を入手したうえで、本件第三者割当

増資に係る取締役会決議を行うとともに、平成22年６月24日開催予定の当社定時株主総会に普通決議事項とし

て諮ることにより株主の意思確認を行う予定です。

そして、今回の大規模な第三者割当を行うことについての取締役会の判断につきましては、本件第三者割当増

資に係る第三者委員会の意見を参考に、平成22年５月14日開催の取締役会において十分に討議・検討するとと

もに、出席された常勤監査役1名、社外監査役2名にその議論の過程を厳格にモニタリングしていただき、適正に

手続きが実施されたことを監視していただくとともに、必要なご意見をいただきました。手続きの適正性を含め

た本件第三者割当増資の相当性について十分に検討した結果、本件第三者割当増資は、当社グループの企業価値

の増大と既存株主の利益向上に資するものであるため、今回の増資は、既存株主の利害を損なわないものと取締

役会は判断いたしました。

 

７ 【株式併合等の予定の有無及び内容】

該当事項はありません。

 

８ 【その他参考になる事項】

該当事項はありません。

 

 

第４ 【その他の記載事項】

該当事項はありません。
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第二部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

 

回次 第８期 第９期 第10期 第11期 第12期

決算年月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月

(1）連結経営指標等      

売上高 (千円) 13,175,08220,329,71822,974,76217,957,62118,420,457

経常利益又は経常損失
(△)

(千円) 2,401,1994,301,470843,608△778,504△741,866

当期純利益又は当期純
損失(△)

(千円) 1,354,3572,398,823△815,370△6,437,288△9,547,715

純資産額 (千円) 7,672,35011,242,29220,112,05413,346,2003,594,063

総資産額 (千円) 11,982,84321,555,95824,653,87518,600,82112,280,705

１株当たり純資産額 (円) 129,511.2223,534.9638,488.0425,571.166,911.09

１株当たり当期純利益
又は当期純損失(△)

(円) 23,472.385,026.55△1,600.87△12,495.88△18,524.90

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益

(円) 23,044.304,923.59 ― ─ ─

自己資本比率 (％) 64.0 52.2 80.4 70.9 29.0

自己資本利益率 (％) 25.4 25.4 △5.3 △39.0 △114.1

株価収益率 (倍) 59.30 73.41 ― ― ―

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 1,877,3932,734,763△3,208,090△1,583,257△13,611

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △2,928,859△6,385,745△2,020,690△363,497△3,626,469

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 4,215,4554,110,2505,624,761712,2452,493,878

現金及び現金同等物の
期末残高

(千円) 4,901,1205,360,3885,756,3694,521,8593,411,892

従業員数
（外、平均臨時
　雇用者数）

(人)
719

(232)

1,285

(425)

1,636

(735)

1,364

(307)

1,074

(355)

(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。
２．純資産額の算定にあたり、第10期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 
平成17年12月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」
（企業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適用しております。

３．平成17年５月20日付で株式１株につき４株の株式分割を、平成18年３月１日付で株式１株につき２株の株式分割を
行っております。

　　なお、第９期の１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、株式分割が期首に行われたものと
して計算しております。

４．第10期、第11期及び第12期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在しますが１株当たり
当期純損失であるため記載しておりません。

５．第10期、第11期及び第12期の株価収益率は、当期純損失であるため記載しておりません。
 

EDINET提出書類

株式会社ＳＢＲ(E02954)

有価証券届出書（通常方式）

 15/237



 
回次 第８期 第９期 第10期 第11期 第12期

決算年月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月

(2）提出会社の経営指標等      

営業収入 (千円) 793,3882,406,7113,613,932827,3871,112,872

経常利益 (千円) 435,9841,773,3042,676,148153,527 82,090

当期純利益又は当期純
損失(△)

(千円) 433,6251,753,9602,043,134△5,809,320△10,594,656

資本金 (千円) 2,263,9512,315,0477,740,7577,744,0407,744,094

発行済株式総数 (株) 59,218.5477,924 515,650 516,106 516,154

純資産額 (千円) 5,592,2248,510,42719,950,40813,911,3363,211,902

総資産額 (千円) 6,817,69314,783,05920,284,22415,494,0904,478,727

１株当たり純資産額 (円) 94,329.3817,809.8938,746.0326,920.346,231.79

１株当たり配当額
（うち１株当たり
　中間配当額）

(円)
2,000

(―)

450

(―)

250

(―)

250

(―)

―

(―)

１株当たり当期純利益
又は当期純損失(△)

(円) 7,336.463,669.634,011.42△11,276.88△20,556.22

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益

(円) 7,202.663,594.623,981.48 ─
＿

自己資本比率 (％) 82.0 57.6 98.4 89.5 71.7

自己資本利益率 (％) 11.8 24.9 14.4 △34.4 △124.0

株価収益率 (倍) 189.74 100.56 10.71 ―
＿

配当性向 (％) 27.3 12.2 6.3 ─ ─

従業員数
（外、平均臨時
　雇用者数）

(人)
40

(2)

68

(4)

70

(6)

70

(1)

99

(2)

(注) １．営業収入には、消費税等は含まれておりません。

２．純資産額の算定にあたり、第10期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 
平成17年12月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」
（企業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適用しております。

３．平成17年５月20日付で株式１株につき４株の株式分割を、平成18年３月１日付で株式１株につき２株の株式分割を
行っております。

　　なお、第９期の１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、株式分割が期首に行われたものと
して計算しております。

４．第11期及び第12期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在しますが１株当たり当期純
損失であるため記載しておりません。

５．第11期及び第12期の株価収益率及び配当性向は、当期純損失であるため記載しておりません。
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２ 【沿革】

 

年月 事項

平成９年６月 オフィスオートメーション機器及び公衆電話の販売を目的とし、東京都世田谷区に株式会社テレ

ウェイヴを設立

平成12年３月 本社を東京都新宿区に移転

　　　　４月 ソリューション事業部を分離し、株式会社テレウェイヴリンクスを設立

　　　　７月 事業を株式会社テレウェイヴリンクスに移管し、純粋持株会社へ移行

　　　　11月 大明株式会社との合弁により通信機器関連企業向け企業間取引サイト運営会社工事ドットネット

株式会社（現：株式会社アントレプレナー）を設立

　　　　12月 ポータルサイトの企画・運営を目的として、株式会社ウェブ・ワークスを設立

平成15年２月 日本証券業協会に株式を店頭登録

平成16年６月 情報通信機器販売を目的とし、株式会社アイピーアンドケイを設立

平成17年３月 工務店・工事会社向けサービスの強化を目的とし、ロイヤルハウス株式会社の株式取得

小売・卸売業向けサービスの強化を目的とし、株式会社Ｅストアーの株式取得

　　　　12月 医療機関向けのサービス強化を目的とし、アイ・モバイル株式会社（現：エンパワーヘルスケア

株式会社）及びイークロッシング株式会社の株式取得

平成18年３月 製造業向けのサービスの強化を目的とし、株式会社エヌシーネットワークの株式取得

　　　　４月 飲食・仲卸業向けサービス強化を目的とし、株式会社築地魚河岸やっちゃば倶楽部及び株式会社

アペックス・インターナショナルの株式取得

　　　　９月 小売・卸売業に対する経営支援サービスの拡充を目的とし株式会社ドリームエナジーコンサル

ティングの株式取得

飲食業向けサービス強化を目的とし、株式会社キュアリアスの株式取得

平成19年１月 イークロッシング株式会社が、アイ・モバイルシステムズ株式会社に商号を変更

　　　　６月 ポータルサイト大手のYahoo!JAPANを運営するヤフー株式会社と、資本・業務提携

株式会社ウェブ・ワークスの株式をトランス・コスモス株式会社へ一部譲渡し、連結子会社から

持分法適用関連会社へ変更

　　　　７月 アイ・モバイル株式会社が、エンパワーヘルスケア株式会社に商号を変更（現・連結子会社）

　　　　12月 中小企業向けのメディア事業を行う株式会社サイネックスと包括的業務提携契約を締結

平成20年２月 開業支援サービス強化を目的とし、株式会社フーディーズの株式取得

　　　　５月 開業支援サービス強化を目的とし、株式会社テンポリノベーションの株式取得

　　　　７月 持分法適用関連会社である株式会社エヌシーネットワーク及び株式会社ウェブ・ワークスの株式

を売却し、持分法適用範囲から除外

　　　　10月 株式会社テレウェイヴリンクスとアイ・モバイルシステムズ株式会社が合併

連結子会社である株式会社アントレプレナーの株式を売却し、連結対象範囲から除外

　　　　12月 連結子会社である株式会社フーディーズの株式を売却し、連結対象範囲から除外

平成21年３月 株式会社テレウェイヴリンクスの情報通信機器事業を、レカム株式会社へ譲渡

株式会社Ｅストアーの株式を売却し、持分法適用範囲から除外

 小企業向け不動産担保融資債権買取事業を行う合同会社Expanding Investment Co.を子会社化

　　　　４月 連結子会社である株式会社テレウェイヴリンクス及び株式会社アイピーアンドケイは、平成21年

４月１日付で、株式会社テレウェイヴを存続会社とする吸収合併を行うとともに、株式会社テレ

ウェイヴは株式会社ＳＢＲに商号変更

　　　　５月 株式会社築地魚河岸やっちゃば倶楽部及び株式会社アペックス・インターナショナルの株式を売

却し、連結対象範囲から除外
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年月 事項

平成21年７月 株式会社テンポリノベーション及び株式会社キュアリアスの株式を売却し、連結対象範囲から除

外

　　　　10月 ロイヤルハウス株式会社の株式を一部売却し、連結子会社から持分法適用関連会社へ変更

平成22年３月 株式会社ドリームエナジーコンサルティングの株式を売却し、連結対象範囲から除外

ロイヤルハウス株式会社の株式を一部売却し、持分法適用関連会社から除外

当社の資金支援による影響力が低下したため、合同会社Expanding Investment Co.を連結対象範

囲から除外
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３ 【事業の内容】

当社グループは、当社及び連結子会社であるエンパワーヘルスケア株式会社の２社で構成されており、「日本の
スモールビジネスを活性化するエンジンとなる」ことをビジョンに掲げ、従業員20名以下の小企業を対象とし、小
企業の活性化に繋がるＩＴソリューションの提供を事業としております。当社グループの事業は、「ＩＴパッケー
ジ」「経営支援サービス」に分類され、その内容は以下のとおりであります。

 

・ＩＴパッケージ

ＩＴパッケージでは、小企業の売上向上、経費削減を目的とし、ホームページの制作・運営、またホームペー
ジ運営のために必要なハードウェアの納入やその後のサポートまでをパッケージとして、リース契約または
レンタル契約で提供しております。また、必要に応じてホームページのアクセスアップツール、顧客管理ツー
ル、工程管理ツールなど業種ごとに特化したシステムを提供することで、幅広い業種の顧客へ商品の提供を
行っております。

 

・経営支援サービス

経営支援サービスでは、小企業が経営のために必要となる様々な「ＩＴ」「モノ・ヒト・カネ」に関する
サービスを提供してまいりましたが、事業の採算性を考慮すると共に、主力商材であるＩＴパッケージに注力
する「本業回帰」に経営方針を転換しましたので、ＩＴパッケージとの親和性の低い、開業支援サービス、人
材支援サービス、金融支援サービス等について撤退することとし、現在はＩＴサポートのみを提供しておりま
す。
 ＩＴサポートでは、ＩＴパッケージを導入頂いている小企業に対し、ホームページの更新・修正や、訪問に
よるサポートサービス等を行っております。また、ヤフー株式会社（以下、「ヤフー」という）が運営する
Yahoo!JAPAN内の「Yahoo!ショッピング」や「Yahoo!グルメ」をはじめとする各種サービスへの登録代行や
アクセス数アップに繋げるコンサルティングも併せて行っております。ヤフーとは、日々の営業活動からの顧
客ニーズを活用し、新商材の企画・開発活動も共同で行い、インターネットを利用した売上向上の支援をして
おります。その他、顧客のニーズに合わせたＰＰＣ広告※１やＩＴに関するサービスだけにとどまらず、フ
リーペーパーなどその他のメディアを活用した商材・サービスも提供しております。

 

・その他事業子会社

事業子会社では、以下の事業を行っております。
　エンパワーヘルスケア株式会社は、医療機関向けホームページ制作・運営・各種サポートのほか、製薬会社
向け調査サービス等を行っております。
　

※１:Pay Per Click広告の略で、クリックされた回数に対して広告料が発生するクリック課金の広告を指します。

 
 

EDINET提出書類

株式会社ＳＢＲ(E02954)

有価証券届出書（通常方式）

 19/237



［事業系統図］

当社グループの事業内容を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
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４ 【関係会社の状況】

 

名称 住所
資本金
（百万円）

主要な事業内容
議決権の所有
〔被所有〕割合
（％）

関係内容

(連結子会社)      

㈱テレウェイヴリンクス

(注)３、４、５、９
東京都新宿区 280

ソリューショ

ン事業
100.0

資金支援、事務所賃貸、

設備賃貸、経営指導、

業務受託、債務保証

役員４名兼任

㈱アイピーアンドケイ

(注)９
東京都新宿区 30

ソリューショ

ン事業
100.0

資金支援、事務所賃貸、

経営指導、業務受託

役員２名兼任

ロイヤルハウス㈱

(注)10
愛知県名古屋市 49

ソリューショ

ン事業
100.0

経営指導、業務受託

役員３名兼任

エンパワーヘルスケア㈱

(注)２
東京都新宿区 234

ソリューショ

ン事業

100.0

(46.8)

事務所賃貸、経営指導、

業務受託

役員２名兼任

㈱築地魚河岸やっちゃば倶楽部

(注)11
東京都中央区 50

ソリューショ

ン事業
100.0

資金支援

役員３名兼任

㈱アペックス・インターナショ

ナル(注)２、６、11
東京都中央区 50

ソリューショ

ン事業

40.0

(40.0)
役員２名兼任

㈱キュアリアス

(注)12
東京都武蔵野市 144

ソリューショ

ン事業
63.5

資金支援

役員３名兼任

㈱ドリームエナジーコンサル

ティング

(注)13

東京都港区 3
ソリューショ

ン事業
100.0

資金支援

役員３名兼任

㈱テンポリノベーション

（注）７、12
東京都新宿区 10

ソリューショ

ン事業
100.0

資金支援

役員2名兼任

合同会社Expanding Investment

Co.

（注）８、14

東京都港区 1
ソリューショ

ン事業
0.0資金支援

(注) １．主要な事業内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。
２．議決権の所有割合の（　）内は、間接所有割合で内数となっております。
３．特定子会社に該当しております。
４．株式会社テレウェイヴリンクスについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める
割合が10％を超えております。

　主要な損益情報等 (1) 売上高 11,645百万円

 (2) 経常損失 1,132百万円

 (3) 当期純損失 6,968百万円

 (4) 純資産額 △9,875百万円

 (5) 総資産額 6,005百万円

５．債務超過会社であります。なお、債務超過の金額は、平成21年３月末時点で9,875百万円であります。
６．株式会社アペックス・インターナショナルの議決権の所有割合は、100分の50以下でありますが、実質的に支配して
いるため連結子会社としております。

７．株式会社テンポリノベーションは、当連結会計年度より連結子会社としております。
８．合同会社Expanding Investment Co.の議決権の所有割合は、100分の50以下でありますが、資金支援による当社の影
響力が増したため、当期より連結子会社としております。

９．平成21年４月に当社が吸収合併しております。
10. 平成21年10月及び平成22年３月に保有株式の一部を売却したことにより、提出日現在における議決権の所有割合は、
10.8%となったため、連結の範囲から除外しております。

11. 平成21年４月に保有株式のすべてを売却したため、連結の範囲から除外しております。
12. 平成21年７月に保有株式のすべてを売却したため、連結の範囲から除外しております。
13. 平成22年３月に保有株式のすべてを売却したため、連結の範囲から除外しております。
14. 平成22年２月に資金支援による当社の影響力が低下したため、連結の範囲から除外しております。
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５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成22年３月31日現在

事業部門等の名称 従業員数（人）

ソリューション事業 618　( 213 )

管理部門 114　( 　8 )

合計 732　( 221 )

(注) １．従業員数は、就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を

含む）であり、臨時従業員は（　）内に当連結会計年度の平均人員（１日８時間換算）を外数で記載しております。

２．臨時従業員はアルバイトであり、派遣社員は除いております。

３．従業員数が最近１年間において、342名減少しておりますが、主としてロイヤルハウス株式会社等の連結子会社６社

の保有株式を売却したことにより連結の範囲から除外したことと、自然退職者の不補充によるものであります。

 

(2) 提出会社の状況

平成22年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

645 　(　216) 29.2 2.9 4,026,862

(注) １．従業員数は、就業人員（当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む）であり、臨時従業員は

（　）内に年間の平均人員（１日８時間換算）を外数で記載しております。

２．平均年間給与は、基準外賃金及び賞与を含め、ストック・オプションによる株式報酬費用は含んでおりません。

３．臨時従業員はアルバイトであり、派遣社員は除いております。

４．最近１年間において、従業員数が546名増加しておりますが、主として連結子会社であった株式会社テレウェイヴリ

ンクスを吸収合併したことによるものであります。

 

(3) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

第12期連結会計年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

当連結会計年度におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界金融市場の混乱が

一層深刻化の度合を深め実態経済に波及する中、わが国の経済においても世界的な景気後退の影響が顕著とな

り、株式市場の低迷、急激な円高、企業収益の大幅な減少、雇用情勢の急速な悪化、設備投資の抑制、個人消費の冷

え込み等により、景気は減速傾向から深刻な後退局面へと入りました。当社グループの顧客層である小企業にお

いても、これまでマクロ経済の影響を受けることは稀でありましたが、とりわけ第３四半期以降は、小企業の多

くにも景気減退の影響が顕著に表れ始め、当社グループにとっても厳しい経営環境となりました。

　このような中、当社グループは当連結会計年度の経営方針に「選択と集中」を掲げ、中長期的な安定成長に向

けて、強固な収益基盤を確立すべく、重点施策として「経営支援サービス本流化のための土台作り」「マネジメ

ント強化」および「人材、制度、インフラ整備」に取り組んでまいりました。

　売上面においては、ＩＴパッケージにおいて第２四半期までは、計画に対して概ね順調に推移したものの、景気

悪化の影響に伴い、当第３四半期より当社顧客層からの受注量が一時的に停滞し、またリース会社の承認率が低

下したことにより、前年実績を下回ったものの、経営支援サービスにおいて売上高が増収となった結果、売上高

は前年同期比で若干の増収となりました。

　利益面においては、売上高の計画乖離を補うべく、全社的なコスト・コントロールを実施してまいりましたが、

主力事業の売上高の減少を吸収するには至らなかった結果、営業損失を計上することとなりました。

　また、当連結会計年度においては経営方針に基づき、グループ再編を積極的に実施し、前連結会計年度末におい

て連結子会社11社、持分法適用関連会社４社の合計15社だったものが、当連結会計年度末には連結子会社10社に

まで適正化を図ってまいりましたが、折からの経済環境の影響を受け、株式市場の暴落及びＭ＆Ａ市場の収縮が

急激に進み、子会社及び一部事業の見直しに伴う売却損、グループ子会社ののれん代の減損及び保有する有価投

資証券の評価損が発生しました。また、不動産担保債権の買い取り事業を行う合同会社Expanding Investment

Co.と結んでいたローンコミットメント契約を、当社からの直接貸付けに切替えることで、当該ビジネススキー

ムの解消を図りました。これに伴い、昨今の経済状況を鑑み、貸付けに対する将来のデフォルトリスク等に備え

て貸倒引当金の繰入を計上、また営業立替金事業における不正行為及び不適切な会計処理が判明したことによ

り営業立替金残高を破産更正債権に振り替えたことにより貸倒引当金を計上いたしました。加えて、ＩＴパッ

ケージの商材開発の為のソフトウェア資産の除却、コスト構造の抜本的改善を目的とした本社オフィスならび

に支店の移転に伴う固定資産の除却および引当金の繰入を実施しております。これらの要因から特別損失8,907

百万円を計上することとなりました。

　これらの結果、当連結会計年度における売上高は18,420百万円（前年同期比2.6％増）となりました。また、営

業損失は897百万円（前期は営業損失740百万円）、経常損失は741百万円（前期は経常損失778百万円）、当期純

損失は9,547百万円（前期は当期純損失6,437百万円）となりました。
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 （サービスセグメント別の業績）
・ＩＴパッケージ
　ＩＴパッケージについては、第２四半期までは概ね順調に推移したものの、急激な景況感悪化による影響が当
第３四半期より顕著に表れ、受注率が一時停滞いたしました。加えて、当該事業はリース販売の形態をとるため、
リース会社の審査基準が業績に影響を与えるものとなりますが、経済環境の影響から上期と比して第３四半期
は承認率が低下したことも業績に影響を与える結果となりました。第４四半期においては、受注率・リース契約
の承認率ともに回復の兆しが見られたものの、第３四半期の落ち込みをカバーするまでに至らなかった結果、売
上高は9,261百万円（前年同期比2.8％減少）となりました。
・経営支援サービス
　経営支援サービスについては、各種支援サービスの拡充に取り組んでまいりましたが、既存サービスが前期と
同水準で推移したことに加えて、開業支援サービスの強化を目的として株式会社フーディーズおよび株式会社
テンポリノベーションを連結子会社に加えた結果、売上高は6,474百万円（前年同期比65.4％増加）となりまし
た。
・その他事業子会社
　その他事業子会社については、「選択と集中」という経営方針の下、グループ再編に向けて子会社および一部
事業の見直しを実施したことで、期中にて連結子会社対象外となった会社の売上高が減少した結果、売上高は
2,684百万円（前年同期比40.5％減少）となりました。
（特別損失について）
　当連結会計年度末は、収益性を基準とした取組み優先順位の厳格化を行い、グループ再編ならびに資産の見直
しを積極的に行ってまいりました。このような施策の中、金融支援サービスの一環として信用保証を行うことで
手数料収入を得ることを目的に参画したスキームである合同会社Expanding Investment Co.のローンコミット
メント契約を解消したことにより、当社から合同会社Expanding Investment Co.に直接貸付を行いました。この
貸付金に対し、昨今の経済状況を鑑み将来のデフォルトリスク等に備え引当金の計上を実施いたしました。ま
た、金融サービス室が提供する営業立替金事業において、従業員の不正行為及びそれに伴う不適切な会計処理が
判明しました。この調査を行う中で営業立替金等の回収可能性についての評価を行った結果、関連債権に対する
貸倒引当金の計上をいたしました。また、折からの経済危機の影響を受けて、株式市場の暴落およびＭ＆Ａ市場
の収縮が急激に進み、子会社および一部事業の見直しを進める中で減損および売却損が発生したことに加え、保
有する投資有価証券の評価損も発生いたしました。このほか、ＩＴパッケージの商材開発の為のソフトウェア資
産の除却、コスト構造の抜本的改善を目的とした本社ならびに支店の移転に伴う固定資産の除却および引当金
の繰入を実施しました。

 

第13期第３四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益の低迷が続いているものの、生産は徐々に改善し
設備投資も下げ止まりつつあり、アジア向けを中心に輸出が緩やかに増加傾向にある等、景気持ち直しの兆しを
見せつつありますが、雇用情勢の悪化、消費マインドの低下に伴う個人消費の低迷、デフレや金融市場変動の影
響が懸念される等、一昨年来の世界的な景気悪化による実態経済の打撃から、未だ癒えない厳しい状況が続きま
した。
当社の顧客層である小企業におきましては、緩やかな回復ペースにて推移しているものの依然として景況感
の悪化が続いており、製造業は生産や輸出の堅調さを背景に持ち直しが続く一方、非製造業においては雇用環境
の悪化や設備の過剰感を背景とした内需の弱さが、サービス業や小売業を中心に業況改善の重石となっており、
引き続き厳しい経済環境に晒されています。 
　このような状況の下、当社グループにおきましては、今期の経営方針として、事業の柱であるＩＴパッケージ販
売に経営リソースを集中させることによる「本業回帰」をテーマに掲げ、ＩＴパッケージとの関連性の低い周
辺事業の縮小、グループ再編及び組織規模の最適化、財務基盤の強化、内部統制の再構築に引続き取り組んでま
いりました。
これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上面につきましては、グループ再編の推進による連結子会社の
売却に伴い、売却対象となった連結子会社分の売上が減少したこと、当社の主力事業であるＩＴパッケージ事業
において、景況感の悪化等に伴い受注が伸び悩んだこと、ＩＴパッケージとの関連性の低い周辺事業の縮小を進
めたことなどにより、7,569百万円（前年同四半期比48.2%減）となりました。
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利益面につきましては、経営方針に則り経営リソースをＩＴパッケージ販売に集中したことで、利益率の高い
ＩＴパッケージの売上構成比が向上したことによる売上総利益率の改善、グループ再編に伴って売却された連
結子会社分の経費の減少、組織規模の最適化による人件費の減少、本社オフィスや支店の移転による地代家賃の
減少、全社的なローコストオペレーションの実施によるコスト抑制等により、販売管理費が5,837百万円（前年
同四半期比42.4％減）と減少したものの、売上減少分を補うことはできなかったため、依然として営業利益は赤
字継続ではありますが、前年同期と比較して赤字幅は縮小しており、営業損失は608百万円（前年同四半期は営
業損失768百万円）、経常損失は583百万円（前年同四半期は614百万円）、四半期純損失は1,269百万円（前年同
四半期は四半期純損失3,561百万円）となりました。
 
サービス別の概況は下記のとおりです。

 
・ＩＴパッケージ
ＩＴパッケージにつきましては、景気悪化の影響に伴い、当社のターゲット顧客である小企業の需要が引続き
低迷していること等により、新規受注件数が伸び悩んだ影響で、売上高は4,388百万円（前年同四半期比38.1％
減）となりました。
・経営支援サービス
経営支援サービスにつきましては、ＩＴサポート、Yahoo!商材、WEB広告等の継続サービスは前年同四半期と比
較して減少したことに加え、 ＩＴパッケージとの関連性の低い周辺事業の縮小及びグループ再編の推進に伴
う、開業支援サービスの縮小、金融支援サービスの清算、通信機器事業の撤退、人材支援サービスの縮小等の影響
で、売上高は2,662百万円（前年同四半期比51.4％減）となりました。
・その他
その他事業子会社につきましては、グループ再編の推進に伴い、食材宅配事業を行う株式会社築地魚河岸やっ
ちゃば倶楽部をはじめとする連結子会社を売却し、前年同四半期と比較して5社分の売上高が減少したことの影
響で、売上高は518百万円（前年同四半期比74.5％減）となりました。
 

(2) キャッシュ・フロー

第12期連結会計年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、以下の各キャッシュ・フローの状況とそれらの増
減要因により、前連結会計年度末に比べて1,109百万円減少し、当連結会計年度末は3,411百万円となりました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
　営業活動によるキャッシュ・フローは、13百万円減少（前連結会計年度は1,583百万円の減少）となりました。
これは主に、売上債権の減少額468百万円により増加したものの、金融支援サービス事業の営業立替金支出超過
額496百万円等により減少したことによるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
　投資活動の結果使用した資金は、3,626百万円（前連結会計年度は363百万円の支出）となりました。これは主
に、関係会社株式の売却による収入968百万円があったものの、貸付けによる支出4,137百万円及び無形固定資産
の取得による支出391百万円等によるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
　財務活動の結果得られた資金は、2,493百万円（前連結会計年度は712百万円の収入）となりました。これは主
に、短期借入金の返済による支出1,456百万円の一方で、短期借入れによる収入4,160百万円によるものでありま
す。
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第13期第３四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、以下の
各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因により、前連結会計年度末と比べて1,245百万円減
少して2,165百万円となりました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動によるキャッシュ・フローは、411百万円の増加（前年同四半期は544百万円の減少）と
なりました。これは主に貸倒引当金が751百万円、移転費用の支払により移転損失引当金が505百万円、未払金が
291百万円減少したものの、破産更正債権等の回収による収入が1,402百万円、賃貸用店舗資産の売却による収入
541百万円によるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動の結果、得られた資金は1,543百万円（前年同四半期は518百万円の支出）となりました。
これは主に、投資有価証券の売却による収入769百万円、敷金及び保証金の回収による収入633百万円等によるも
のであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動の結果、使用した資金は3,200百万円（前年同四半期は449百万円の収入）となりました。これは主
に、短期借入れによる収入850百万円の一方で、短期借入金の返済による支出4,053百万円によるものでありま
す。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

第12期連結会計年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

(1) 仕入実績

当連結会計年度の仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 

事業の種類別セグメントの名称
当連結会計年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

前年同期比（％）

ソリューション事業（千円） 1,772,805 59.8

合計（千円） 1,772,805 59.8

(注) 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(2) 販売実績

当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 

事業の種類別セグメントの名称
当連結会計年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

前年同期比（％）

ソリューション事業（千円） 18,420,457 102.6

合計（千円） 18,420,457 102.6

(注) １．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．最近２連結会計年度の主な相手先別販売実績及び総販売実績に対する割合、品目別販売実績、地域別販売実績は次の

とおりであります。

①　相手先別販売実績

 

相手先

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

㈱クレディセゾン 5,511,503 30.7 5,288,097 28.7

三菱ＵＦＪリース㈱ ─ ─ 1,909,461 10.4

(注)　１.本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

２.前連結会計年度の三菱ＵＦＪリース㈱については、当該割合が100分の10未満の記載のため記載を省略しま

した。

 

EDINET提出書類

株式会社ＳＢＲ(E02954)

有価証券届出書（通常方式）

 27/237



②　品目別販売実績

 

品目別

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

金額（千円） 前年同期比（％）

ソリューション事業計 18,420,457 102.6

 

小売業向けソリューション 4,202,763 98.3

工務店及び工事会社向けソリューション 3,329,955 83.7

医療機関向けソリューション 2,216,273 100.4

飲食業・仲卸業向けソリューション 5,002,238 241.7

美容業向けソリューション 502,224 141.8

士業向けソリューション 139,605 47.3

製造業向けソリューション 1,522,981 79.7

運送業向けソリューション 719,747 80.4

アントレプレナー 145,506 40.4

その他 639,165 39.7

合計 18,420,457 102.6

　　　　(注) 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。
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③　地域別販売実績

 

地域別

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

金額（千円） 前年同期比（％）

ソリューション事業計  18,420,457 102.6

 関東地域 13,152,817 100.4

 関西地域 1,926,855 114.8

 東海地域 1,635,484 107.6

 東北地域 150,715 59.6

 九州地域 920,820 122.6

 中国地域 570,768 113.7

 北海道地域 63,000 42.3

合計 18,420,457 102.6

　　　　(注) 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。
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第13期第３四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日)

(1) 仕入実績

当第３四半期連結累計期間の仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 

事業の種類別セグメントの名称
当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日)

前年同四半期比（％）

ソリューション事業（千円） 473,084 32.9

合計（千円） 473,084 32.9

(注) 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(2) 販売実績

当第３四半期連結累計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。

 

事業の種類別セグメントの名称
当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日)

前年同四半期比（％）

ソリューション事業（千円） 7,569,282 51.8

合計（千円） 7,569,282 51.8

(注) １．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．主な相手先別販売実績及び総販売実績に対する割合、品目別販売実績、地域別販売実績は次のとおりであります。

①　相手先別販売実績

 

相手先

前第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日)

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

㈱クレディセゾン 4,126,331 28.3 2,877,964 38.0

(注)　本表の金額には、消費税等は含まれておりません。
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②　品目別販売実績

 

品目別

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日)

金額（千円） 前年同四半期（％）

ソリューション事業計 7,569,282 51.8

 

小売業向けソリューション 2,448,477 73.6

工務店及び工事会社向けソリューション 1,292,077 49.1

医療機関向けソリューション 1,191,864 71.9

飲食業・仲卸業向けソリューション 1,210,261 30.0

美容業向けソリューション 201,715 55.3

士業向けソリューション 3,884 4.0

製造業向けソリューション 667,643 56.4

運送業向けソリューション 214,555 37.8

その他 338,803 57.2

合計 7,569,282 51.8

　　　　(注) 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。
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③　地域別販売実績

 

地域別

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日)

金額（千円） 前年同四半期（％）

ソリューション事業計  7,569,282 51.8

 関東地域 5,032,556 46.8

 関西地域 918,958 68.0

 東海地域 714,571 56.8

 東北地域 205,618 195.6

 九州地域 405,862 60.0

 中国地域 288,094 70.6

 北海道地域 3,621 7.4

合計 7,569,282 51.8

　　　　(注) 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。
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３ 【対処すべき課題】

当社グループの翌連結会計年度の経営方針は、事業面のテーマとしまして「利益体質への転換に向けた事業構

造の改革」を掲げ、ＢＰＲ
※1
の推進による生産性の追及、ストック型ビジネスへの転換に向けた次世代コア商材

の開発、及びローコスト・オペレーションの継続実施に取り組んでいく所存であります。

経営面のテーマとしましては「内部管理体制の更なる強化」をテーマに掲げ、コーポレート・ガバナンスの強

化、再発防止策の継続実施、及び開示書類に関する法令遵守体制の整備に取組んでいく所存であります。

当社グループの対処すべき課題としましては、以下のとおりであります。

 

事業テーマ：利益体質への転換に向けた事業構造の改革

(1) ＢＰＲの推進による生産性の追及

利益体質への転換に向けて、事業全般の業務プロセスを再構築し、生産性及び効率性を高めることを目的

として、以下の取り組みを実施してまいります。

・ＩＴパッケージ営業における営業スキルの底上げ

当社の主力商材であるＩＴパッケージの営業においては、営業生産性が低下しており、営業スキルの底上

げが喫緊の課題となっております。営業生産性の改善に向けた施策としましては、既存の営業マンを対象に

営業活動プロセスの分析により、個々の営業マンの戦力化状況を詳細に把握し、その分析を踏まえてシニア

営業マンによる営業プロセス習得の育成プログラムを実践することで、営業スキルの底上げを図ってまいり

ます。また、積極的に外部採用活動を行い、営業系の中途人材を確保し、営業組織の活性化を図ってまいりま

す。

・アポイント活動の業務プロセスの再構築

当社の主力商材であるＩＴパッケージにおける見込顧客へのアプローチ手法としましては、テレフォンア

ポイントを主体として実施しております。このアポイント活動の生産性を高めるべく、システム化による業

務効率化を図ると共に、システム化によって蓄積されるデータベースを基に業務プロセスを見直しし、ＩＴ

パッケージ営業に対して受注確度の高いアポイント先の安定的な供給体制を構築してまいります。

・契約プロセスの一元管理体制の確立

当社の主力商材であるＩＴパッケージは、当社の顧客とリース会社がリース契約を締結し、当社はリース

会社に売上債権を販売するというリース売上の形態をとっております。受注後の契約プロセスにおいては、

受注、書類作成・リース会社審査手続、制作、納品、売上計上というプロセスを、複数部門が複雑に絡み合いな

がら業務を進めており、非常に煩雑な業務フローになっております。この契約プロセスを整理、分析し、業務

フロー全体を再構築することで、生産性及び効率性の改善を図ってまいります。
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(2) ストック型ビジネスへの転換に向けた次世代コア商材の開発

当社の主力商材であるＩＴパッケージは、平成11年の販売開始以降、これまで大きな仕様変更を行うこと

なく、現在においても事業の柱として販売を継続している息の長い商材であります。しかしながら、インター

ネットの技術は日進月歩で発展しており、ＩＴパッケージが今後も継続して当社の主力商材と成りうるとは

考え難いと認識しております。そのため、ＩＴパッケージの商品力が陳腐化し市場競争力を失う前に、ＩＴ

パッケージに続く次世代コア商材の開発に着手する必要性があり、今期よりその開発に着手してまいりま

す。次世代コア商材は、収益の安定化に資するストック型商材と成るように商品設計を行っていく考えであ

ります。

(3) ローコスト・オペレーションの継続実施

当連結会計年度においては、グループ再編に伴って売却された連結子会社分の経費の減少、組織規模の最

適化による人件費の減少、本社オフィスや支店の移転による地代家賃の減少、全社的なローコスト・オペ

レーションの実施によるコスト抑制等により、販売管理費の大幅な減少を実現し、損益分岐点売上高を劇的

に下げることができました。この販売管理費の削減効果は、翌連結会計年度においては年間を通じて利益に

寄与していくことになりますが、再びコスト高に反転することのないように、ローコスト・オペレーション

の定着化を図るべく、継続的に実施してまいります。

 

経営テーマ：内部管理体制の更なる強化

本有価証券届出書提出時点において、当社株式は特設注意市場銘柄に指定されており、今後も継続して内

部管理体制の更なる強化を図るべく、以下の施策に取組んでまいります。

(1) コーポレート・ガバナンスの強化

健全且つ適切な業務運営を実現していくためには、統制のとれた企業統括（コーポレート・ガバナンス）

を強化していく必要性があり、取締役会の刷新、内部統制システムの見直しなどにより、コーポレート・ガバ

ナンスの更なる強化を図ってまいります。

(2) 再発防止策の継続実施

従業員による不正行為が再発することのないよう再発防止策として、管理部門の強化、基幹業務システム

の導入、ビジネスルールの再構築、コンプライアンスの強化、経営監視委員会の設置、内部監査機能の強化、内

部通報制度の周知徹底など、様々な施策に取り組んでおりますが、今後も継続して改善措置を実施してまい

ります。

(3) 開示書類に関する法令遵守体制の整備

従業員による不正行為等の発生に伴い、当社は第12期（平成21年３月期）有価証券報告書を金融商品取引

法第24条に定める法定提出期限内に提出できず、提出が遅延することとなり、また平成20年３月期から平成

21年３月期に係る有価証券報告書等の訂正報告書を提出することとなったため、提出遅延の再発防止策及び

開示書類に関する法令遵守体制の整備などの施策に取組んでおりますが、今後も継続して改善措置を実施し

てまいります。

 

※1：Business Process Reengineeringの略で、企業改革において既存の組織やビジネスルールを抜本的に見直し、プロセスの視点で職

務・業務フロー・管理機構・情報システムを再設計することをいいます。
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その他：株式会社の支配に関する基本方針

①基本方針の内容

　当社グループは、「日本のスモールビジネスを活性化するエンジンとなる」ことをビジョンとして掲げ、従

業員20名以下の小企業を対象とし、事業活動を展開しております。このビジョンの実践が企業価値及び株主共

同の利益の向上につながると考えております。

　当社は、当社株式について大量買付がなされる場合、これが当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資す

るものであれば、これを一概に否定するものではありません。

　しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明

白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主

が買付の条件等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報

を提供しないもの、対象会社が買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買付者との交渉を

必要とするもの等、当社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

　こうした事情に鑑み、当社は、当社株式に対する大量買付が行われた際に、かかる大量買付に応じるべきか否

かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するために必要な情報や時間を確保したり、

株主の皆様のために買付者と交渉を行うこと等を可能とすることで、当社の企業価値ひいては株主共同の利

益に反する買付行為を抑止するための枠組みが必要であると考え、平成19年５月28日開催の当社取締役会に

おいて、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の導入を決議し、平成19年６月28日開催の第

10回定時株主総会においてご承認いただきました。

②具体的な取組み

　当社グループの翌連結会計年度の経営方針は、事業面のテーマとしまして「利益体質への転換に向けた事業

構造の改革」を掲げ、ＢＰＲの推進による生産性の追及、ストック型ビジネスへの転換に向けた次世代コア商

材の開発、およびローコスト・オペレーションの継続実施に取り組んでまいります。経営面のテーマとしまし

て「内部管理体制の更なる強化」をテーマに掲げ、コーポレート・ガバナンスの強化、再発防止策の継続実

施、および開示書類に関する法令遵守体制の整備に取組んでまいります。

具体的には、事業テーマである「利益体質への転換に向けた事業構造の改革」を図るため、（ⅰ）BPRの推

進による生産性の追及として、①ＩＴパッケージ営業における営業スキルの底上げ、②アポイント活動の業務

プロセスの再構築、③契約プロセスの一元管理体制の確立に取り組んでまいります。また、（ⅱ）ストック型

ビジネスへの転換に向けた次世代コア商材の開発、（ⅲ）ローコスト・オペレーションの継続実施に取り組

んでまいります。経営テーマである「内部管理体制の更なる強化」を図るため、（ⅰ）コーポレート・ガバナ

ンスの強化、（ⅱ）再発防止策の継続実施、（ⅲ）開示書類に関する法令遵守体制の整備に取り組んでまいり

ます。
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③基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するた

めの取組み

　当社は、平成19年６月28日開催の第10回定時株主総会において、株主の皆様のご承認を受け、当社株式の大量

取得行為に関する対応策（以下、「本プラン」という）を導入しました。

　本プランは、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、当社株券等に対する

買付等が行われる場合に、買付者又は買付提案者に対し、事前に当該買付等に関する情報の提供を求め、当社

が当該買付等についての情報収集、検討等を行う期間を確保した上で、株主に当社経営陣の計画や代替案等を

提示したり、買付者等との交渉等を行っていくための手続きを定めています。

　本プランは、以下の1)又は2)に該当する買付等がなされる場合を適用対象とします。

1)　当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20％以上となる買付

2)　当社が発行者である株券等について、公開買付に係る株券等の株券等所有割合及びその特別関係者の株券

等所有割合の合計が20％以上となる公開買付

④本プランの合理性

1)　買収防衛策の指針の要件を完全に充足していること

　本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は

向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、

事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則）を完全に充足しています。

2)　株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

　本プランは、当社株式に対する買付等がなされた際に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断

し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために買

付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては、株主共同の利益を確保し、向

上させるという目的をもって導入されるものです。

 

(注)　当社第10回定時株主総会の決議により承認を得て導入しております「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防

衛策）」（以下「本プラン」といいます。）は、平成22年５月14日開催の取締役会において、当社第13回定時株主総会終

結の時をもって本プランを継続しないことを決議し、平成22年６月24日をもって本プランは失効いたします。
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４ 【事業等のリスク】

有価証券届出書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に影響を及ぼす可能性

があると考えられる主なものとしては、以下の内容が挙げられます。当社グループは、これらのリスクを認識した

上で、事態の発生の予防・回避及び発生時の対応に真摯に努める所存です。

なお、文中の将来に関する事項は、有価証券届出書提出日現在において当社グループが判断したものでありま

す。

 

１．取引について

(1) リース会社との関係について（販売方法について）

当社グループの主力商材であるＩＴパッケージの主な販売方法としては、当社の顧客とリース会社がリース

契約を締結し、当社はリース会社に売上債権を販売するという形態（リース売上）をとっております。リース売

上は、顧客がより手軽にＩＴパッケージを導入できることに加え、リース会社に顧客の与信審査を依頼すること

で不良債権等の発生を未然に防止することができます。しかし、リース契約が不成立の際は、当社との現金取引

となる場合もあり、従いましてリース契約および現金取引がともに成立しない顧客とは、受注自体が取り消しと

なる場合もあります。また、今後、各リース会社との関係性の悪化が生じた場合や、リース料率のアップ、与信審

査の状況変化等によりリース契約が成立しないケースが著しく増加した場合、当社の業績に影響を与える可能

性があります。

 

(2) 特定相手先への売上偏重傾向

当社グループの主力商材であるＩＴパッケージの主な販売方法としては、当社の顧客とリース会社がリース

契約を締結し、当社はリース会社に売上債権を販売するという形態（リース売上）をとっており、当連結会計年

度の㈱クレディセゾンに対する売上比率は40.3%となっております。総売上高に対する当該相手先の売上水準が

高い理由は、リース料率や与信審査の状況等を総合的に勘案し、当社の顧客とのリース契約の締結を依頼してい

るためであります。本有価証券届出書提出時点において、当該リース会社との関係は良好でありますが、今後何

らかの事象により、当該相手先との取引枠の縮小など、事業環境の変化に当社グループが対応しきれない場合、

当社の業績に影響を与える可能性があります。

 

 (3) 営業形態について

当社の主力事業であるＩＴパッケージは、主にリース契約を利用した販売方法をとっておりますが、顧客が

リース契約を申し込んだ時点で注文を認識しておりますが、リース販売という形態上、顧客への商品の納入・機

器設置後、これをリース会社が直接顧客に確認を行うことで売上と認識され計上に至ります。このため、注文を

受けてから売上計上に至るまでに、与信審査の可否状況や顧客側の事情によるキャンセルなど、結果として成約

に至らない場合があります。当社グループでは、営業機会を損なうことなく、成約件数向上のため、営業担当が顧

客と十分な対話・交渉を行った上で受注するよう努めております。しかし、顧客からの注文に対して成約に至ら

ないケースが増加した場合には、結果として営業効率の低下を招くことが想定され、当社グループの業績に影響

を及ぼす可能性があります。
 

２．事業戦略について

(1) 当社グループの経営環境について

当社グループでは、従業員20名以下の小企業に対して小企業の活性化に繋がるＩＴソリューションを提供す

るべく、当社株式会社ＳＢＲを中心としたグループ経営を行っております。当社を含めたグループ会社が行う事

業に対し、競合他社の台頭、取扱商材の陳腐化、経済環境の変化等により業績に影響を及ぼす可能性があります。
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(2) 新商材の開発および改良について

　当社グループは、設立以来、小企業の業態に沿った事業を展開しており、今後も小企業のニーズに適う商材や

サービスの提供に取り組んでまいります。新商材の開発や改良にあたっては、現時点で入手可能な情報に基づき

十分な市場調査を行った上で事業展開を図ってまいりますが、潜在的な需要を効果的に開拓するにあたっては、

不確定要素が多く、事業計画を予定どおり達成できなかった場合は、現在見込んでいるだけの成長性・収益性を

確保できなくなり、またそれまでの投資負担等が結果として当社グループの利益計画に影響を与える可能性が

あります。
 

(3) 事業の買収・提携等について

当社グループは、小企業の経営活性化を目的として、様々な業種に向けた事業を展開していることから、顧客

からの業種毎の専門的な情報やビジネスソリューションの提供を求めるニーズに応えるために、そのノウハウ

をグループ内に取り込むべく、必要とする技術・サービスを有する企業の買収や事業提携を積極的に進めて参

りました。しかしながら、昨今の経営の状況を鑑み、収益性を基準とした取組み優先順位の厳格化を行い、グルー

プ再編ならびに資産の見直しを実施した結果、平成22年３月末現在、グループ子会社は１社となっております。

引き続きグループ再編ならびに資産の見直しを完遂すべく取り組み、当面は事業の買収・提携等については実

施を控える方針ですが、その影響で顧客が求める専門的情報やビジネスソリューションの提供が出来なかった

場合には、当社グループの収益に影響を及ぼす可能性があります。
  

(4) 研究開発・商材等にかかる事項について

当社グループは、商材の開発の一部をグループ外の企業に委託しております。当社グループが研究開発を委託

する企業は、開発実績もあり、安定的な取引を行っておりますが、これらの企業の経営環境及び商材において問

題が発生し、研究開発等の委託が継続できなかった場合には、当社グループの事業運営に支障をきたし、当社グ

ループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(5) 新規参入業者の増加による競争激化について

当社グループが展開している事業においては、現在競合環境は激しい状況にはないものと認識しております。

しかしながら、今後、新規参入業者を含めた競合他社との競争に晒され、当社グループの競争力の低下や将来の

事業において優位性を確保できない場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
 

(6) 企画・技術・営業・サポートのワンストップサービス提供について

当社グループでは、パソコン等の設置、ホームページの制作を含むＩＴパッケージの導入、ＩＴを利用した販

売促進支援等のＩＴソリューションの提供を当社グループで行うことで、小企業の活性化を支援しております。

この一連のサービスが当社の優位性でありますが、何らかの事象により一連のサービスが提供できず、顧客満足

度の低下や解約率の増加等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
 

３．人材について

(1) 事業展開及び人材の確保について

当社グループでは、これまで業容拡大のため営業要員を中心とした人材の確保やＭ＆Ａなどの手法を通じ、従

業員数、子会社数の増加による事業展開の拡大を行ってまいりましたが、平成20年３月期よりグループ再編や組

織規模の適正化を積極的に行っており、平成22年３月末時点において、連結対象となるグループ子会社１社（前

年同期は10社）、グループ従業員数732名（前年同期は1,074名）となっております。今後におきましても、組織

規模の適正化を行いつつ、営業・技術・経営管理等の各方面において、優秀な人材の確保・育成を行っていくこ

とが重要な課題と認識しております。しかしながら、組織規模の適正化ならびに人材の確保が想定どおりできな

かった場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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(2) 従業員の定着について

当社グループは、顧客満足度の向上を重要な課題として取り組んでおります。専門的な商材知識の習得及び長

期的な顧客との関係維持のため、グループ従業員の教育研修の充実を図り、従業員の定着率向上に努めてまいり

ますが、計画どおりの効果が上がらない場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(3) 営業組織体制の構造について

当社グループでは、ＩＴパッケージの生産性向上を図るため、営業組織体制における人材の最適化配置を重視

し、バランスを欠かないよう最大限の注意を払っております。しかしながら、中間職の人員の退職増や、退職率の

上昇など組織体制の最適バランスを欠くような事象が発生した場合には、生産性低下により業績等に影響を及

ぼす可能性があります。

 

４．情報について

(1) 情報システムトラブルについて

当社グループは、事業を行う上でコンピュータシステム及びネットワークを活用することで事業の拡充を達

成しております。そのため情報セキュリティの強化、バックアップ体制の構築、情報システム部門の強化、機器の

高性能化の検討等、システムトラブル対策を講じております。しかしながら、これらの対策にも関わらず、人為的

過誤や自然災害等によりシステムトラブルが発生した場合には、当社グループに被害が生じるほか、当社グルー

プの提供するサービスに対する信頼性の低下及び損害金等の支払いにより当社グループの業績に影響を及ぼす

可能性があります。

 

(2) 情報セキュリティについて

当社グループの主要企業は、「個人情報の保護に関する法律」における個人情報取扱業者に該当いたします。

当社グループといたしましては、法令を遵守すべく、組織的・物的・人的対応を行っており、今後もその業容の

変化・拡充に合わせて求められる対応を取ってまいります。しかしながら、何らかの原因により当社グループか

ら個人情報が流出した場合、当社グループの信用を失うことになり、結果として業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。

 

５．各サービスについて

(1) ＩＴパッケージについて

ＩＴパッケージにおいては、インターネット環境の提供と必要に応じたソフトウエアを搭載したハードウエ

アを提供しております。利用者にはインターネット環境を事業の戦略の一つとして活用できるようにサポート

も提供しております。しかしながら、小企業のニーズにかなうサービスが提供できなかったり、インターネット

を利用した事業活動が活発化しなかったり、当社グループにおける新規商材の開発に時間を要するなど、他社と

の競合が激化した場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

 

(2) 商材の陳腐化について

当社グループが事業を展開するＩＴパッケージにおいては、急速に技術ならびに規格等が変化しており、これ

らの変化に柔軟に対応していく必要があります。しかしながら、何らかの事由により適切に対応できない場合に

は、商材やサービスの陳腐化及び競争力の低下等に伴い、当社グループが優位性を失うおそれがあります。また、

対応できる場合であっても、既存設備の改良または新たな設備投資及び優秀な人材の確保等、費用負担の増加が

発生する可能性があります。これらの動向及び対応によっては、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。
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６．その他

(1) 不正行為等の再発防止策について 

従業員による不正行為が再発することのないよう再発防止策として、管理部門の強化、基幹業務システムの導

入、ビジネスルールの再構築、コンプライアンスの強化、経営監視委員会の設置、内部監査機能の強化、内部通報

制度の周知徹底など、様々な施策に取り組んでおります。しかし、これらの施策が有効的に機能せず、ディスク

ロージャーの信頼性等を確保できない事態が生じた場合には、ステークホルダーの信頼を一挙に失うことにも

なりかねず、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(2) 法的規制について

当社グループは、様々な商品及びサービスを取扱う関係上、関連する法令・規制は多岐にわたります。当社グ

ループでは法令遵守を極めて重要な企業の責務と認識しており、コンプライアンス委員会を設置し法令遵守の

徹底に努めております。しかしながら、国内外の行政・司法・規制当局等による予期せぬ法令の制定・改廃が行

われる可能性や、社会・経済状況の著しい変化等に伴う各種規制の大幅な変更の可能性も否定できません。こう

した場合、将来の当社グループの財政状態や業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。

 

(3) 訴訟等について

当社グループの財政状態や業績に重要な影響を及ぼすおそれのある訴訟、仲裁その他の法的手続きは現在あ

りません。しかしながら、当社グループにおける営業活動等が今後かかる重要な訴訟等の対象となり、将来の当

社グループの財政状態や業績に影響を及ぼす可能性が無いことを保証するものではありません。

 

(4) 災害への対応について

地震や風水害などの大規模災害への対策が十分でない場合、長期にわたって営業活動停止に陥り、多大な損失

を被ると同時にステークホルダーに甚大な影響を与える恐れがあると想定されます。具体的には、これら有事の

影響により、当社グループのシステム運営が一時的に制限される状況となった場合、当社事業において既存顧客

に提供しているホームページの運営自体が滞ってしまい、既存顧客の経営に支障を及ぼす可能性があります。こ

うした事故等の発生時には、速やかにかつ適切に全社的対応を行うよう努めておりますが、事前に想定していな

かった原因・内容の事故である等何らかの理由により、事故発生後の業務継続、立ち直りがうまくいかず、当社

グループの事業、業績等に影響を及ぼす可能性があります。

 

(5) 特設注意市場銘柄について

当社グループが、平成20年３月期から平成21年３月期に係る有価証券報告書等の訂正報告書を提出した件に

ついて、株券上場廃止基準第２条第１項第１０号ａ（上場会社が有価証券報告書等に「虚偽記載」を行い、か

つ、その影響が重大であると当時のJASDAQ証券取引所（現、大阪証券取引所）が認めた場合）に該当するおそれ

があると認められたことから、当該規定に該当するかについて審査を受け、その結果、当該規定に該当しないと

認めたものの、当該訂正の主たる要因が過去２年間に亘って当社金融サービス室において不正行為及び不適切

な会計処理がなされていたことによるものであり、かかる不正行為及び不適切な会計処理を２年間に亘り看過

していたことが判明したため、当社においては、内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められること

から、株券上場廃止基準第５条の３の規定に基づき、当有価証券届出書提出日現在において、当社株式は特設注

意市場銘柄に指定されております。
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(6) 資金調達について 

当社グループの財務状況は、平成22年３月末時点において、純資産額2,656百万円、現預金残高2,121百万円と、

企業の継続性の観点では問題ない水準であると認識しております。しかしながら、将来の業容拡大に向けた投資

等の資金需要が発生した場合は、金額次第では新たに資金を調達する必要があります。資金調達の方法の一つと

して、間接金融による調達が考えられますが、当有価証券届出書提出日現在において、当社株式は特設注意市場

銘柄に指定されていることから、間接金融による必要十分な資金調達が難しい状況であります。そのため、特設

注意市場銘柄の指定解除が出来ず、間接金融からの必要十分な資金調達が行うことができない事態が発生し、そ

の代替手段として直接金融その他実現可能な方法にて資金調達を行えず、将来の業容拡大に向けた投資等を実

現出来なかった場合、当社グループの財政状態や業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(7) 開示書類に関する法令遵守体制について

従業員による不正行為等の発生に伴い、当社は第12期（平成21年３月期）有価証券報告書を金融商品取引法

第24条に定める法定提出期限内に提出できず、提出が遅延することとなり、また平成20年３月期から平成21年３

月期に係る有価証券報告書等の訂正報告書を提出することとなったため、提出遅延の再発防止策及び開示書類

に関する法令遵守体制の整備などの施策に取組んでおります。しかし、これらの施策が有効的に機能せず、ディ

スクロージャーの信頼性等を確保できない事態が生じた場合には、ステークホルダーの信頼を一挙に失うこと

にもなりかねず、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(8) 株式価値の希釈化について

当社は平成22年５月14日開催の取締役会において、第三者割当増資を行うことを決議いたしました。当該第三

者割当増資による新株式の発行規模は、増資前の発行済株式総数の50.58％となり希釈化が生じることとなりま

す。当該第三者割当増資の目的は、平成21年６月24日に締結しました株式会社光通信及び光通信グループとの業

務提携をより一層強固なものにし、深化させるために資本提携にまで踏み込んだ関係強化が必要との判断から

実施するものであります。今後、更に業務提携を推し進めることにより、当社の中期的な営業力を強化させ、経営

成績の向上に資するものであると認識しております。また、当該第三者割当増資により調達する資金は、光通信

からの借入金返済に充当することにより財務体質の健全化、ひいては運転資金の安定に繋がり、さらに新商材開

発及びインフラ投資に充当することにより、経営成績の向上に繋がるものと考えており、ひいては企業価値及び

株主価値の向上に寄与するものと見込まれます。しかしながら、何らかの事象により当該業務提携を深化させる

ことができず、企業価値及び株主価値の向上に寄与することに繋がらなかった場合、株主価値の希釈化による株

主・投資家のリスクが生じる可能性があります。なお、本第三者割当増資は、希釈化率が25％以上となることか

ら、大阪証券取引所の定める「ＪＡＳＤＡＱ等における企業行動規範に関する規則の特例」第２条に定める独

立第三者からの意見入手または株主の意思確認手続きが必要となりますが、当社は平成22年６月24日開催予定

の当社第13回定時株主総会に普通決議事項として諮ることにより株主の意思確認を行います。
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５ 【経営上の重要な契約等】

（業務委託契約）

契約会社名 相手方の名称 国名 契約内容 契約期間

㈱テレウェイヴ
㈱テレウェイヴリンクス
（連結子会社）（注３）

ヤフー㈱ 日本

ヤフー㈱のYahoo!JAPAN
上の指定サービスに対す
る三社共同による営業・
販売・企画開発事業の業
務提携基本契約

平成19年６月13日から
３年間とする
（注１）

㈱テレウェイヴリンクス
（連結子会社）（注３）

ヤフー㈱ 日本
ヤフー㈱のショッピング
事業に関する営業等の業
務委託基本契約

平成21年８月６日から
平成22年８月５日まで
（注２）

 
（注）１. 契約期間満了の３ヶ月前までに、いずれの当事者からも契約終了の意思表示がない場合は、本契約は同

一条件で１年間自動更新されるものとし、以後も同様となっております。

２. 契約期間満了の１ヶ月前までに、いずれの当事者からも契約内容変更または契約終了の意思表示がない

場合は、本契約は更に１年更新されるものとし、以後も同様となっております。

３. 株式会社テレウェイヴリンクスは、平成21年４月１日付で、株式会社テレウェイヴを存続会社とする吸

収合併を行うとともに、株式会社テレウェイヴは株式会社ＳＢＲに商号変更をいたしました。

 

６ 【研究開発活動】

該当事項はありません。
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７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。
 
(1) 重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成さ

れております。この連結財務諸表の作成にあたり、会計上見積りが必要な費用につきましては、合理的な基準に

基づき見積りをしております。
 
(2) 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの分析

第12期連結会計年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

①　財政状態の分析

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末と比べて36.1％減少し、5,655百万円となりました。これは主に、金融支援

サービス事業における営業立替金2,346百万円が、固定資産に含まれる破産更正債権に振り替えられ、全額に

ついて貸倒引当金の計上を行ったこと、また売上高減少に伴う受取手形及び売掛金が602百万円減少したこと

によります。

固定資産は、前連結会計年度末と比べて32.1％減少し、6,624百万円となりました。これは主に、当連結会計

年度において経営方針である「選択と集中」の下、資産収益性の見直しを積極的に行った結果、のれんが

1,886百万円減少したこと、投資有価証券が1,700百万円減少したこと、またＩＴパッケージの商材開発のため

のソフトウェアに関して、その収益性評価を実施し、629百万円（減価償却含む）について減損もしくは除却

処理を実施したことによります。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末と比べて75.4％増加し、7,468百万円となりました。これは主に、短期借入金

が2,580百万円増加したこと、また本社及びグループ会社の移転を行ったことによる移転損失引当金が505百

万円増加したことによります。

　固定負債は、前連結会計年度末と比べて22.2％増加し、1,217百万円となりました。これは主に、借入金返済に

より長期借入金が427百万円減少しましたが、一方で預り保証金が587百万円増加したことによります。

（純資産）

純資産は、前連結会計年度末と比べて73.1％減少し、3,594百万円となりました。これは主に特別損失の発生

により利益剰余金が9,676百万円減少したことによります。
 
②　経営成績の分析

（売上高）

当連結会計年度における売上高は、前年同期比2.6％増加し、18,420百万円となりました。当社主力商品であ

るＩＴパッケージにおいて、第２四半期までは順調に推移したものの、昨秋以降の急激な景況感悪化の影響に

より受注数が一時停滞したことに加え、リース契約の承認率が低下したことで、計画を下回る結果となりまし

た。経営支援サービスにおいても、選択と集中を推進した結果、連結子会社の減少等により売上高が減少する

こととなりました。

（売上原価）

当連結会計年度における売上原価は、前年同期比19.4％増加し6,597百万円となりました。これは主に、開業

支援サービス強化を目的として株式会社フーディーズ及び株式会社テンポリノベーションを子会社化したこ

とにより、開業支援サービスに係る賃貸物件の調達によるものであります。

（販売費及び一般管理費）

当連結会計年度における販売費及び一般管理費は前年同期比3.4％減少し、12,719百万円となりました。こ

れは主に、グループ人員数が前連結会計年度末1,364名だったものが、当連結会計年度末1,074名まで組織規模

の最適化を図った結果、給与手当が減少したことによります。
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（特別損失）

当連結会計年度における特別損失は、主に小企業向け不動産担保融資の債権買取事業の融資残高に対し昨

今の経済状況を鑑み将来のデフォルトリスク等に備えるため及び金融支援サービス事業における不正行為が

発覚したことによる営業立替金の評価見直し等により計上した貸倒引当金4,653百万円、固定資産に関する減

損損失1,636百万円、ソフトウェアの収益性見直し等による固定資産除却損599百万円、本社並びに支店の移転

に伴う移転損失引当金繰入505百万円、投資有価証券評価損447百万円を計上しております。

（当期純損失）

繰延税金資産の回収可能性について慎重に検討した結果、その一部を取り崩すこととし法人税等調整額55

百万円を計上しております。その結果、当連結会計年度における当期純損失は9,547百万円（前連結会計年度

末の当期純損失6,437百万円）となりました。

 

③　キャッシュ・フローの分析

キャッシュ・フローの状況につきましては、「１業績等の概要 (2)キャッシュ・フロー」に記載しており

ます。

 

第13期第３四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日)

①　財政状態の分析
（資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて47.6％減少し、2,962百万円となりました。これは主に現金及び預金

が1,344百万円、連結子会社売却による売上高減少に伴い受取手形及び売掛金が593百万円減少したことによ

るものであります。

　固定資産は、前連結会計年度末に比べて63.7％減少し、2,403百万円となりました。これは主に、開業支援サー

ビスの縮小による賃貸用店舗資産1,128百万円及び貸与資産670百万円が減少し、不動産担保付債権の回収等

により破産更正債権等1,402百万円が減少し、本社移転等により敷金及び保証金が612百万円減少したことに

よるものであります。

　　（負債）

流動負債は、前連結会計年度末と比べて63.3％減少し、2,740百万円となりました。これは主に、借入金の返

済により短期借入金3,080百万円及び１年内返済予定の長期借入金123百万円、本社等の移転により移転損失

引当金が505百万円減少したことによるものであります。

　固定負債は、前連結会計年度末と比べて75.5％減少し、298百万円となりました。これは主に、開業支援サービ

スの縮小により、預り保証金等のその他固定負債が774百万円減少したことによるものであります。

（純資産）

純資産は、前連結会計年度末と比べて35.3％減少し、2,326百万円となりました。これは主に特別損失の発生

により利益剰余金が1,269百万円減少したことによります。

 

②　経営成績の分析

（売上高）

当第３四半期連結累計期間における売上高は、前年同四半期比48.2％減少し、7,569百万円となりました。グ

ループ再編の推進による連結子会社の売却に伴い、売却対象となった連結子会社分の売上が減少したこと、当

社の主力事業であるＩＴパッケージ事業において、景況感の悪化等に伴い受注が伸び悩んだこと、ＩＴパッ

ケージとの関連性の低い周辺事業の縮小を進めたことによるものであります。
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（売上原価）

当第３四半期連結累計期間における売上原価は、前年同四半期比55.3％減少し、2,340百万円となりました。

これは主に、グループ再編の推進による連結子会社の売却に伴い、売却対象となった連結子会社分の売上原価

が減少したことによるものであります。

（販売費及び一般管理費）

当第３四半期連結累計期間における販売費及び一般管理費は、前年同四半期比42.4％減少し、5,837百万円

となりました。これは主に、グループ再編に伴って売却された連結子会社分の経費の減少、組織規模の最適化

による人件費の減少、本社オフィスや支店の移転による地代家賃の減少、全社的なローコストオペレーション

の実施によるコスト抑制等によるものであります。

（特別損失）

当第３四半期連結累計期間における特別損失は、主に開業支援サービス事業等のＩＴパッケージとの関連

性の低い周辺事業の縮小を進めたこと、グループ再編の推進による連結子会社の売却等により、固定資産除却

損284百万円、事業清算損260百万円、関係会社株式売却損151百万円等を計上しております。

 

③　キャッシュ・フローの分析

キャッシュ・フローの状況につきましては、「１業績等の概要 (2)キャッシュ・フロー」に記載しており

ます。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

第12期連結会計年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

当連結会計年度において実施した当社グループのソリューション事業における設備投資額は830,173千円であ

ります。

当社の設備投資額は179,488千円であり、その主なものは、当社グループの基幹業務系システムの取得155,500千

円であります。

また連結子会社の主要な設備投資は、開業支援サービスに伴う設備投資384,253千円、ＩＴパッケージの商材向

上に係る関連ソフトウエアの取得165,364千円であります。

　なお、当連結会計年度におきまして、事業所の移転に伴う建物及び構築物の除却、将来において収益性の見込めな

いソフトウェアの除却等を行っております。これに伴い、当連結会計年度において、固定資産除却損599,121千円を

計上しております。

 

第13期第３四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日)

重要な設備の新設、除却等はありません。

 

 

２ 【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

(1) 提出会社

平成21年12月31日現在

事業所名
（所在地）

事業部門等の名称 設備の内容

帳簿価額（千円）
従業員数
（人）建物及び

構築物
工具、器具
及び備品

その他 合計

本社

（東京都港区）
ソリューション事業 業務施設 60,62298,159533,531692,312

491
[91]

開業支援店舗
（東京都）

ソリューション事業 賃貸用施設 46,9776,505 ― 53,482
―
[―]

大阪支店
（大阪府大阪市西区）

ソリューション事業 業務施設 8,94521,469 ― 30,415
84
[47]

名古屋支店
（愛知県名古屋市中
区）

ソリューション事業 業務施設 6,32811,271 ― 17,599
50
[ 5]

仙台支店
（宮城県仙台市宮城野
区）

ソリューション事業 業務施設 1,906 1,800 ― 3,706
17
[12]

福岡支店
（福岡県福岡市博多
区）

ソリューション事業 業務施設 5,697 7,143 ― 12,840
38
[11]

広島支店
（広島県広島市中区）

ソリューション事業 業務施設 2,680 2,674 ― 5,355
15
[―]

(注) １．帳簿価額のうち「その他」は、施設利用権及びソフトウエアであります。

２．金額には消費税等を含めておりません。

３．従業員数の[ ]は臨時従業員(アルバイトで、派遣社員を除く。）数を表し、第13期第３四半期連結会計期間の平均人

員（１日８時間換算)を外数で記載しております。
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(2) 国内子会社
平成21年12月31日現在

会社名
事業所名
（所在地）

事業部門等の
名称

設備の
内容

帳簿価額（千円）
従業員数
（人）建物及び

構築物
車両
運搬具

工具、器具
及び備品

その他 合計

エンパワーヘル
スケア㈱

本社
（東京都新宿区）

ソリューショ
ン事業

業務施設 ― ― 2,94655,32958,275
92
[ 7]

賃貸施設(東京都)
ソリューショ
ン事業

賃貸用施設 875 ― ― ― 875
―
[―]

㈱ドリームエナ
ジーコンサル
ティング

本社
（東京都港区）

ソリューショ
ン事業

業務施設 ― 603 123 82 809
―
[―]

(注) １．帳簿価額のうち「その他」は、建設仮勘定、施設利用権及びソフトウエアであります。
２．金額には消費税等を含めておりません。
３．従業員数の［　］は、臨時従業員（アルバイトで、派遣社員を除く。）数を表し、第13期第３四半期連結会計期間の平
均人員（１日８時間換算）を外数で記載しております。
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３ 【設備の新設、除却等の計画】

　当社グループの設備投資計画は、ソリューション事業をより拡大することを前提として、投資効率の優れたものを

優先して選別し策定するとともに、社内業務の効率化、システムの安定化を図るための投資も積極的に取り組んでお

ります。子会社の計画については各社で先ず策定した後、提出会社を中心にグループの観点から調整しております。

　なお、本有価証券届出書提出日の最近日(平成22年3月31日)現在において、重要な設備の新設の計画は次のとおりで

あります。

 

(1) 重要な設備の新設等

 

会社名
事業所名
(所在地)

事業の種類
別セグメン
トの名称

設備の内容

投資予定額

資金調達方法 着手年月
完了予定
年月

完成後の
増加能力総額

(百万円)
既支払額
(百万円)

提出
会社

本社
（東京都
港区）

ソリュー
ション事
業

商材の開
発

250 －
第三者割当増資
及び自己資金

平成22年
４月

平成23年
３月

(注２)

提出
会社

本社
（東京都
港区）

ソリュー
ション事
業

社内シス
テム開発

150 －
第三者割当増資
及び自己資金

平成22年
４月

平成23年
３月

(注２)

(注) １．金額には消費税等を含めておりません。

２．設備完成後、当社及び当社子会社に与える影響を正確に推測することが困難なため記載しておりません。

 

(2) 重要な設備の除却等

本有価証券届出書提出日の最近日(平成22年3月31日)現在において、経常的な設備の更新のための除却等を除

き、重要な設備の除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 1,752,000

計 1,752,000

 

② 【発行済株式】

 

種類 発行数(株)
上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式 516,154
大阪証券取引所
（JASDAQ市場）

完全議決権株式であり、権利内容に何
ら限定のない当社における標準となる
株式であります。
なお、単元株式数の定めはありません。

計 516,154 ― ―
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(2) 【新株予約権等の状況】

旧商法第280条の20及び第280条の21の規定ならびに会社法第361条第１項第３号の規定及び会社法第236条、

第238条、第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 

平成15年６月27日　定時株主総会決議

 

 
最近事業年度末現在
(平成21年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成22年４月30日)

新株予約権の数（個）（注１） 78 ―

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 ―

新株予約権の目的となる株式の数（株）
（注１、２）

936 ―

新株予約権の行使時の払込金額（円）
（注２）

１株当たり　　31,105 ―

新株予約権の行使期間
平成17年７月１日から
平成21年６月30日まで

―

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額（円）（注２）

発行価格　　　31,105
資本組入額　　15,553

―

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた

時から権利行使時に至るま

での間、継続して当社また

は当社連結子会社の取締

役、監査役または従業員の

いずれかに在任または在職

することを要する。ただし、

任期満了による退任、定年

退職、その他取締役会が正

当な理由があると認めた場

合はこの限りではない。

―

②新株予約権の割当を受けた

者が権利行使期間中に死亡

した場合、相続人がその権

利を承継するものとする。

 

③その他の条件は、取締役会

決議により決定する。

 

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには、

当社取締役会の承認を要す

る。

―

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―

(注) １．「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失した者に割当ら

れた「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」を減じております。

２．平成15年11月20日付で株式１株を1.5株、平成17年５月20日付で株式１株を４株、平成18年３月１日付で株式１株を

２株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の

払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されてお

ります。
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平成16年６月29日　定時株主総会決議

 

 
最近事業年度末現在
(平成21年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成22年４月30日)

新株予約権の数（個）（注１） 375 174

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）
（注１、２）

3,000 1,392

新株予約権の行使時の払込金額（円）
（注２）

１株当たり 　151,607 １株当たり 　151,607

新株予約権の行使期間
平成18年７月１日から
平成22年６月30日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額（円）（注２）

発行価格　 　151,607
資本組入額 　 75,804

発行価格　 　151,607
資本組入額 　 75,804

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた

時から権利行使時に至るま

での間、継続して当社また

は当社連結子会社の取締

役、監査役または従業員の

いずれかに在任または在職

することを要する。ただし、

任期満了による退任、定年

退職、その他取締役会が正

当な理由があると認めた場

合はこの限りではない。

①　　　　 同左

②新株予約権の割当を受けた

者が権利行使期間中に死亡

した場合、相続人がその権

利を承継するものとする。

②　　　　 同左

③その他の条件は、取締役会

決議により決定する。

③　　　　 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには、

当社取締役会の承認を要す

る。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―

(注) １．「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失した者に割当ら

れた「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」を減じております。

２．平成17年５月20日付で１株を４株、平成18年３月１日付で１株を２株とする株式分割を行っております。これにより

「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を

発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
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平成17年６月29日　定時株主総会決議（平成17年７月26日　取締役会決議）

 

 
最近事業年度末現在
(平成21年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成22年４月30日)

新株予約権の数（個）（注１） 3,227 1,290

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）
（注１、２）

6,454 2,580

新株予約権の行使時の払込金額（円）
（注２）

１株当たり 　285,705 １株当たり　 285,705

新株予約権の行使期間
平成19年７月１日から
平成23年６月30日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額（円）（注２）

発行価格　　 285,705
資本組入額 　142,853

発行価格　　 285,705
資本組入額 　142,853

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた

時から権利行使時に至るま

での間、継続して当社また

は当社連結子会社の取締

役、監査役または従業員の

いずれかに在任または在職

することを要する。ただし、

任期満了による退任、定年

退職、その他取締役会が正

当な理由があると認めた場

合はこの限りではない。

①　　　　 同左

②新株予約権の割当を受けた

者が権利行使期間中に死亡

した場合、相続人がその権

利を承継するものとする。

②　　　　 同左

③その他の条件は、取締役会

決議により決定する。

③　　　　 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには、

当社取締役会の承認を要す

る。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―

(注) １．「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失した者に割当ら

れた「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」を減じております。

２．平成18年３月１日付で１株を２株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の

数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及

び資本組入額」が調整されております。
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平成17年６月29日　定時株主総会決議（平成18年１月27日　取締役会決議）

 

 
最近事業年度末現在
(平成21年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成22年４月30日)

新株予約権の数（個）（注１） 861 661

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）
（注１、２）

1,722 1,322

新株予約権の行使時の払込金額（円）
（注２）

１株当たり 　497,286 １株当たり 　497,286

新株予約権の行使期間
平成19年７月１日から
平成23年６月30日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額（円）（注２）

発行価格　　 497,286
資本組入額　 248,643

発行価格　　 497,286
資本組入額　 248,643

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた

時から権利行使時に至るま

での間、継続して当社また

は当社連結子会社の取締

役、監査役または従業員の

いずれかに在任または在職

することを要する。ただし、

任期満了による退任、定年

退職、その他取締役会が正

当な理由があると認めた場

合はこの限りではない。

①　　　　 同左

②新株予約権の割当を受けた

者が権利行使期間中に死亡

した場合、相続人がその権

利を承継するものとする。

②　　　　 同左

③その他の条件は、取締役会

決議により決定する。

③　　　　 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには、

当社取締役会の承認を要す

る。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―

(注) １．「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失した者に割当ら

れた「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」を減じております。

２．平成18年３月１日付で１株を２株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の

数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及

び資本組入額」が調整されております。
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平成18年６月29日　定時株主総会決議（平成19年８月24日　取締役会決議）

 

 
最近事業年度末現在
(平成21年３月31日)

提出日の前月末現在
(平成22年４月30日)

新株予約権の数（個）（注１） 1,000 1,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株）
（注１）

1,000 1,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり 　46,100 １株当たり 　46,100

新株予約権の行使期間
平成21年10月１日から
平成24年６月30日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　 46,100
資本組入額　 23,050

発行価格　　 46,100
資本組入額　 23,050

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた

時から権利行使時に至るま

での間、継続して当社また

は当社連結子会社の取締

役、監査役または従業員の

いずれかに在任または在職

することを要する。ただし、

任期満了による退任、定年

退職、その他取締役会が正

当な理由があると認めた場

合はこの限りではない。

①　　　　 同左

②新株予約権の割当を受けた

者が権利行使期間中に死亡

した場合、相続人がその権

利を承継するものとする。

②　　　　 同左

③その他の条件は、取締役会

決議により決定する。

③　　　　 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには、

当社取締役会の承認を要す

る。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―

(注) １．「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失した者に割当ら

れた「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」を減じております。
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(3) 【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額

（千円）

資本金残高

（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高
（千円）

平成16年9月13日
（注）２

4,000 58,778.51,712,8802,259,9911,712,8802,357,081

平成16年４月～
平成17年３月
（注）１

440 59,218.5 3,9602,263,9513,9602,361,041

平成17年５月20日
（注）３

177,768236,986.5 ― 2,263,951 ― 2,361,041

平成18年３月１日
（注）４

238,950475,936.5 ― 2,263,951 ― 2,361,041

平成17年４月～
平成18年３月
（注）１

1,987.5477,924 51,0962,315,04751,0962,412,137

平成18年５月15日
（注）５

31,000 508,9244,634,5006,949,5474,634,5007,046,637

平成18年６月13日
（注）６

4,650 513,574695,1757,644,722695,1757,741,812

平成18年４月～
平成19年３月
（注）１

2,076 515,650 96,0347,740,75796,0337,837,845

平成19年８月21日
（注）７

― 515,650 ― 7,740,757△5,700,0002,137,845

平成19年４月～
平成20年３月
（注）１

456 516,106 3,2837,744,0403,2822,141,128

平成20年４月～
平成22年４月30日
（注）1

48 516,154 54 7,744,094 54 2,141,182

(注) １．新株予約権の行使による増加を各事業年度ごとの合計で記載しております。

２．有償一般募集

　（ブックビルディング方式による募集）

　　　発行価格　　　　　907,920円

　　　発行価額　　　　　856,440円

　　　資本組入額　　　　428,220円

　　　払込金総額　　3,425,760千円

３．株式１株を４株に株式分割

４．株式１株を２株に株式分割

５．有償一般募集

　　　発行価格　　　　　315,250円

　　　発行価額　　　　　299,000円

　　　資本組入額　　　　149,500円

　　　払込金総額　　9,269,000千円

６．オーバーアロットメントによる売出に伴う第三者割当

　　　発行価格　　　　　299,000円

　　　資本組入額　　　　149,500円

　　　払込金総額　　1,390,350千円

　　　割当先　　　メリルリンチ日本証券株式会社

７．平成19年６月28日開催の定時株主総会における資本準備金減少決議に基づくその他資本剰余金への振替でありま

す。
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(5) 【所有者別状況】

平成22年３月31日現在

区分

株式の状況

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他
の法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数
(人)

― ３ 12 96 17 12 10,75610,896 ―

所有株式数
(株)

― 18,5533,754116,1421,683 220375,802516,154 ―

所有株式数
の割合(％)

― 3.59 0.73 22.50 0.33 0.04 72.81100.00 ―

(注) １．「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の失念株式が24株含まれております。

２．自己株式748株は、「個人その他」に含まれております。

 

(6) 【大株主の状況】

平成22年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式総数に
対する

所有株式数の割合
(％)

村山　拓蔵 東京都港区 85,037 16.48

 
ヤフー株式会社
 

東京都港区赤坂９－７－１ 76,147 14.75

 
株式会社光通信
 

東京都豊島区南池袋１－16－15 27,305 5.29

青山 圭秀 東京都目黒区  20,965 4.06

 
日本証券金融株式会社

 
東京都中央区日本橋茅場町１－２－10

17,990 3.49

 
齋藤　真織

 
東京都大田区

8,988 1.74

 
株式会社サイネックス

 
大阪市中央区瓦屋町３－６－13

5,000 0.97

 
石川　美憂樹

 
川越市

4,040 0.78

衣川　晃弘 糟屋郡志免町 3,652 0.71

若山　健彦 鎌倉市 3,600 0.70

計 ― 252,724 48.96
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成22年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）
 (自己保有株式)
普通株式　　　748

―
当社は、単元株制度を採用して
いないため、単元株式数はあり
ません。

完全議決権株式（その他） 普通株式  515,406 515,406 同上

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 516,154 ― ―

総株主の議決権 ― 515,406 ―

(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の失念株式が24株(議決権24個)含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成22年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社ＳＢＲ
東京都港区芝公園
２－４－１

748 ― 748 0.14

計 ― 748 ― 748 0.14
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(8) 【ストックオプション制度の内容】

当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定

に基づき新株予約権を発行する方法、並びに会社法361条第１項第３号及び会社法第236条、第238条、第239条の

規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。

 

（平成15年６月27日第６回定時株主総会決議）

旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき、当社及び連結子会社の取締役及び従業員に対し

特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成15年６月27日開催の第６回定時株主総会において決

議されたものであります。

 

決議年月日 平成15年６月27日

付与対象者の区分及び人数 当社及び当社連結子会社の取締役及び従業員合計63名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上

 

（平成16年６月29日第７回定時株主総会決議）

旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき、当社及び連結子会社の取締役及び従業員に対し

特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成16年６月29日開催の第７回定時株主総会において決

議されたものであります。

 

決議年月日 平成16年６月29日

付与対象者の区分及び人数 当社及び連結子会社の取締役及び従業員合計168名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上

 

EDINET提出書類

株式会社ＳＢＲ(E02954)

有価証券届出書（通常方式）

 58/237



（平成17年６月29日第８回定時株主総会決議）

旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき、当社及び連結子会社の取締役、監査役及び従業員

に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成17年６月29日開催の第８回定時株主総会にお

いて決議されたものであります。

 

決議年月日 平成17年６月29日

付与対象者の区分及び人数
当社の取締役、監査役及び従業員ならびに連結子会社の取締役及び従業
員合計315名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上

 

（平成18年６月29日第９回定時株主総会決議）

会社法第361条第１項第３号の規定に基づき、当社の取締役に対して報酬として新株予約権を発行することを

平成18年６月29日開催の第９回定時株主総会で決議されたものであります。

 

決議年月日 平成18年６月29日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役１名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上
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２ 【自己株式の取得等の状況】
 

【株式の種類等】 会社法第155条第７号に該当する
普通株式の取得

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

最近事業年度 最近期間

株式数(株)
処分価額の総額

(円)
株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 ― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行っ
た取得自己株式

― ― ― ―

その他
（―）

― ― ― ―

     

保有自己株式数 748 ― 748 ―
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３ 【配当政策】

当社の利益配分の基本方針は、財務体質強化のための内部留保に重点を置くとともに、安定的な配当を行うこと

であります。

 当社の配当原資は、当社グループ各社に対する経営指導料、業務委託料および受取配当金となります。したがっ

て、当社から株主に対する利益還元は当該配当原資が確保された後に行うこととなります。当社は中間配当を行う

ことができる旨を定款で定めておりますが、期末配当による年１回の剰余金の配当を行うことを基本としており

ます。これらの剰余金の配当の決定機関は取締役会であります。なお、第12期につきましては、業績低迷により当該

配当減資の確保が困難であったことから、無配とさせていただくことを決定いたしました。

 

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

 

回次 第８期 第９期 第10期 第11期 第12期

決算年月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月

最高（円）
1,470,000
※1,440,000
□　380,000

1,180,000
□　418,000

411,000 127,000 38,400

最低（円）
880,000

※　665,000
□　340,000

326,000
□　312,000

26,680 20,000 6,360

(注) １．最高・最低株価は、平成16年12月13日よりジャスダック証券取引所におけるものであり、それ以前は日本証券業協会

の公表のものであります。なお、第８期の事業年度別最高・最低株価のうち、※は日本証券業協会の公表のものであ

ります。また、ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、平成22年４月１日付で大阪証券取引所

（JASDAQ市場）に上場となっております。

２．□印は、株式分割による権利落後の最高・最低株価を示しております。

 

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

 

月別 平成21年11月 12月 平成22年１月 ２月 ３月 ４月

最高（円） 4,000 3,340 2,990 2,440 2,960 3,495

最低（円） 2,650 2,510 2,200 1,760 1,780 2,580

（注）株価は平成22年４月１日より大阪証券取引所（JASDAQ市場）におけるものであり、それ以前はジャスダック

証券取引所におけるものであります。
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５ 【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(株)

代表取締役  髙　梨　宏　史 昭和37年５月23日生

昭和61年４月株式会社オートラマ（現：フォード

ジャパンリミテッド）入社

(注)３ 100

平成８年11月株式会社ITC（現：株式会社エービー

シー・マート）入社

平成９年８月 株式会社ユナイテッドアローズ　入社

平成13年６月同社　取締役

平成18年８月株式会社バイテック・グローバル・

ジャパン　入社

平成19年２月同社　取締役（現任）

平成19年12月株式会社テレウェイヴ（現：株式会社

ＳＢＲ）入社　

同社　経営企画室長

平成20年４月エンパワーヘルスケア株式会社

取締役

アイ・モバイルシステムズ株式会社

（現：株式会社ＳＢＲ）取締役

平成20年６月株式会社テレウェイヴ（現：株式会社

ＳＢＲ）取締役

株式会社テレウェイヴリンクス

（現：株式会社ＳＢＲ）取締役

株式会社築地魚河岸やっちゃば倶楽部

取締役

ロイヤルハウス株式会社　取締役

平成21年１月株式会社テレウェイヴ（現：株式会社

ＳＢＲ）常務取締役

平成21年７月当社　代表取締役社長（現任）

エンパワーヘルスケア株式会社

代表取締役社長（現任）

ロイヤルハウス株式会社　代表取締役

会長

取締役  浅　野　義　文 昭和52年４月25日生

平成10年４月株式会社インターコスモス　入社

(注)３ 66

平成11年１月世界文化社販売株式会社　入社

平成13年８月株式会社テレウェイヴリンクス

(現：株式会社ＳＢＲ）　入社

平成18年11月同社　製造事業部長

平成19年４月同社　新規事業部長

平成19年６月同社　執行役員　

平成20年６月当社　取締役（現任）

株式会社テレウェイヴリンクス（現：

株式会社ＳＢＲ）取締役

平成21年３月

 

 

平成21年４月

平成21年11月

ロイヤルハウス株式会社　取締役

エンパワーヘルスケア株式会社　取締役

当社　ＩＴパッケージ事業部長

当社　社長室長

取締役  大　谷　淳　志 昭和48年11月21日生

平成８年４月 株式会社光通信 入社

(注)３ ―

平成12年８月同社事業開発本部M&A支援チーム課長

平成13年９月同社移動体事業本部営業推進部統轄部

長

平成18年４月同社販社事業本部販社推進事業部次長

平成20年12月同社パートナー戦略室統轄部長（現任)

平成21年７月株式会社ＳＢＲ　取締役（現任）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有株式数
(株)

監査役

（常勤）
 藤　巻　隆　志 昭和36年１月19日生

昭和60年８月新日本工販株式会社（現：株式会社

フォーバル）入社

(注)４ 14

平成１年８月 株式会社シグマ（現：アドアーズ株

式会社）入社

平成14年４月株式会社中央審査事務所　入社

平成17年８月株式会社テレウェイヴ（現：株式会

社ＳＢＲ）入社

同社　内部監査室長

平成20年４月エンパワーヘルスケア株式会社

監査役（現任）

アイ・モバイルシステムズ株式会社

（現：株式会社ＳＢＲ）監査役

平成20年６月当社　監査役（現任）

株式会社テレウェイヴリンクス

（現：株式会社ＳＢＲ）監査役

ロイヤルハウス株式会社　監査役

監査役  村　重　嘉　文 昭和19年４月27日生

昭和43年４月株式会社埼玉銀行（現：株式会社

りそな銀行）入行

(注)４ ―

平成８年６月 株式会社あさひ銀行（現：株式会社

りそな銀行）取締役

平成15年４月株式会社りそな総合研究所

代表取締役副社長

平成15年10月財団法人埼玉りそな産業協力財団　副

理事長

平成16年６月トーヨーカネツ株式会社

社外監査役

平成18年６月当社　監査役（現任）

監査役  相　川　光　生 昭和29年９月３日生

昭和53年４月株式会社大和銀行（現：株式会社り

そな銀行）入行

(注)４ ―

昭和57年４月監査法人西方会計士事務所（現：監

査法人トーマツ）入社

昭和60年10月エムエーピー総合会計事務所開設

平成２年１月 株式会社エムエー・プロデュース設

立

同社　代表取締役（現任）

平成16年４月税理士法人エムエー・パートナーズ

設立(エムエーピー総合会計事務所を

改組）代表社員（現任）

平成17年４月株式会社日本アプライドリサーチ研

究所　代表取締役CFO（現任）

平成19年５月監査法人エムエー・パートナーズ　設

立　代表社員

平成20年６月当社　監査役（現任）

計 180

(注) １．取締役　大谷淳志氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２．監査役　村重嘉文氏および相川光生氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

３．取締役の任期は平成21年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成22年３月期に係る定時株主総会終結の時まで
であります。

４．監査役の任期は、平成20年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成24年３月期に係る定時株主総会終結の時ま
でであります。

５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠監査役１名を
選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(株)

松　井　章 昭和49年６月22日生
平成18年10月弁護士登録

南法律事務所入所（現任）
(注) ―

(注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、株主、顧客をはじめとする全てのステークホルダー（利害関係者）の権利・利益を重視し、その期待に応えていくた

めには、企業価値の最大化に努めることが重要であると捉えております。そのためには、統制のとれた企業統括（コーポレート

・ガバナンス）により、健全かつ適切な業務運営を実現していく必要性があると考えております。このような目的を実現して

いくために、法令遵守のみならず、社内規程・マニュアルといった社内ルール、企業倫理（モラル）、社会貢献といった範囲ま

で含めたコンプライアンスの徹底を図ると共に、積極的な情報開示を通じて、経営の健全性・透明性を高めることで、コーポ

レート・ガバナンスの充実を図っております。

当社の取締役会は、迅速な経営判断を行うことが出来るよう、少人数で構成されているとともに、社外取締役も選任されてい

るため、より公正な判断が行われる体制になっていると考えております。

当社の監査役会は経営全般及び個別案件に関して公正不偏の立場で意見陳述を行うとともに、内部統制システムの整備状況

を含め、取締役の職務の執行を監査しております。

また、当社は、当社グループ各社を対象として「企業行動憲章」を定め、当社グループ全体の企業価値向上に努め

ております。

 

① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

(ⅰ)会社の機関の内容

　　　　取締役会は、取締役３名（うち社外取締役１名）で構成され、監査役３名（うち社外監査役２名）が参加し、毎月１回、定時

取締役会、必要に応じ、適宜、臨時取締役会を開催しております。同会では、重要事項の付議・決議、業績の状況および業務

執行の状況の報告がなされ、代表取締役社長及び取締役の業務執行に関して監査・監督がなされております。

　　 　経営会議は、代表取締役社長、常勤取締役、執行役員によって構成され、原則として、毎週１回開催を行っており

ます。各事業部門における経営計画の遂行時の課題・リスクの掌握を図り、取締役会上程する議案を審議し、ま

た一定の決裁権限の基準に従って、決議機関としての役割を担い、業務執行の迅速化を図っております。また、

同会議において、毎月1回、月次の業績状況、予算実績等の報告を行い、必要に応じ、経営に関する情報を共有し

ております。なお、常勤監査役はオブザーバーとして経営会議に出席しております。
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コーポレート・ガバナンス体制の模式図は、次のとおりです。
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(ⅱ)内部統制システムの整備の状況

当社は、内部統制システム構築の基本方針に関し、取締役会において、下記のとおり決議いたしております。

 

１　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

企業行動憲章のほか、役員服務規程を定めることとし、必要に応じ外部の専門家を起用し、法令定款違反行

為を未然に防止する。取締役が他の取締役の法令定款違反行為を発見した場合は直ちに監査役及び取締役会

並びに内部監査室長に報告するなどガバナンス体制を強化する。

 

２　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程に基づきその保存媒体に応じて適切かつ確実に検

索性の高い状態で保存・管理することとし、必要に応じて１０年間は閲覧可能な状態を維持することとする。

 

 

３　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスク管理体制の基礎として、リスク管理規程を定め個々のリスクについての管理責任者を決定し、これを

前提としてリスク管理体制を構築する。不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を設置

し、情報連絡チーム及び顧問弁護士等を含む外部アドバイザリーチームを組織し迅速な対応を行い、損害の拡

大を防止しこれを最小限に止める体制を整える。

 

４　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（１）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月１回定

時に開催するほか、必要に応じて適宜、臨時取締役会を開催する。また、取締役会の下に本社の社長(代表取

締役)及び常勤取締役で構成する経営会議を設置し、取締役会に付議する重要事項について十分審議し、取

締役会に付議することとする。なお、常勤監査役はオブザーバーとして経営会議に出席するものとする。

（２）取締役会の決定に基づくそれぞれの業務執行における責任者及びその責任、執行手続の詳細は、組織規

程、業務分掌規程等の定めるところによる。

 

５　使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（１）コンプライアンス体制の基礎として社長直轄の内部監査室を置き、内部監査室を中心とするコンプライ

アンス体制の整備及び維持を図ることとする。必要に応じて各担当部署にて、規則・ガイドラインの策定、

研修の実施を行うこととする。

（２）取締役は、当社における重大な法令違反その他のコンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合

には直ちに監査役に報告するものとし、遅滞なく経営会議において報告するものとする。
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（３）法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、社外の弁護士、第三者

機関等を直接の情報受領者とする社内通報システムを整備することとする。同システムの運用については、

社内通報規程を定めることとし、同規程の定めるところによるものとする。

（４）監査役は、当社の法令遵守体制及び社内通報システムの運用に問題があると認めるときは、意見を述べる

とともに、改善策の策定を求めることができるものとする。

 

６　株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

（１）グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ企業すべてに適用する企業行動憲章を定め

ることとし、これを基礎として、グループ各社で諸規程を定めることとする。

経営管理については、グループ会社管理規程に従い、当社への決裁・報告制度によるグループ会社経営の管

理を行うものとし、必要に応じてモニタリングを行うものとする。

取締役は、グループ会社において法令違反その他のコンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合

には、監査役に報告するものとする。

 

（２）グループ会社は、当社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反し、その他コンプライアンス上問題が

あると認めた場合には、内部監査室に報告するものとする。内部監査室は、直ちに監査役に報告を行うとと

もに、意見を述べることができるものとする。監査役は、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めるこ

とができるものとする。

 

７　監査役の職務の執行を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合には取締役は監査役と協議の上、監査役を補

助すべき使用人を置くものとする。また、監査役補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定は取締役からの

独立性の確保に留意し、監査役会の同意を得たうえで決定するものとする。

 

８　取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の

監査が実効的に行われることを確保するための体制

（１）取締役及び使用人が監査役に報告すべき事項及び時期についての規程を定めることとし、当該規程に基

づき、取締役及び使用人は当社の業務または業績に影響を与える重要な事実について監査役に都度報告す

るものとする。前記に拘わらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求める

ことができるものとする。

（２）社内通報規程を定めることとし、その適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコンプライア

ンス上の問題について監査役への適切な報告体制を確保するものとする。
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９　反社会的勢力の排除に向けた体制

当社は、反社会的勢力との関係を一切遮断することを目的とし、反社会的勢力への対応を所管する部署を

定めるとともに、反社会的勢力排除のための社内体制の整備強化を推進し、反社会的勢力には警察等関連機

関とも連携し毅然と対応していく。

 

10　財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、金融商品取引法の定めに従い、健全な内部統制環境の保持に努める。また、有効かつ正当な評価が

できるよう内部統制システムを構築し、適正な運用に努めることにより、財務報告の信頼性と適正性を確保

する。

 

(ⅲ)内部監査および監査役監査の状況

内部監査室は、代表取締役の直轄部門として、内部監査室長が専属で担当しております。コンプライアンス体制の整備

及び維持を図ることを目的とし、事業年度毎に内部監査計画を定め、全部署（子会社を含めます）を対象とした監査を年

１回実施しております。代表取締役社長、常勤監査役、被監査部門長、内部監査室長を構成員とする内部監査報告会を開催

し、内部監査の結果報告、被監査部門の改善計画の承認・訂正がなされ、適宜、改善計画の進捗状況を管理しております。

また内部監査室は、毎月の監査役会への内部監査の活動報告を行い、連携の強化を図っております。

監査役会は、監査役３名（うち社外監査役２名）によって構成され、毎月１回開催しております。同会は、監査方針、監

査計画、監査の方法等を協議・決定し、業務執行に関して監査・監督を行っております。監査役は、定時、臨時取締役会に

参加し、業務執行状況および業績の状況、意思決定の状況を把握され、必要に応じて意見・提言がなされております。また

常勤監査役が経営会議等の重要な会議に出席し、適宜、取締役、執行役員、事業部長等の職務の執行状況を監査役会に報告

しております。

監査役は、取締役の業務執行に対して、厳正な監査・監督するとともに、内部統制強化に資する助言・提言をしておりま

す。

代表取締役社長、監査役及び内部監査室の３者間での積極的な情報交換・意見交換を行うことにより、監査の質の向上

と効率化に努めております。そのために監査役は内部監査室から内部監査計画及び月次にて内部監査結果報告を受けて

おります。また、常勤監査役は内部監査実施後の被監査部門長と内部監査室との意見交換会や代表取締役社長も出席して

いる被監査部門との内部監査報告会に参加すると共に、内部監査室と内部監査手続に関する意見交換を実施することで、

監査役と内部監査部門との連携を図っております。

 
(ⅳ)会計監査の状況

会計監査に関しましては、清和監査法人と監査契約を締結しており、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を実

施しております。会計監査人は、監査役・監査役会と連携した会計監査による監査の適正性の検証し、財務の信頼性と透明

性の向上につなげております。

(注）当社は、平成21年５月11日付で会計監査人でありました東陽監査法人と監査契約の解除に合意したため、平成21年５

月27日開催の監査役会において一時会計監査人として清和監査法人を選任しております。また、平成21年７月30日開

催の第12回定時株主総会において、清和監査法人が会計監査人に選任され、就任しております。
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 なお、業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は次のとおりであります。

　　　ア．業務を執行した公認会計士の所属する監査法人名、氏名

　　　　　清和監査法人 指定社員 業務執行社員 川田増三氏、大塚貴史氏

　　　イ．会計監査業務に係る補助者の構成

　　　　　清和監査法人 公認会計士16名、その他16名

清和監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありませ

ん。

(ⅴ)社外取締役および社外監査役との関係

社外取締役である大谷淳志氏は、株式会社光通信のパートナー戦略室統轄部長であり、当社は同社との間で
業務提携契約を締結しております。その他、社外取締役および社外監査役と当社との間には、特別の利害関係
はございません。

 

② リスク管理体制の整備の状況

当社は、当社グループのリスクマネジメントの基本的な考え方、活動の枠組みおよびマネジメント体制を明確にし、会社全

体および個々の組織がリスクへ適正な対応を行い、当社グループの事業活動および組織運営の発展と安定化を図ることを

目的とした「リスク管理規程」を制定しております。

当社グループのリスクマネジメント推進体制として、当社およびグループ会社にリスクマネジメント会議を設置しており、

リスクの分析および評価、リスクの対応方針の策定、リスクマネジメント体制の定期的な監視等これらに関連する業務を推

進しております。

 

③ 役員報酬

当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。

役員報酬：

社内取締役に支払った報酬 60,911千円

社外取締役に支払った報酬 780千円

社内監査役に支払った報酬 8,267千円

社外監査役に支払った報酬 7,183千円

計 77,141千円

 

④ 責任限定契約について

当社は、会社法427条第１項の規定に基づき、社外取締役および社外監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠

償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、３百万円と会社法第425条第１項各号の額の合計額

とのいずれか高い額を限度とする契約を締結しております。

 

⑤ 取締役の定数について

当社の取締役は、７名以内とする旨を定款で定めております。

 

⑥ 取締役の選任の決議要件について

当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議

決権の過半数をもって行う旨、また累積投票によらない旨を定款で定めております。
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⑦ 自己株式の取得の決定機関について

当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能と

するため、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができ

る旨を定款で定めております。

 

⑧ 剰余金の配当等の決定機関について

当社は、機動的に資本政策および配当政策を実施することを目的として、剰余金の配当等会社法第459条第１項に定める事

項については、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることとする旨を定款で定めております。

 

⑨ 取締役および監査役の責任免除の決定機関について

当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第１項の規定により、任

務を怠ったことによる取締役および監査役（取締役および監査役であったものを含む。）の損害賠償責任を、法令の限度内

おいて、取締役会決議によって免除することができる旨定款に定めております。

 

⑩ 株主総会の特別決議要件について

当社は、株主総会の円滑な運営を行なうことを目的として、会社法第309条第２項に定める特別 決議について、議決権を行

使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席 し、その議決権の３分の２以上をもって行なう旨定

款に定めております。

 

 (2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

 

区分

最近連結会計年度の前連結会計年度 最近連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社 ― ― 104,800 ―

連結子会社 ― ― ― ―

計 ― ― 104,800 ―

(注)提出会社の監査証明業務に基づく報酬内訳は、東陽監査法人に対して50,000千円、清和監査法人に対して

54,800千円であります。
 

② 【その他重要な報酬の内容】

該当事項ありません。

 

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項ありません。

 

④ 【監査報酬の決定方針】

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、提出会社の規模・業務の特

性等の要素を勘案して決定しております。
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第５ 【経理の状況】

１．連結財務諸表及び四半期連結財務諸表並びに財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28

号。以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、第11期連結会計年度(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで)は、改正前の連結財務諸表規則に基

づき、第12期連結会計年度(平成20年４月１日から平成21年３月31日まで)は、改正後の連結財務諸表規則に基づ

いて作成しております。

 

(2) 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内

閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

 

(3) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、第11期事業年度(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づき、第

12期事業年度(平成20年４月１日から平成21年３月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成して

おります。

 

２．監査証明について

(1) 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第11期連結会計年度(平成19年４月１日から平成

20年３月31日まで)及び第11期事業年度(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで)の連結財務諸表及び財

務諸表については、新日本監査法人により監査を受け、第12期連結会計年度(平成20年４月１日から平成21年３

月31日まで)及び第12期事業年度(平成20年４月１日から平成21年３月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表

については、清和監査法人により監査を受けております。

　なお、平成20年６月27日付で東陽監査法人と監査契約を締結しておりますが、平成21年５月11日付で合意解除

しております。

　また、新日本監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年７月１日をもって新日本有限責任監査法人と

なりました。

 

当社の監査公認会計士等は次のとおり異動しております。

　第11期連結会計年度の連結財務諸表及び第11期事業年度の財務諸表　新日本監査法人

　第12期連結会計年度の連結財務諸表及び第12期事業年度の財務諸表　清和監査法人

　なお、金融商品取引法第24条の２第１項の規定に基づき、有価証券報告書の訂正報告書を提出しており、第11期の

連結財務諸表及び財務諸表を訂正しておりますが、訂正後の連結財務諸表及び財務諸表については、清和監査法人

の監査を受けております。
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　第12期の異動について臨時報告書を提出しております。臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。

①　異動に係る監査公認会計士等の氏名または名称

清和監査法人

②　異動の年月日

平成21年５月27日

 

(2) 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第13期第３四半期連結会計期間（平成21年10月

１日から平成21年12月31日まで）及び第13期第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31

日まで）に係る四半期連結財務諸表について、清和監査法人による四半期レビューを受けております。

 

なお、第11期連結会計年度及び第12期連結会計年度、並びに第11期事業年度及び第12期事業年度の監査報告書に

ついては、平成21年７月31日に提出した有価証券報告書（第12期連結会計年度及び第12期事業年度については、平

成21年８月14日に訂正有価証券報告書を提出）に添付されたものを、第13期第３四半期連結会計期間及び第13期

第３四半期連結累計期間に係る四半期レビュー報告書は、平成22年２月12日に提出した四半期報告書に添付され

たものを利用しております。
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１【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※2
 4,687,804

※2
 3,519,107

受取手形及び売掛金 1,769,193 1,166,225

たな卸資産 127,051 ※1
 92,188

営業立替金 ※3
 1,416,879

※3
 115,883

繰延税金資産 67,632 57,439

その他 867,652 787,470

貸倒引当金 △86,993 △82,321

流動資産合計 8,849,220 5,655,993

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 383,852 154,232

減価償却累計額 △135,719 △77,939

建物及び構築物（純額） 248,133 76,292

車両運搬具 14,555 11,723

減価償却累計額 △10,278 △9,108

車両運搬具（純額） 4,276 2,615

工具、器具及び備品 736,050 692,114

減価償却累計額 △467,902 △512,413

工具、器具及び備品（純額） 268,147 179,701

建設仮勘定(自社) － 3,692

貸与資産 980,206 1,075,579

減価償却累計額 △163,913 △350,336

貸与資産（純額） 816,293 725,242

有形固定資産合計 1,336,850 987,543

無形固定資産

ソフトウエア 1,416,221 786,991

のれん 1,886,344 －

その他 7,437 5,901

無形固定資産合計 3,310,003 792,893

投資その他の資産

投資有価証券 ※4
 2,469,816

※2, ※4
 769,637

長期未収入金 275,508 187,779

敷金及び保証金 1,215,450 1,203,150

賃貸用店舗資産 1,058,586 1,340,251

破産更生債権等 2,247,845 ※2
 7,752,251

繰延税金資産 53,984 74,589

その他 194,340 289,834

貸倒引当金 △2,410,785 △6,773,219

投資その他の資産合計 5,104,746 4,844,275

固定資産合計 9,751,601 6,624,711

資産合計 18,600,821 12,280,705
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 442,462 ※2
 331,921

短期借入金 ※5
 1,000,000

※2, ※5
 3,580,000

1年内返済予定の長期借入金 296,115 140,725

未払金 1,043,131 1,358,780

未払費用 498,393 475,230

未払法人税等 102,166 68,452

賞与引当金 28,468 19,988

解約負担引当金 410,009 410,450

金融取引損失引当金 － 157,408

移転損失引当金 － 505,873

その他 437,092 420,031

流動負債合計 4,257,838 7,468,862

固定負債

長期借入金 427,760 －

役員退職慰労引当金 11,000 －

預り保証金 － 724,297

負ののれん 38,559 144,981

その他 519,462 348,500

固定負債合計 996,782 1,217,779

負債合計 5,254,621 8,686,642

純資産の部

株主資本

資本金 7,744,040 7,744,094

資本剰余金 7,841,602 7,841,656

利益剰余金 △2,228,460 △11,905,015

自己株式 △65,195 △65,195

株主資本合計 13,291,986 3,615,539

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △113,686 △53,520

評価・換算差額等合計 △113,686 △53,520

新株予約権 △167,726 －

少数株主持分 335,626 32,044

純資産合計 13,346,200 3,594,063

負債純資産合計 18,600,821 12,280,705
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　【四半期連結貸借対照表】
（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,174,866

受取手形及び売掛金 573,069

たな卸資産 ※1
 13,918

その他 252,195

貸倒引当金 △51,877

流動資産合計 2,962,172

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 106,283

減価償却累計額 △20,103

建物及び構築物（純額） 86,179

車両運搬具 2,734

減価償却累計額 △2,130

車両運搬具（純額） 603

工具、器具及び備品 660,493

減価償却累計額 △514,905

工具、器具及び備品（純額） 145,587

貸与資産 122,288

減価償却累計額 △67,930

貸与資産（純額） 54,358

有形固定資産合計 286,729

無形固定資産

ソフトウエア 585,658

その他 3,283

無形固定資産合計 588,942

投資その他の資産

投資有価証券 102,099

敷金及び保証金 590,475

賃貸用店舗資産 211,746

破産更生債権等 6,349,808

その他 291,039

貸倒引当金 △6,017,663

投資その他の資産合計 1,527,505

固定資産合計 2,403,177

資産合計 5,365,349
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 96,813

短期借入金 500,000

1年内返済予定の長期借入金 17,400

未払金 1,046,629

未払法人税等 14,815

解約負担引当金 402,753

その他 661,925

流動負債合計 2,740,336

固定負債

その他 298,433

固定負債合計 298,433

負債合計 3,038,769

純資産の部

株主資本

資本金 7,744,094

資本剰余金 7,841,656

利益剰余金 △13,174,865

自己株式 △65,195

株主資本合計 2,345,689

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △19,109

評価・換算差額等合計 △19,109

純資産合計 2,326,580

負債純資産合計 5,365,349
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②【連結損益計算書】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
　至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

売上高 17,957,621 18,420,457

売上原価 5,526,146 6,597,809

売上総利益 12,431,474 11,822,647

販売費及び一般管理費 ※1
 13,171,837

※1
 12,719,755

営業損失（△） △740,362 △897,107

営業外収益

受取利息 20,666 29,490

受取配当金 6,056 4,464

販売報奨金 9,642 6,926

受取手数料 12,280 10,621

保険解約返戻金 63,174 －

負ののれん償却額 － 38,252

持分法による投資利益 － 28,487

違約金収入 61,448 134,052

その他 41,373 58,521

営業外収益合計 214,641 310,817

営業外費用

支払利息 18,984 30,753

株式交付費 1,560 －

たな卸資産評価損 6,355 －

投資事業組合損失 63,730 48,407

持分法による投資損失 139,496 －

貸倒引当金繰入額 － 37,834

リース解約損 － 10,703

その他 22,656 27,877

営業外費用合計 252,782 155,576

経常損失（△） △778,504 △741,866

特別利益

固定資産売却益 ※2
 6,857

※2
 55,345

投資有価証券売却益 30,696 －

関係会社株式売却益 871,252 16,169

退職慰労引当金戻入益 3,066 －

新株予約権戻入益 － 110,110

その他 993 3,300

特別利益合計 912,865 184,925
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
　至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

特別損失

前期損益修正損 167,555 －

固定資産売却損 ※4
 4,538

※4
 13,427

固定資産除却損 ※3
 624,454

※3
 599,121

関係会社株式売却損 11,354 241,726

投資有価証券売却損 11,990 59,297

投資有価証券評価損 1,877,179 447,285

貸倒引当金繰入額 2,016,810 4,653,190

事務所移転損失 68,573 53,528

移転損失引当金繰入額 － 505,873

減損損失 ※5
 222,578

※5
 1,636,042

金融取引損失引当金繰入額 － 157,408

過年度解約負担損 35,400 －

その他 71,044 540,173

特別損失合計 5,111,480 8,907,075

税金等調整前当期純損失（△） △4,977,119 △9,464,016

法人税、住民税及び事業税 253,375 132,009

法人税等調整額 1,220,679 △55,060

法人税等合計 1,474,054 76,949

少数株主利益又は少数株主損失（△） △13,885 6,749

当期純損失（△） △6,437,288 △9,547,715
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　【四半期連結損益計算書】
　【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

売上高 7,569,282

売上原価 2,340,297

売上総利益 5,228,984

販売費及び一般管理費 ※1
 5,837,026

営業損失（△） △608,041

営業外収益

受取利息 15,639

受取配当金 6,446

負ののれん償却額 9,061

違約金収入 33,884

その他 33,214

営業外収益合計 98,246

営業外費用

支払利息 63,506

持分法による投資損失 301

投資事業組合損失 2,069

その他 8,255

営業外費用合計 74,133

経常損失（△） △583,929

特別利益

固定資産売却益 14,409

投資有価証券売却益 111,028

関係会社株式売却益 147,411

移転損失引当金戻入額 42,405

その他 36,699

特別利益合計 351,952

特別損失

固定資産売却損 91,747

固定資産除却損 284,972

関係会社株式売却損 151,232

投資有価証券売却損 14,601

投資有価証券評価損 49,670

投資事業組合解約損 51,097

事業清算損 260,435

貸倒引当金繰入額 75,194

その他 39,837

特別損失合計 1,018,789

税金等調整前四半期純損失（△） △1,250,766

法人税、住民税及び事業税 5,000

法人税等調整額 14,191

法人税等合計 19,192

少数株主損失（△） △108

四半期純損失（△） △1,269,850
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　【第３四半期連結会計期間】
(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
　至 平成21年12月31日)

売上高 2,032,662

売上原価 498,438

売上総利益 1,534,223

販売費及び一般管理費 ※１
 1,655,894

営業損失（△） △121,670

営業外収益

受取利息 3,868

違約金収入 2,156

その他 5,924

営業外収益合計 11,950

営業外費用

支払利息 10,683

持分法による投資損失 301

その他 3,050

営業外費用合計 14,035

経常損失（△） △123,756

特別利益

固定資産売却益 400

投資有価証券売却益 499

貸倒引当金戻入額 59,979

移転損失引当金戻入額 42,405

特別利益合計 103,285

特別損失

固定資産売却損 39,266

固定資産除却損 204,237

関係会社株式売却損 52,080

事業清算損 73,291

その他 6,987

特別損失合計 375,863

税金等調整前四半期純損失（△） △396,334

法人税、住民税及び事業税 4,712

法人税等調整額 △3,445

法人税等合計 1,267

四半期純損失（△） △397,601
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③【連結株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
　至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 7,740,757 7,744,040

当期変動額

新株の発行 3,283 54

当期変動額合計 3,283 54

当期末残高 7,744,040 7,744,094

資本剰余金

前期末残高 7,838,319 7,841,602

当期変動額

新株の発行 3,282 54

当期変動額合計 3,282 54

当期末残高 7,841,602 7,841,656

利益剰余金

前期末残高 4,337,553 △2,228,460

当期変動額

剰余金の配当 △128,725 △128,839

当期純損失（△） △6,437,288 △9,547,715

当期変動額合計 △6,566,014 △9,676,554

当期末残高 △2,228,460 △11,905,015

自己株式

前期末残高 △65,195 △65,195

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 △65,195 △65,195

株主資本合計

前期末残高 19,851,434 13,291,986

当期変動額

新株の発行 6,566 108

剰余金の配当 △128,725 △128,839

当期純損失（△） △6,437,288 △9,547,715

当期変動額合計 △6,559,447 △9,676,446

当期末残高 13,291,986 3,615,539
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
　至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △33,866 △113,686

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△79,820 60,165

当期変動額合計 △79,820 60,165

当期末残高 △113,686 △53,520

評価・換算差額等合計

前期末残高 △33,866 △113,686

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△79,820 60,165

当期変動額合計 △79,820 60,165

当期末残高 △113,686 △53,520

新株予約権

前期末残高 － △167,726

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △167,726 167,726

当期変動額合計 △167,726 167,726

当期末残高 △167,726 －

少数株主持分

前期末残高 294,486 335,626

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 41,139 △303,581

当期変動額合計 41,139 △303,581

当期末残高 335,626 32,044

純資産合計

前期末残高 20,112,054 13,346,200

当期変動額

新株の発行 6,566 108

剰余金の配当 △128,725 △128,839

当期純損失（△） △6,437,288 △9,547,715

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △206,406 △75,690

当期変動額合計 △6,765,854 △9,752,136

当期末残高 13,346,200 3,594,063
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
　至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△） △4,977,119 △9,464,016

減価償却費 579,846 1,013,133

減損損失 222,578 1,636,042

のれん償却額 311,755 260,435

負ののれん償却額 － △38,252

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,881,373 4,556,072

賞与引当金の増減額（△は減少） △123,185 4,156

解約負担引当金の増減額（△は減少） 25,672 8,001

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △18,066 △11,000

移転損失引当金の増減額（△は減少） － 505,873

金融取引損失引当金の増減額（△は減少） － 157,408

株式交付費 1,560 －

株式報酬費用 37,721 72,389

受取利息及び受取配当金 △26,722 △33,954

保険解約返戻金 △63,174 －

支払利息 18,984 30,753

持分法による投資損益（△は益） 139,496 △28,487

関係会社株式売却益 △871,252 △16,169

関係会社株式売却損 11,354 241,726

投資有価証券売却益 △30,696 －

投資有価証券売却損 11,990 59,297

投資有価証券評価損 1,877,179 447,285

事務所移転損失 68,573 53,528

固定資産売却益 △6,857 △55,345

固定資産売却損 4,538 13,427

固定資産除却損 624,454 599,121

新株予約権戻入益 － △110,110

売上債権の増減額（△は増加） 461,994 468,769

たな卸資産の増減額（△は増加） △16,355 35,004

営業立替金の増減額（△は増加） △1,232,858 △496,939

未収入金の増減額（△は増加） 619,550 △32,057

貸与資産の取得による支出 △233,921 △393,670

賃貸用店舗資産の取得による支出 △396,939 △355,498

仕入債務の増減額（△は減少） △190,725 △109,810

未払金の増減額（△は減少） △513,255 386,329

未払費用の増減額（△は減少） 13,275 △27,738

長期前受金の増減額（△は減少） △21,581 △106,396

その他 412,109 959,642

小計 △1,398,700 228,953

利息及び配当金の受取額 39,984 57,854

利息の支払額 △17,393 △29,952

事務所移転費用の支払額 △44,025 △52,133

法人税等の支払額 △384,234 △252,448

法人税等の還付額 221,111 34,114

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,583,257 △13,611
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
　至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △196,114 △84,716

有形固定資産の売却による収入 51,834 122,492

無形固定資産の取得による支出 △1,082,755 △391,951

無形固定資産の売却による収入 46,418 101,438

投資有価証券の取得による支出 △369,807 －

投資有価証券の売却による収入 485,951 36,187

敷金及び保証金の差入による支出 △364,263 △304,083

敷金及び保証金の回収による収入 215,784 240,195

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入 ※2

 48,529 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

－ ※2
 △129,082

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入 ※3

 892,334 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出 ※3

 △15,789
※3

 △230,594

関係会社株式の売却による収入 － 968,388

貸付けによる支出 △234,343 △4,137,111

貸付金の回収による収入 30,439 376,441

保険積立金の解約による収入 135,325 －

その他 △7,042 △194,072

投資活動によるキャッシュ・フロー △363,497 △3,626,469

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 1,600,000 4,160,000

短期借入金の返済による支出 △600,000 △1,456,755

長期借入れによる収入 － 160,000

長期借入金の返済による支出 △158,730 △242,994

株式の発行による収入 5,006 －

配当金の支払額 △128,725 △119,282

その他 △5,305 △7,089

財務活動によるキャッシュ・フロー 712,245 2,493,878

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,234,509 △1,146,202

現金及び現金同等物の期首残高 5,756,369 4,521,859

連結範囲の変更による現金及び現金同等物の増減額
（△は減少）

－ ※4
 36,234

現金及び現金同等物の期末残高 ※1
 4,521,859

※1
 3,411,892
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　【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △1,250,766

減価償却費 389,264

負ののれん償却額 △9,061

貸倒引当金の増減額（△は減少） △751,454

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,783

解約負担引当金の増減額（△は減少） △7,697

移転損失引当金の増減額（△は減少） △505,873

金融取引損失引当金の増減額（△は減少） △157,408

受取利息及び受取配当金 △22,085

支払利息 63,506

持分法による投資損益（△は益） 301

関係会社株式売却益 △147,411

関係会社株式売却損 151,232

投資有価証券売却益 △111,028

投資有価証券売却損 14,601

投資有価証券評価損 49,670

投資事業組合解約損 51,097

固定資産売却益 △14,409

固定資産売却損 91,747

固定資産除却損 284,972

事業清算損 260,435

売上債権の増減額（△は増加） 300,984

たな卸資産の増減額（△は増加） 33,094

破産更生債権等の増減額（△は増加） 1,402,443

貸与資産の取得による支出 △9,416

賃貸用店舗資産の取得による支出 △65,246

賃貸用店舗資産の売却による収入 541,921

仕入債務の増減額（△は減少） △96,367

未払金の増減額（△は減少） △291,279

未払費用の増減額（△は減少） △30,706

その他 467,144

小計 635,990

利息及び配当金の受取額 22,880

利息の支払額 △62,355

事業清算損の支払額 △224,891

法人税等の支払額 △73,431

法人税等の還付額 113,152

営業活動によるキャッシュ・フロー 411,344
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △103,546

有形固定資産の売却による収入 15,007

無形固定資産の取得による支出 △275,643

無形固定資産の売却による収入 5,864

投資有価証券の売却による収入 769,291

敷金及び保証金の差入による支出 △193,416

敷金及び保証金の回収による収入 633,425

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出

△62,230

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入

419,871

貸付けによる支出 △2,500

貸付金の回収による収入 266,355

その他 71,206

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,543,686

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 850,000

短期借入金の返済による支出 △4,053,325

配当金の支払額 △947

その他 3,285

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,200,987

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,245,956

現金及び現金同等物の期首残高 3,411,892

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 2,165,936
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【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

 

項目
前連結会計年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

１．連結の範囲に関する事項 　以下の子会社11社を連結の範囲に含
めております。
連結子会社の名称
　株式会社テレウェイヴリンクス
　株式会社アントレプレナー
　株式会社アイピーアンドケイ
　ロイヤルハウス株式会社
　エンパワーヘルスケア株式会社
　アイ・モバイルシステムズ株式会社
　株式会社築地魚河岸やっちゃば倶楽
　部
　株式会社アペックス・インターナシ
　ョナル
　株式会社ドリームエナジーコンサル
　ティング
　株式会社キュアリアス
  株式会社フーディーズ
　上記のうち、株式会社フーディーズに
つきましては、当連結会計年度におい
て、株式の取得により子会社となった
ため、連結の範囲に含めております。
　従来、連結子会社であった株式会社
ウェブ・ワークスは、保有株式売却に
伴い関連会社となったため、当連結会
計年度より連結の範囲から除外し持分
法適用会社としております。
　また、アイ・モバイル株式会社につき
ましては、当連結会計年度において株
式の取得により子会社となったため、
連結の範囲に含めておりましたが、当
連結会計年度末において保有株式売却
に伴い連結の範囲から除外しておりま
す。
　なお、エンパワーヘルスケア株式会社
につきましては、当連結会計年度にお
いて、アイ・モバイル株式会社から商
号変更を平成19年７月１日付けで行っ
ております。

　以下の子会社10社を連結の範囲に含
めております。
連結子会社の名称
　株式会社テレウェイヴリンクス
　株式会社アイピーアンドケイ
　ロイヤルハウス株式会社
　エンパワーヘルスケア株式会社
　株式会社築地魚河岸やっちゃば倶楽
　部
　株式会社アペックス・インターナシ
　ョナル
　株式会社ドリームエナジーコンサル
　ティング
　株式会社キュアリアス
　株式会社テンポリノベーション
　合同会社Expanding Investment Co.
　上記のうち、株式会社テンポリノベー
ションは、当連結会計年度において、株
式の取得により子会社となったため連
結の範囲に含め、合同会社Expanding
Investment Co.は、当連結会計年度末
において、資金支援による当社の影響
力が増したため、貸借対照表のみ連結
の範囲に含めております。
  従来、連結子会社であった株式会社
アントレプレナー及び株式会社フー
ディーズは保有株式を売却したことに
より、アイ・モバイルシステムズ株式
会社は、株式会社テレウェイヴリンク
スが吸収合併したことにより、連結の
範囲から除外しております。

２．持分法の適用に関する事

項

　以下の関連会社４社につき、持分法を
適用しております。
持分法適用の関連会社の名称
　株式会社Ｅストアー
　株式会社エヌシーネットワーク
　株式会社シニアエージェント
　株式会社ウェブ・ワークス　

　当連結会計年度において、持分法適用
関連会社であった株式会社Ｅスト
アー、株式会社エヌシーネットワーク
及び株式会社ウェブ・ワークスは、保
有株式を売却したことにより、株式会
社シニアエージェントは、会社解散及
び清算したことにより、持分法適用の
範囲から除外しております。

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　すべての連結子会社の事業年度の末

日は、連結決算日と一致しております。

なお、株式会社キュアリアスは12月末

から３月末に決算日を変更しておりま

す。

　合同会社Expanding Investment Co.

の決算日は11月末であります。連結財

務諸表の作成にあたっては、連結決算

日現在で期末決算に準じた仮決算を

行った連結財務諸表を作成しておりま

す。
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項目
前連結会計年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

４．会計処理基準に関する事
項

  

　(1）重要な資産の評価基準
及び評価方法

イ　その他有価証券
　　　時価のあるもの
　　　決算日の市場価格等に基づく時価
法（評価差額は全部純資産直入法
により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）を採用しており
ます。

イ　その他有価証券
　　　時価のあるもの

同左

 　　　時価のないもの
　　　移動平均法による原価法を採用し
ております。

　　　なお、金融商品取引法第２条第２項
により有価証券とみなされる投資
事業組合等への出資持分について
は、最近の決算書を基礎とし、持分
相当額を純額で取り込む方法に
よっております。

　　　時価のないもの
　　　　　　　 同左

 ロ　たな卸資産
　商　品：移動平均法による原価法
　原材料：移動平均法による原価法
　仕掛品：個別法による原価法
　貯蔵品：最終仕入原価法に基づく原

価法

ロ　たな卸資産
評価基準は原価法(貸借対照表

価額については収益性の低下に基
づく簿価切下げの方法)によって
おります。
商　品：移動平均法
原材料：移動平均法
貯蔵品：最終仕入原価法

(会計方針の変更)
たな卸資産については、従来、主と

して移動平均法による原価法によっ
ておりましたが、当連結会計年度よ
り「棚卸資産の評価に関する会計基
準」（企業会計基準第９号　平成18
年７月５日）が適用されたことに伴
い、主として移動平均法による原価
法（貸借対照表価額については収益
性の低下に基づく簿価切下げの方
法）により算定しております。
なお、この変更に伴う損益に与え

る影響は軽微であります。
　(2）重要な減価償却資産の
　　　減価償却の方法

イ　有形固定資産
　(イ)自社利用資産
　　　定率法（ただし、建物（付属設備を
除く）については定額法）によっ
ております。

　　　なお、主な耐用年数は以下のとおり
であります。

　　建物及び構築物　　　３年～18年
　　車両運搬具　　　　　　　　６年
　　工具、器具及び備品　３年～10年

イ　有形固定資産（リース資産を除く)
　(イ)自社利用資産

同左

 　(ロ)賃貸用資産
　　①開業支援サービス用固定資産
　　　定額法を採用しております。
　　　なお、耐用年数は開業支援サービス
に伴う出店契約期間によってお
り、以下のとおりであります。

　　建物　　　　　　５年または６年
　　工具、器具及び備品
　　　　　　　　　　５年または６年
　　②上記以外
　　　定率法（ただし、建物（付属設備を
除く）については定額法）によっ
ております。

　　　なお、主な耐用年数は以下のとおり
であります。

　　建物　　　　　　　　３年～41年
　　工具、器具及び備品　２年～９年

　(ロ)貸与資産
　　①開業支援サービス用固定資産
　　　　　　 　同左
　　　 
 
 

　　
 
 
　　②上記以外
　　　         同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

 （会計方針の変更）
　法人税の改正((所得税法等の一部　
を改正する法律　平成19年３月30日　
法律第６号）及び（法人税法施行令
の一部を改正する政令　平成19年３
月30日　政令第83号))に伴い、当連結
会計年度から、平成19年４月１日以
降に取得したものについては、改正
後の法人税法に基づく方法に変更し
ております。
　当該変更に伴う損益に与える影響
は、軽微であります。
（追加情報）
　当連結会計年度から、平成19年３月
31日以前に取得したものについて
は、残存簿価を償却可能限度額まで
償却が終了した翌年から５年間で均
等償却する方法によっております。
　当該変更に伴う損益に与える影響
は軽微であります。
 

　　　　──────────
 

 ロ　無形固定資産
　　自社利用のソフトウエアについて
は、社内における見込利用可能期間
（５年）に基づく定額法で償却して
おります。

　　また、市場販売目的のソフトウエア
については、見込販売数量に基づく
償却額と残存見込販売有効期間（３
年以内）に基づく均等償却額とのい
ずれか大きい金額を計上する方法に
よっております。

ロ　無形固定資産（リース資産を除く)
同左

  ハ　リース資産
所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存

価額をゼロとする定額法によってお
ります。
なお、リース取引開始日が平成20

年3月31日以前のリース取引につい
ては、通常の賃貸借取引に係る方法
に準じた会計処理によっておりま
す。

（会計方針の変更）
　所有権移転外ファイナンス・リース
取引については、従来、通常の賃貸借
取引に係る方法に準じた会計処理に
よっておりましたが、当連結会計年度
より、「リース取引に関する会計基
準」（企業会計基準第13号（平成５
年６月17日（企業会計審議会第一
部）、平成19年３月30日改正））及び
「リース取引に関する会計基準の適
用指針」（企業会計基準適用指針第
16号（平成６年１月18日（日本公認
会計士協会　会計制度委員会）、平成
19年３月30日改正））を適用し、通常
の売買取引に係る会計処理によって
おります。
　なお、リース取引会計基準の改正適用
初年度開始前の所有権移転外ファイナ
ンス・リース取引については、引き続
き通常の賃貸借取引に係る方法に準じ
た会計処理によっております。
　この変更に伴う損益に与える影響は
ありません。
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項目
前連結会計年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

　(3）重要な引当金の計上基

準

イ　貸倒引当金
　　債権の貸倒れによる損失に備えて、
一般債権については貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権等特定の債権につ
いては個別に回収可能性を勘案し、
回収不能見込額を計上しておりま
す。

イ　貸倒引当金

同左

 ロ　賞与引当金
　　従業員の賞与の支払に備えて、賞与
支給見込額のうち当連結会計年度負
担額を計上しております。

ロ　賞与引当金

同左

 ハ　解約負担引当金
　　リース契約者の解約によって、連結
子会社が負担すべき解約金の支払に
備えるため、実績率に基づいた解約
金見積額を計上しております。

ハ　解約負担引当金

同左

 ニ　役員退職慰労引当金
　　役員の退職慰労金の支出に備えて、
連結子会社の一部は、内規に基づく
期末要支給額を計上しております。

 

ニ　役員退職慰労引当金

　　　　

　　　　──────────

 
 
ホ　金融取引損失引当金

金融支援サービス事業に係る不適
切な会計処理に伴い、将来発生しうる
債権の貸倒損失に備えて、個別債権の
回収可能性を勘案し、回収不能見込額
を計上しております。
この金融取引損失引当金は、金融支

援サービス事業における不適切会計
を起因とした将来発生可能性のある
債権の回収不能見込額を見積り計上
したものであります。
これにより、税金等調整前当期純損

失が157,408千円増加しております。
ヘ　移転損失引当金

本社及び事務所の移転に伴い発生
の可能性が高い原状回復費等につい
て見積り計上しております。
この移転損失引当金は、移転損失の

合理的な見積りが可能になったこと
により計上したものであります。
これにより税金等調整前当期純損

失が505,873千円増加しております。
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項目
前連結会計年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

　(4）重要なリース取引の処

理方法

　　リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

 

　　　　──────────

 

　(5）その他連結財務諸表作

成のための基本となる

重要な事項

イ　消費税等の会計処理

　　消費税および地方消費税の会計処理

は税抜方式によっております。

イ　消費税等の会計処理

同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用して

おります。

同左

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

　のれん及び負ののれんの償却につい

ては、発生時以降５年または10年で均

等償却しております。

同左

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

 

　手許現金、随時引き出し可能な預金お

よび容易に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなっておりま

す。

同左
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【表示方法の変更】

 
前連結会計年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

（連結貸借対照表関係）

　前連結会計年度において投資その他の資産の「その

他」に含めて表示しておりました「破産更生債権等」

（前連結会計年度末519,852千円）につきましては、資

産の総額の100分の５を超えたため、当連結会計年度よ

り区分掲記しております。

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度において固定負債の「その他」に

含めて表示しておりました「預り保証金」（前連結

会計年度末137,126千円）につきましては、資産の総

額の100分の５を超えたため、当連結会計年度より区

分掲記しております。

（連結損益計算書関係）

　前連結会計年度において営業外費用の「その他」に

含めて表示しておりました「投資事業組合損失」（前

連結会計年度7,660千円）につきましては、営業外費用

の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より

区分掲記しております。

──────────

（連結損益計算書関係）

　営業外収益の「違約金収入」は重要性が高まったた

め、当連結会計年度より区分掲記することにいたしま

した。なお、前連結会計年度においては「売上高」に

456千円含まれております。

──────────

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

　前連結会計年度まで投資活動によるキャッシュ・フ

ローの「その他」に含めておりました「保険積立金の

解約による収入」は、金額的重要性が増したため、当連

結会計年度より区分掲記しております。なお、前連結会

計年度の「保険積立金の解約による収入」の金額は、

10,765千円であります。

──────────

 

【追加情報】

 
前連結会計年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

　リース会社のリース契約取扱基準が厳格化されたこと

に伴い、当連結会計年度より、リース会社へのＩＴパッ

ケージ売上計上基準をより保守的に、顧客企業の検収基

準から、リース会社の検収基準に変更しております。

　これにより、従来の方法によった場合に比較して、売上

高が373,097千円減少し、営業損失及び税金等調整前純

損失が268,629千円増加しております。

──────────
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【注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

※１　　　　　　─────────

 

※１　たな卸資産の内訳は次のとおりであります。

商品及び製品 77,975千円

原材料及び貯蔵品 14,212千円

計 92,188千円

※２　担保に供している資産

　定期預金 113,000千円

　　　　上記預金のうち、70,000千円については東日本電信

電話株式会社へ、5,000千円については西日本電信

電話株式会社へ、20,000千円についてはサクサビ

ジネスシステム株式会社へ、10,000千円について

はシャープドキュメントシステム株式会社へ、

8,000千円についてはダイワボウ情報システム株

式会社へ営業保証金として預託しております。

※２　担保に供している資産及び対応する債務

  

（１）担保に供している資産

現金及び預金 552,757千円

投資有価証券 579,744千円

破産更正債権等 3,706,469千円

　　計 4,838,971千円

　上記の他、連結上消去される連結子会社株式

759,621千円及び短期貸付金3,873,500千円を担保

に供しております。

 （２）担保に係る債務

買掛金 51千円

短期借入金 2,480,000千円

　　計 2,480,051千円

※３　営業立替金は、売上債権早期資金化サービスに伴う

顧客の売上代金及び仕入代金の立替払いでありま

す。

※３　　　　　　　　同左

※４　関連会社に対するものは、次のとおりであります。

　投資有価証券（株式） 1,360,628千円

※４        　──────────

  

（うち、共同支配企業に対する投資の金額　　　

11,848千円）

 

※５ 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約

　　　当社及び一部の連結子会社においては、運転資金の効

率的な調達を行うため、取引銀行６行と当座貸越契

約及び貸出コミットメントライン契約を締結してお

ります。

　　　当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コ

ミットメントラインに係る借入未実行残高は、次の

とおりであります。
当座貸越極度額及び貸出コミッ
トメントラインの総額

5,130,000千円

借入実行額 1,000,000千円

差引額 4,130,000千円

※５ 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約

　　　当社及び一部の連結子会社においては、運転資金の効

率的な調達を行うため、取引銀行４行と当座貸越契

約及び貸出コミットメントライン契約を締結してお

ります。

　　　当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コ

ミットメントラインに係る借入未実行残高は、次の

とおりであります。
当座貸越極度額及び貸出コミッ
トメントラインの総額

2,200,000千円

借入実行額 1,100,000千円

差引額 1,100,000千円

　 ６　保証債務
　　　東京リース株式会社との業務提携契約に従い、連結子
会社の販売商品に係る東京リース株式会社のリース
契約先94件に対する未経過リース料総額175,237千
円の債務保証を行っております。

　　　また、三井住友ファイナンス＆リース株式会社との業
務提携契約に従い、連結子会社の販売商品に係る三
井住友ファイナンス＆リース株式会社のリース契約
先39件に対する未経過リース料総額78,195千円の債
務保証を行っております。

　 ６ 保証債務
　　　東京センチュリーリース株式会社との業務提携契約
に従い、連結子会社の販売商品に係る東京センチュ
リーリース株式会社のリース契約先72件に対する未
経過リース料総額106,507千円の債務保証を行って
おります。

　　　三井住友ファイナンス＆リース株式会社との業務提
携契約に従い、連結子会社の販売商品に係る三井住
友ファイナンス＆リース株式会社のリース契約先56
件に対する未経過リース料総額91,608千円の債務保
証を行っております。
　また、三菱UFJリース株式会社との業務提携契約に
従い、連結子会社の販売商品に係る三菱UFJリース株
式会社のリース契約先21件に対する未経過リース料
総額38,100千円の債務保証を行なっております。

 

EDINET提出書類

株式会社ＳＢＲ(E02954)

有価証券届出書（通常方式）

 93/237



 前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

　７　ローンコミットメント契約

　　　当社連結子会社株式会社テレウェイヴリンクスは、中

小企業向け不動産担保融資債権を買取る事業を行う

合同会社Expanding Investment Co.(Ex社)の金融機

関からの借入に関して、Ex社の債務不履行や資金不

足が生じた場合、Ex社または銀行に対して5,000百万

円を限度として資金を融資するローンコミットメン

ト契約を締結しております。契約期間は平成18年９

月22日から平成21年９月22日までであり、当連結会

計年度末における対象借入金額は4,864百万円です

が、実行残高はありません。

　なお、当社及び当社連結子会社は、議決権のある出

資等を有しておらず、役員や従業員の派遣もありま

せん。

　７　　　　　─────────

　８　財務制限条項

　イ．当社の短期借入金合計額のうち500,000千円には、

以下の財務制限条項が付されており、各条項のいず

れかに抵触した場合には、当該借入金の借入先に対

し該当する借入金額を一括返済することがありま

す。

（1） 最終の決算期におけるインタレストカバレッジレ

シオを１以下としないこと。なお、インタレストカバ

レッジレシオとは、以下の算式で算出されるものを

いいます。

　　インタレストカバレッジレシオ＝（営業利益＋受取利

息）÷支払利息

（2） 最終の決算期及びその前の決算期において、損益

計算書における当期利益が２期連続して当期赤字と

ならないこと。

（3） 最新の決算期の貸借対照表において、債務超過

（負債が資産を上回る状態）にならないこと。

（4） その他取引条件の見直しを必要と認める客観的な

事由が生じた場合。

　８　　　　　─────────
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前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

　ロ．上記６に記載のとおり、当社連結子会社株式会社テ

レウェイヴリンクスは、中小企業向け不動産担保融

資債権を買取る事業を行う合同会社Expanding

Investment Co.(Ex社)の金融機関からの借入に関し

て、下記の事由が発生した場合、Ex社または金融機関

に対して5,000百万円を限度として資金を融資する

ローンコミットメント契約を締結しております。以

下の各条項に抵触した場合には、当該借入金の借入

先に対し該当する借入金額を一括返済することがあ

ります。

（1） Ex社の債務不履行及び資金不足により、２営業日

以内に金融機関からの借入金元利金返済がなされな

い場合

（2） 債務者が当該貸付債権について期限の利益を喪失

した後90日が経過した場合

（3） 株式会社テレウェイヴリンクスの単体財務諸表及

び当社の連結財務諸表において、ａ又はｂの状態に

陥った場合

ａ．直近の決算期の貸借対照表の純資産の部の金額

が、その前の決算期の貸借対照表の純資産の部の金

額の80%を下回ったことが判明した場合

ｂ．直前とその前の決算期の損益計算書上の経常利

益につき、２期連続して赤字となったことが判明し

た場合
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

従業員給与手当 5,404,852千円

賞与 195,244

雑給 389,184

旅費交通費 688,429

地代家賃 1,002,943

法定福利費 692,777

貸倒引当金繰入額 171,861

賞与引当金繰入額 35,023

解約負担引当金繰入額 296,552

のれん償却額 311,755

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

従業員給与手当 4,950,546千円

賞与 33,197

雑給 655,532

旅費交通費 623,018

地代家賃 978,351

法定福利費 626,511

貸倒引当金繰入額 20,142

賞与引当金繰入額 23,441

解約負担引当金繰入額 199,955

のれん償却額 260,435

※２　固定資産売却益は、次のとおりであります。

車両運搬具 615千円

賃貸用建物 5,381千円

賃貸用工具、器具
及び備品

859千円

計 6,857千円

※２　固定資産売却益は、次のとおりであります。

車両運搬具 279千円

工具、器具及び備品 110千円

貸与資産 21,759千円

ソフトウェア 33,196千円

計 55,345千円

　 　

※３　固定資産除却損は、次のとおりであります。

建物及び構築物 3,714千円

工具、器具及び備品 3,217千円

賃貸用建物 23,782千円

賃貸用工具、器具
及び備品

6,634千円

車両運搬具 105千円

ソフトウエア 587,000千円

計 624,454千円

※３　固定資産除却損は、次のとおりであります。

建物及び構築物 120,559千円

工具、器具及び備品 7,045千円

車両運搬具 106千円

貸与資産 162,599千円

ソフトウェア 255,431千円

電話加入権 1,672千円

長期前払費用 51,707千円

計 599,121千円

※４　固定資産売却損は、次のとおりであります。

賃貸用建物 2,856千円

賃貸用工具、器具
及び備品

1,682千円

計 4,538千円

※４　固定資産売却損は、次のとおりであります。

貸与資産（建物） 13,427千円
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前連結会計年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

※５　減損損失 ※５　減損損失　

　　　当連結会計年度において当社グループは以下の資産
グループについて減損損失を計上しております。

　（１）減損損失を認識した主な資産　

（千円）

用途 種類 場所/会社名 金額

賃貸用
店舗資産

賃貸用建
物、賃貸用
工具器具備
品

東京都台東区 21,381千円

東京都目黒区 4,131千円

千葉県船橋市 10,297千円

賃貸用工具
器具備品

千葉県印西市 3,863千円

子会社 のれん
株式会社　　　
キュアリアス

182,904千円

計 222,578千円

　　　当連結会計年度において当社グループは以下の資産
グループについて減損損失を計上しております。

 
　（１）減損損失を認識した主な資産　

（千円）

用途 種類 場所/会社名 金額

貸与資産
建物、工具
器具備品

東京都新宿
区

29,374千円

東京都中野
区

6,565千円

東京都世田
谷区

6,469千円

  
株式会社テレ
ウェイヴリンク
ス

387,881千円

  
ロイヤルハウス
株式会社

644,811千円

  
エンパワーヘル
スケア株式会社

378,172千円

子会社 のれん
株式会社築地魚
河岸やっちゃば
倶楽部

64,063千円

  
株式会社アペッ
クス・インター
ナショナル

56,000千円

  
株式会社ドリー
ムエナジーコン
サルティング

20,524千円

  
株式会社キュア
リアス

28,859千円

自社利用 ソフトウェア ─ 13,320千円

計 1,636,042千円

（２）減損損失の認識に至った経緯

　賃貸店舗資産につきましては、収益性の著しい低下

によるものであり、また子会社ののれんにつきまし

ては、事業計画と実績の著しい乖離によるものであ

ります。　　　

　（３）減損損失の内訳　

賃貸用建物 34,412千円

賃貸用工具、器具及び備品 5,261千円

のれん 182,904千円

計 222,578千円

（４）資産のグルーピングの方法
　当社グループは減損会計の適用に当たって、事業の
種類別セグメント毎にグルーピングしているほか、
投資先別にグルーピングしております。　　

　（５）回収可能価額の算定方法

　　　減損損失の測定に使用した回収可能価額は、賃貸用店
舗資産につきましては正味売却価額、また子会社の
のれんにつきましては使用価値であり、将来キャッ
シュフローを10.5％で割り引いて算定しておりま
す。

（２）減損損失の認識に至った経緯

　貸与資産及びソフトウェアにつきましては、収益性

の著しい低下によるものであり、また子会社ののれ

んにつきましては、事業計画と実績の著しい乖離に

よるものであります。　　　

　（３）減損損失の内訳　

貸与資産（建物） 41,104千円

貸与資産（工具、器具及び
備品）

1,304千円

のれん 1,580,312千円

ソフトウェア 13,320千円

計 1,636,042千円

（４）資産のグルーピングの方法
　当社グループは減損会計の適用に当たって、事業の
拠点別セグメント毎にグルーピングしているほか、
投資先別にグルーピングしております。　　

　（５）回収可能価額の算定方法

　　　減損損失の測定に使用した回収可能価額は、貸与資産
及びソフトウェアにつきましては正味売却価額、ま
た子会社ののれんにつきましては使用価値であり、
将来キャッシュフローを10.6％で割り引いて算定し
ております。
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 515,650 456 ― 516,106

 
（変動事由の概要）

増加数の内訳は、次の通りであります。

　平成19年６月～12月　新株予約権（ストックオプション）の行使による新株発行　　　　　456株

 

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 748 ― ― 748

 
 

３　新株予約権等に関する事項

　　　

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（株） 当連結会計
年度末残高
(千円)前連結

会計年度末
増加 減少

当連結
会計年度末

提出会社
ストックオプ
ションとしての
新株予約権

─ ─ ─ ─ ─ 37,721

連結子会社
ストックオプ
ションとしての
新株予約権

─ ─ ─ ─ ─ 5,250

連結子会社
ストックオプ
ションとしての
新株予約権

─ ─ ─ ─ ─ （210,697)

合計 ─ ─ ─ ─
42,971

（210,697)

 

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日
定時株主総会

普通株式 128,725 250平成19年３月31日平成19年６月29日

 

　(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月27日
定時株主総会

普通株式
利益剰余金
(注)

128,839 250平成20年３月31日平成20年６月30日

　(注)　平成20年６月27日開催の定時株主総会で報告された会社法計算書類に基づくものであります。
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当連結会計年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 516,106 48 ─ 516,154

 
（変動事由の概要）

増加数の内訳は、次の通りであります。

　平成20年５月～７月　新株予約権（ストックオプション）の行使による新株発行　　　　　48株

 

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 748 ─ ─ 748

 
 

３　新株予約権等に関する事項

　　 該当事項ありません。
 

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月27日
定時株主総会

普通株式 128,839 250平成20年３月31日平成20年６月30日

(注) 配当原資は利益剰余金であり、平成20年６月27日開催の定時株主総会で報告された会社法計算
　　 書類に基づくものであります。

 

　(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

該当事項ありません。
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表
に掲記されている科目の金額との関係

(平成20年３月31日現在)
現金及び預金勘定 4,687,804千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △156,772

別段預金 △9,172

現金及び現金同等物 4,521,859
　

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表
に掲記されている科目の金額との関係

(平成21年３月31日現在)
現金及び預金勘定 3,519,107千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △95,000

別段預金 △12,214

現金及び現金同等物 3,411,892
　

※２．株式の取得により新たに連結子会社となった会社
の資産及び負債の内訳
株式の取得により新たに株式会社フーディーズを連
結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳
並びに同社株式の取得価額と株式取得による収入と
の関係は次の通りであります。
流動資産 330,406千円

固定資産 612,138

流動負債 △416,052

固定負債 △308,708

負ののれん △38,559

少数株主持分 △104,623

新株予約権 △5,250

新規連結子会社の取得価額 69,349
新規連結子会社の現金及び
現金同等物

117,879

差引：新規連結子会社取得
　　　による収入

48,529

　

※２．株式の取得により新たに連結子会社となった会社
の資産及び負債の内訳
株式の取得により新たに株式会社テンポリノベー
ションを連結したことに伴う連結開始時の資産及び
負債の内訳並びに同社株式の取得価額と株式取得に
よる支出との関係は次の通りであります。
流動資産 124,370千円

固定資産 949,327

流動負債 △220,551

固定負債 △484,132

負ののれん △177,450

新規連結子会社の取得価額 191,564
新規連結子会社の現金及び
現金同等物

62,482

差引：新規連結子会社取得
　　　による支出

129,082

※３．株式の売却により連結子会社でなくなった会社の
資産及び負債の内訳
株式の売却により株式会社ウェブ・ワークス及びア
イ・モバイル株式会社が連結子会社でなくなったこ
とに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに２社の
売却価額と株式売却による収入及び株式売却による
支出との関係は次の通りであります。
①株式会社ウェブ・ワークス
流動資産 787,392千円

固定資産 35,896

流動負債 △624,958

少数株主持分 △49,582

株式売却益 871,252

当該会社株式の売却価額 1,020,000
当該会社の現金及び
現金同等物

127,665

差引：当該会社株式の売却
　　　による収入

892,334

②アイ・モバイル株式会社
流動資産 179,197千円

固定資産 51,216

流動負債 △194,059

株式売却損 △11,354

当該会社株式の売却価額 25,000
当該会社の現金及び
現金同等物

40,789

差引：当該会社株式の売却
　　　による支出

15,789

※３．株式の売却により連結子会社でなくなった会社の
資産及び負債の内訳
株式の売却により株式会社アントレプレナー及び株
式会社フーディーズが連結子会社でなくなったこと
に伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに２社の売
却価額と株式売却による支出との関係は次の通りで
あります。

　　①株式会社アントレプレナー
流動資産 383,705千円

固定資産 52,390

流動負債 △77,891

固定負債 △200

負ののれん △168

少数株主持分 △192,428

株式売却益 △34,707

当該会社株式の売却価額 130,700

当該会社の現金及び
現金同等物

204,019

差引：当該会社株式の売却
　　　による支出

73,319

②株式会社フーディーズ
流動資産 540,506千円

固定資産 828,431

流動負債 △660,868

固定負債 △463,310

負ののれん △32,775

少数株主持分 △117,902

新株予約権 △5,250

株式売却益 10,169

当該会社株式の売却価額 99,000
当該会社の現金及び
現金同等物

256,275

差引：当該会社株式の売却
　　　による支出

157,275
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 前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

　　　　　　　─────────

 

※４．連結範囲の変更により連結子会社となった会社の

資産及び負債の内訳

合同会社Expanding Investment Co.は、当連結会計

年度において資金支援による当社の影響力が増した

ため、新たに連結しております。

流動資産 39,034千円

固定資産 1,093,500

固定負債 3,873,500
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(リース取引関係)

 
前連結会計年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転

外ファイナンス・リース取引

　(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

　(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

車両運搬具 10,967 4,158 6,808

工具器具
及び備品

56,20618,69037,516

ソフトウエア 78,98232,27246,710

合計 146,15655,12091,035

　　(注)　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産及び無形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

車両運搬具 5,025 3,182 1,842

工具器具
及び備品

16,64411,4055,238

ソフトウエア 10,242 4,148 6,093

合計 31,91118,73613,174

（注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産及び無形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法により算定し

ております。

　(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 31,490千円

１年超 59,545

合計 91,035

　　(注)　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産及び無形固定資産

の期末残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。

　(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 5,571千円

１年超 7,602

合計 13,174

　 (注)　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産及び無形固定資産

の期末残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。

　(3) 支払リース料、減価償却費相当額

支払リース料 13,019千円

減価償却費相当額 13,019

　

　(3) 支払リース料、減価償却費相当額

支払リース料 6,382千円

減価償却費相当額 6,382

　(4) 減価償却費相当額の算定方法

　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

　(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

（減損損失について）

　　  リース資産に配分された減損損失はありませんの

で、項目等の注記は省略しております。

（減損損失について）

同左
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(有価証券関係)

前連結会計年度（平成20年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 

 種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

(1）株式 ― ― ―

(2）債券    

　①　国債・地方債等 ― ― ―

　②　社債 ― ― ―

　③　その他 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

小計 ― ― ―

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

(1）株式 372,434 315,780 △56,654

(2）債券    

　①　国債・地方債等 ― ― ―

　②　社債 ― ― ―

　③　その他 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

小計 372,434 315,780 △56,654

合計 372,434 315,780 △56,654

(注)　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価格であります。なお、当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券

評価損214,084千円を計上しております。

 

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

485,951 30,696 11,990

 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

 

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

　　　非上場株式 390,319

　　　投資事業組合等出資金 381,087

　　　その他 22,000

(注)　当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損84,580千円を計上しております。
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当連結会計年度（平成21年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 

 種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

(1）株式 ― ― ―

(2）債券    

　①　国債・地方債等 ― ― ―

　②　社債 ― ― ―

　③　その他 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

小計 ― ― ―

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

(1）株式 379,081 327,859 △51,222

(2）債券    

　①　国債・地方債等 ― ― ―

　②　社債 ― ― ―

　③　その他 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

小計 379,081 327,859 △51,222

合計 379,081 327,859 △51,222

(注)　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価格であります。なお、当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券

評価損283,710千円を計上しております。

 

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

14,421 ― 59,297

 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

 

 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

　　　非上場株式 330,455

　　　投資事業組合等出資金 89,322

　　　その他 22,000

(注)　当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損163,575千円を計上しております。
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(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)及び

当連結会計年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

 

(退職給付関係)

１．採用している退職給付制度の概要

当社の従業員については確定拠出年金制度、一部の連結子会社の従業員については確定拠出年金制度及

び特定退職金共済制度を採用しております。当連結会計年度の確定拠出型年金への掛金支払額は、退職給付

費用に計上しております。

 

２．退職給付費用の内訳

 

 
前連結会計年度

(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

確定拠出型年金制度に係る拠出額（千円） 6,013 3,274
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(ストック・オプション等関係)

前連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１．連結財務諸表への影響額

　　　　　　株式報酬費用（販売費及び一般管理費）　37,721千円

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(１)ストック・オプションの内容

会社名 提出会社

決議年月日 平成14年８月５日

 当社取締役　３名

 当社従業員　21名

付与対象者の区分及び人数 連結子会社の取締役　１名

 連結子会社の従業員　118名

株式の種類別のストック・オプションの付与数（注）１ 普通株式　5,976株

付与日 平成14年９月20日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。（注）２

対象勤務期間 平成14年９月20日～平成16年８月５日

権利行使期間 平成16年８月６日～平成20年８月５日

(注）１．株式数に換算して記載しております。
また、上記表に記載された株式数は、平成15年11月20日付株式分割（株式１株につき1.5株）、平成17年５月20日付株
式分割（株式１株につき４株）及び平成18年３月１日付株式分割（株式１株につき２株）による分割後の株式数に
換算して記載しております。

２．権利行使の条件は以下のとおりであります。
①新株予約権を行使するためには、その割当を受けた時から権利行使時に至るまでの間、継続して当社または当社連
結子会社の取締役、監査役または従業員のいずれかに在任または在職していることを要する。但し任期満了による退
任、定年退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権の割当を受けた者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人がその権利を承継するものとする。
③その他の条件は、取締役会決議により決定する。

 

会社名 提出会社

決議年月日 平成15年６月27日

付与対象者の区分及び人数

当社従業員　18名

連結子会社の取締役　１名

連結子会社の従業員　44名

株式の種類別のストック・オプションの付与数（注）１ 普通株式　7,200株

付与日 平成15年７月18日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。（注）２

対象勤務期間 平成15年７月18日～平成17年６月30日

権利行使期間 平成17年７月１日～平成21年６月30日

(注）１．株式数に換算して記載しております。
また、上記表に記載された株式数は、平成15年11月20日付株式分割（株式１株につき1.5株）、平成17年５月20日付株
式分割（株式１株につき４株）及び平成18年３月１日付株式分割（株式１株につき２株）による分割後の株式数に
換算して記載しております。

２．権利行使の条件は以下のとおりであります。
①新株予約権を行使するためには、その割当を受けた時から権利行使時に至るまでの間、継続して当社または当社連
結子会社の取締役、監査役または従業員のいずれかに在任または在職していることを要する。但し、任期満了による
退任、定年退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権の割当を受けた者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人がその権利を承継するものとする。
③その他の条件は、取締役会決議により決定する。
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会社名 提出会社

決議年月日 平成16年６月29日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役　３名

当社従業員　11名

連結子会社の従業員　154名

株式の種類別のストック・オプションの付与数（注）１ 普通株式　8,000株

付与日 平成16年７月23日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。（注）２

対象勤務期間 平成16年７月23日～平成18年６月30日

権利行使期間 平成18年７月１日～平成22年６月30日

(注）１．株式数に換算して記載しております。

また、上記表に記載された株式数は、平成17年５月20日付株式分割（株式１株につき４株）及び平成18年３月１日付

株式分割（株式１株につき２株）による分割後の株式数に換算して記載しております。

２．権利行使の条件は以下のとおりであります。

①新株予約権を行使するためには、その割当を受けた時から権利行使時に至るまでの間、継続して当社または当社連

結子会社の取締役、監査役または従業員のいずれかに在任または在職していることを要する。但し、任期満了による

退任、定年退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

②新株予約権の割当を受けた者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人がその権利を承継するものとする。

③その他の条件は、取締役会決議により決定する。

 

会社名 提出会社

決議年月日 平成17年６月29日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役　３名

当社監査役　３名

当社従業員　20名

連結子会社の取締役　８名

連結子会社の従業員　229名

株式の種類別のストック・オプションの付与数（注）１ 普通株式　13,756株

付与日 平成17年８月４日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。（注）２

対象勤務期間 平成17年８月４日～平成19年６月30日

権利行使期間 平成19年７月１日～平成23年６月30日

(注）１．株式数に換算して記載しております。

また、上記表に記載された株式数は、平成18年３月１日付株式分割（株式１株につき２株）による分割後の株式数に

換算して記載しております。

２．権利行使の条件は以下のとおりであります。

①新株予約権を行使するためには、その割当を受けた時から権利行使時に至るまでの間、継続して当社または当社連

結子会社の取締役、監査役または従業員のいずれかに在任または在職していることを要する。但し、任期満了による

退任、定年退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

②新株予約権の割当を受けた者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人がその権利を承継するものとする。

③その他の条件は、取締役会決議により決定する。
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会社名 提出会社

決議年月日 平成17年６月29日

付与対象者の区分及び人数

当社従業員　１名

連結子会社の取締役　１名

連結子会社の従業員　49名

株式の種類別のストック・オプションの付与数（注）１ 普通株式　2,244株

付与日 平成18年２月６日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。（注）２

対象勤務期間 平成18年２月６日～平成19年６月30日

権利行使期間 平成19年７月１日～平成23年６月30日

(注）１．株式数に換算して記載しております。

また、上記表に記載された株式数は、平成18年３月１日付株式分割（株式１株につき２株）による分割後の株式数に

換算して記載しております。

２．権利行使の条件は以下のとおりであります。

①新株予約権を行使するためには、その割当を受けた時から権利行使時に至るまでの間、継続して当社または当社連

結子会社の取締役、監査役または従業員のいずれかに在任または在職していることを要する。但し、任期満了による

退任、定年退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

②新株予約権の割当を受けた者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人がその権利を承継するものとする。

③その他の条件は、取締役会決議により決定する。

 

会社名 提出会社

決議年月日 平成19年６月28日

付与対象者の区分及び人数

当社従業員　40名

連結子会社の取締役　6名

連結子会社の従業員　391名

株式の種類別のストック・オプションの付与数（注）１ 普通株式　5,414株

付与日 平成19年９月３日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。（注）２

対象勤務期間 平成19年９月３日～平成21年９月30日

権利行使期間 平成21年10月１日～平成25年６月30日

(注）１．株式数に換算して記載しております。

２．権利行使の条件は以下のとおりであります。

①新株予約権を行使するためには、その割当を受けた時から権利行使時に至るまでの間、継続して当社または当社連

結子会社の取締役、監査役または従業員のいずれかに在任または在職していることを要する。但し、任期満了による

退任、定年退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

②新株予約権の割当を受けた者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人がその権利を承継するものとする。

③その他の条件は、取締役会決議により決定する。
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会社名 提出会社

決議年月日 平成18年６月29日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役　１名

株式の種類別のストック・オプションの付与数（注）１ 普通株式　1,000株

付与日 平成19年９月10日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。（注）２

対象勤務期間 平成19年９月10日～平成21年９月30日

権利行使期間 平成21年10月１日～平成24年６月30日

(注）１．株式数に換算して記載しております。

２．権利行使の条件は以下のとおりであります。

①新株予約権を行使するためには、その割当を受けた時から権利行使時に至るまでの間、継続して当社または当社連

結子会社の取締役、監査役または従業員のいずれかに在任または在職していることを要する。但し、任期満了による

退任、定年退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

②新株予約権の割当を受けた者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人がその権利を承継するものとする。

③その他の条件は、取締役会決議により決定する。

 

会社名 連結子会社（エンパワーヘルスケア株式会社）

決議年月日 平成18年３月31日

付与対象者の区分及び人数 連結子会社の取締役　２名

株式の種類別のストック・オプションの付与数（注）１ 普通株式　302,083株

付与日 平成18年３月31日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。（注）２

対象勤務期間 ───────

権利行使期間 平成18年３月31日～平成38年３月31日

(注）１．株式数に換算して記載しております。

２．権利行使の条件は以下のとおりであります。

新株予約権の割当を受けた者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人がその権利を承継するものとする。
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会社名 連結子会社（エンパワーヘルスケア株式会社）

決議年月日 平成18年３月31日

付与対象者の区分及び人数 連結子会社の従業員　41名

株式の種類別のストック・オプションの付与数（注）１ 普通株式　191,500株

付与日 平成18年３月31日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。（注）２

対象勤務期間 平成18年３月31日～平成20年３月31日

権利行使期間 平成20年４月１日～平成24年３月30日

(注）１．株式数に換算して記載しております。

２．権利行使の条件は以下のとおりであります。

①新株予約権を行使するためには、その割当を受けた時から権利行使時に至るまでの間、継続して当社または当社親

会社もしくはその連結子会社の取締役、監査役あるいは従業員のいずれかに在任または在職していることを要する。

但し、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

②新株予約権の割当を受けた者が権利行使期間中に死亡した場合には、取締役会の承認がある場合に限り相続人が

その権利を承継するものとする。

③新株予約権を行使するためには、「会社が新株予約権を消却する事ができる事由及び消却の条件」に定める消却

事由が発生していないことを要する。

④新株予約権は、(ⅰ)当社が株式公開した場合または(ⅱ)株式会社テレウェイヴ及びその連結子会社が保有する当

社の株式の数が当社の発行済株式総数に占める割合が50％未満となる事由が当社の取締役会において決議された場

合に限り行使することができる。但し、(ⅱ)の場合は当社の取締役会が指定した期間においてのみ新株予約権を行使

することができるものとする。

⑤その他の条件は、取締役会決議により決定する。

 

会社名 連結子会社（エンパワーヘルスケア株式会社）

決議年月日 平成18年３月31日

付与対象者の区分及び人数 連結子会社の従業員　41名

株式の種類別のストック・オプションの付与数（注）１ 普通株式　110,581株

付与日 平成19年３月８日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。（注）２

対象勤務期間 平成19年３月８日～平成20年３月31日

権利行使期間 平成20年４月１日～平成24年３月30日

(注）１．株式数に換算して記載しております。

２．権利行使の条件は以下のとおりであります。

①新株予約権を行使するためには、その割当を受けた時から権利行使時に至るまでの間、継続して当社または当社親

会社もしくはその連結子会社の取締役、監査役あるいは従業員のいずれかに在任または在職していることを要する。

但し、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

②新株予約権の割当を受けた者が権利行使期間中に死亡した場合には、取締役会の承認がある場合に限り相続人が

その権利を承継するものとする。

③新株予約権を行使するためには、消却事由が発生していないことを要する。

④新株予約権は、(ⅰ)当社が株式公開した場合または(ⅱ)株式会社テレウェイヴ及びその連結子会社が保有する当

社の株式の数が当社の発行済株式総数に占める割合が50％未満となる事由が当社の取締役会において決議された場

合に限り行使することができる。但し、(ⅱ)の場合は当社の取締役会が指定した期間においてのみ新株予約権を行使

することができるものとする。

⑤その他の条件は、取締役会決議により決定する。
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会社名 連結子会社（株式会社アントレプレナー）

決議年月日 平成16年９月24日

 連結子会社の取締役　２名

付与対象者の区分及び人数 連結子会社の監査役　１名

 連結子会社の従業員　15名

株式の種類別のストック・オプションの付与数（注）１ 普通株式　100株

付与日 平成16年９月24日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。（注）２

対象勤務期間 平成16年９月24日～平成18年７月31日

権利行使期間 平成18年８月１日～平成23年７月31日

(注）１．株式数に換算して記載しております。
２．権利行使の条件は以下のとおりであります。 
①新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
②新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役、監査役、従業員（当社の子会社の従業員も含む）及び顧問契
約先であることを要する。但し、任期満了に伴う退社、定年退職、もしくは正当な理由のある場合には、この限りでは
ない。 
③新株予約権者は、新株予約権の全部または一部を行使することができる。
④当社が株式交換・株式移転により完全子会社となる場合、新株予約権の権利を完全親会社となる会社に承継する
ことができるものとする。その場合、新株予約権の目的たる株式の種類は、完全親会社の普通株式とし、その数及び各
新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額は、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、合理的な調整を行
うものとし、さらに、新株予約権を行使することができる期間は、本新株予約権を行使することができる期間の開始
日と株式交換または株式移転の日かいずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の満了日とし、
その他新株予約権の行使の条件ならびに会社が新株予約権を消却することができる事由及び消却の条件は本新株予
約権に準じて決定するものとする。

 

会社名 連結子会社（株式会社アントレプレナー）

決議年月日 平成17年３月25日

 連結子会社の取締役　２名

付与対象者の区分及び人数 連結子会社の監査役　２名

 連結子会社の従業員　16名

株式の種類別のストック・オプションの付与数（注）１ 普通株式　104株

付与日 平成17年３月25日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。（注）２

対象勤務期間 平成17年３月25日～平成18年７月31日

権利行使期間 平成18年８月１日～平成23年７月31日

(注）１．株式数に換算して記載しております。
２．権利行使の条件は以下のとおりであります。 
①新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 
②新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役、監査役、従業員（当社の子会社の従業員も含む）及び顧問契
約先であることを要する。但し、任期満了に伴う退社、定年退職、もしくは正当な理由のある場合には、この限りでは
ない。 
③新株予約権者は、新株予約権の全部または一部を行使することができる。
④当社が株式交換・株式移転により完全子会社となる場合、新株予約権の権利を完全親会社となる会社に承継する
ことができるものとする。その場合、新株予約権の目的たる株式の種類は、完全親会社の普通株式とし、その数及び各
新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額は、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、合理的な調整を行
うものとし、さらに、新株予約権を行使することができる期間は、本新株予約権を行使することができる期間の開始
日と株式交換または株式移転の日のいずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の満了日とし、
その他新株予約権の行使の条件ならびに会社が新株予約権を消却することができる事由及び消却の条件は本新株予
約権に準じて決定するものとする。
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会社名 連結子会社（株式会社キュアリアス）

決議年月日 平成16年3月25日

付与対象者の区分及び人数 社外協力者　６名

株式の種類別のストック・オプションの付与数（注）１ 普通株式　500株

付与日 平成16年３月26日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。（注）２

対象勤務期間 ───────

権利行使期間 平成16年3月27日から平成26年３月25日まで

(注）１．株式数に換算して記載しております。 

２．権利行使の条件は以下のとおりであります。

①新株予約権発行時において当社の株主であった者は、新株予約権の行使時においても株主であることを要する。ま

た、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期について、当社取締役会の承認を要

するものとする。

②新株予約権者が死亡した場合、死亡の日から１年間に限り、相続人がその権利を行使することができる。

③新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。

④その他の条件については、株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき当社と新株予約権の対象者

との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

 

 

会社名 連結子会社（株式会社キュアリアス）

決議年月日 平成16年４月27日

付与対象者の区分及び人数
 

連結子会社の取締役　５名

連結子会社の従業員　７名

株式の種類別のストック・オプションの付与数（注）１ 普通株式　1,480株

付与日 平成16年４月28日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。（注）２

対象勤務期間 平成16年４月28日～平成18年４月27日

権利行使期間 平成18年４月28日～平成26年４月26日

(注）１．株式数に換算して記載しております。

２．権利行使の条件は以下のとおりであります。

①新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役もしくは従業員の地位を有

していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合は、この限りではない。

②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。

③新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
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会社名 連結子会社（株式会社フーディーズ）

決議年月日 平成18年２月27日

付与対象者の区分及び人数
 

連結子会社の取締役　１名

 

株式の種類別のストック・オプションの付与数（注）１ 普通株式　2,100株

付与日 平成18年２月28日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。（注）２

対象勤務期間 ───────

権利行使期間 平成18年３月１日～平成23年２月28日

(注）１．株式数に換算して記載しております。

２．権利行使の条件は以下のとおりであります。

各新株予約権の行使に当たっては、新株予約権１個の一部についてこれを行使することはできないものとする。ま

た、新株予約権の行使の結果、新株予約権者に対して発行される株式数は整数でなければならず、１株未満の端数の

部分については、株式を割り当てないものとする。

 

会社名 連結子会社（株式会社フーディーズ）

決議年月日 平成18年７月31日

付与対象者の区分及び人数

連結子会社の取締役　３名

連結子会社の監査役　１名

社外協力者　　　　　１名

連結子会社の従業員　32名

株式の種類別のストック・オプションの付与数（注）１ 普通株式　412株

付与日 平成18年７月31日

権利確定条件

発行会社の普通株式にかかる株券が日本国内外の証券
取引所に上場されることを要する。ただし、発行会社の
取締役会において、本新株予約権の行使を特に認めた場
合は、この限りではない。（注）２

対象勤務期間 平成18年８月１日～平成20年２月27日

権利行使期間 平成20年２月28日～平成28年２月27日

(注）１．株式数に換算して記載しております。

２．権利行使の条件は以下のとおりであります。

①新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権または新株予約権者について、「会社が新株予約権を取得する

ことができる事由及び取得の条件」に定める消却事由が発生していないことを条件とし、消却事由が生じた新株予

約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではな

い。

②各新株予約権の行使に当たっては、新株予約権１個の一部についてこれを行使することはできないものとする。ま

た、新株予約権の行使の結果、新株予約権者に対して発行される株式数は整数でなければならず、１株未満の端数の

部分については、株式を割り当てないものとする。
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会社名 連結子会社（株式会社フーディーズ）

決議年月日 平成19年３月27日

付与対象者の区分及び人数

連結子会社の取締役　３名

連結子会社の監査役　２名

社外協力者　　　　　29名

連結子会社の従業員　38名

株式の種類別のストック・オプションの付与数（注）１ 普通株式　843株

付与日 平成19年３月31日

権利確定条件

発行会社の普通株式にかかる株券が日本国内外の証券
取引所に上場されることを要する。ただし、発行会社の
取締役会において、本新株予約権の行使を特に認めた場
合は、この限りではない。（注）２

対象勤務期間 平成19年４月１日～平成21年３月27日

権利行使期間 平成21年３月28日～平成29年３月27日

(注）１．株式数に換算して記載しております。

２．権利行使の条件は以下のとおりであります。

①新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時において、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員

たる地位並びに当社の取締役会において社外協力者として認定された地位を有していることを要する。

②新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に違反した場合は、本新株予約権

を行使できない。 

 

　　　　(２)ストック・オプションの規模及びその変動状況

　　　　　①ストック・オプションの数

（イ）提出会社

会社名 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 平成14年８月５日 平成15年６月27日 平成16年６月29日

権利確定前    

　期首（株） ─ ─ ─

　付与（株） ─ ─ ─

　失効（株） ─ ─ ─

　権利確定（株） ─ ─ ─

　未確定残（株） ─ ─ ─

権利確定後    

　期首（株） 444 1,428 4,648

　権利確定（株） ─ ─ ─

　権利行使（株） 264 192 ─

　失効（株） ─ 180 1,208

　未行使残（株） 180 1,056 3,440
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会社名 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 平成17年６月29日 平成17年６月29日 平成19年６月28日

権利確定前    

　期首（株） 10,724 2,224 ─

　付与（株） ─ ─ 5,414

　失効（株） 1,272 26 491

　権利確定（株） 9,452 2,198 ─

　未確定残（株） ─ ─ 4,923

権利確定後    

　期首（株） ─ ─ ─

　権利確定（株） 9,452 2,198 ─

　権利行使（株） ─ ─ ─

　失効（株） 2,154 122 ─

　未行使残（株） 7,298 2,076 ─

 

会社名 提出会社

決議年月日 平成18年６月29日

権利確定前  

　期首（株） ─

　付与（株） 1,000

　失効（株） ─

　権利確定（株） ─

　未確定残（株） 1,000

権利確定後  

　期首（株） ─

　権利確定（株） ─

　権利行使（株） ─

　失効（株） ─

　未行使残（株） ─
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（ロ）連結子会社

会社名 エンパワーヘルスケア㈱ エンパワーヘルスケア㈱ エンパワーヘルスケア㈱

決議年月日 平成18年３月31日 平成18年３月31日 平成18年３月31日

権利確定前    

　期首（株） ─ 185,000 110,581

　付与（株） ─ ─ ─

　失効（株） ─ 47,000 22,000

　権利確定（株） ─ ─ ─

　未確定残（株） ─ 138,000 88,581

権利確定後    

　期首（株） 302,083 ─ ─

　権利確定（株） ─ ─ ─

　権利行使（株） ─ ─ ─

　失効（株） ─ ─ ─

　未行使残（株） 302,083 ─ ─

 

会社名 ㈱アントレプレナー ㈱アントレプレナー ㈱キュアリアス

決議年月日 平成16年９月24日 平成17年３月25日 平成16年３月25日

権利確定前    

　期首（株） ─ ─ ─

　付与（株） ─ ─ ─

　失効（株） ─ ─ ─

　権利確定（株） ─ ─ ─

　未確定残（株） ─ ─ ─

権利確定後    

　期首（株） 86 82 200

　権利確定（株） ─ ─ ─

　権利行使（株） ─ ─ ─

　失効（株） 2 2 ─

　未行使残（株） 84 80 200
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会社名 ㈱キュアリアス ㈱フーディーズ ㈱フーディーズ

決議年月日 平成16年４月27日 平成18年２月27日 平成18年７月31日

権利確定前    

　期首（株） ─ ─ ─

　付与（株） ─ ─ ─

　失効（株） ─ ─ ─

　権利確定（株） ─ ─ ─

　未確定残（株） ─ ─ ―

権利確定後    

　期首（株） 1,200 ─ ─

　権利確定（株） ─ ─ ─

　権利行使（株） ─ ─ ─

　失効（株） 40 ─ ─

　未行使残（株） 1,160 2,100 128

 

会社名 ㈱フーディーズ

決議年月日 平成19年３月27日

権利確定前  

　期首（株） ─

　付与（株） ─

　失効（株） ─

　権利確定（株） ─

　未確定残（株） ―

権利確定後  

　期首（株） ─

　権利確定（株） ─

　権利行使（株） ─

　失効（株） ─

　未行使残（株） 695
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　　　　②単価情報

（イ）提出会社

会社名 提出会社 提出会社 提出会社

　決議年月日 平成14年８月５日 平成15年６月27日 平成16年６月29日

　権利行使価格（円） 2,250　（注）１ 31,105　（注）１ 151,607　（注）２

　行使時平均株価（円） 38,193 50,558 ─

　付与日における公正な評価
　単価（円）

─ ─ ─

 

会社名 提出会社 提出会社 提出会社

　決議年月日 平成17年６月29日 平成17年６月29日 平成19年６月28日

　権利行使価格（円） 285,705　（注）２ 497,286　（注）３ 51,800

　行使時平均株価（円） ─ ─ ─

　付与日における公正な評価
　単価（円）

─ ─ 27,104

 

会社名 提出会社

　決議年月日 平成18年６月29日

　権利行使価格（円） 46,100

　行使時平均株価（円） ─

　付与日における公正な評価
　単価（円）

22,716

（注)１．権利行使価格につきましては、平成15年11月20日付株式分割（株式１株につき1.5株）、平成17年５月20日付株式分
割（株式１株につき４株）及び平成18年３月１日付株式分割（株式１株につき２株）による調整後の１株当たりの
価格を記載しております。

２．権利行使価格につきましては、平成17年５月20日付株式分割（株式１株につき４株）及び平成18年３月１
日付株式分割（株式１株につき２株）による調整後の１株当たりの価格を記載しております。 

３．権利行使価格につきましては、平成18年３月１日付株式分割（株式１株につき２株）による調整後の１株
当たりの価格を記載しております。 

（ロ）連結子会社

会社名 エンパワーヘルスケア㈱ エンパワーヘルスケア㈱ エンパワーヘルスケア㈱

決議年月日 平成18年３月31日 平成18年３月31日 平成18年３月31日

　権利行使価格（円） 400 400 400

　行使時平均株価（円） ─ ─ ─

　付与日における公正な評価
　単価（円）

─ ─ ─

 

会社名 ㈱アントレプレナー ㈱アントレプレナー ㈱キュアリアス

決議年月日 平成16年９月24日 平成17年３月25日 平成16年３月25日

　権利行使価格（円） 57,000 57,000 50,000

　行使時平均株価（円） ─ ─ ─

　付与日における公正な評価
　単価（円）

─ ─ ─
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会社名 ㈱キュアリアス ㈱フーディーズ ㈱フーディーズ

決議年月日 平成16年４月27日 平成18年２月28日 平成18年７月31日

　権利行使価格（円） 50,000 25,000 （注） 58,500 （注）

　行使時平均株価（円） ─ ─ ─

　付与日における公正な評価
　単価（円）

─ ─ ─

 

会社名 ㈱フーディーズ

決議年月日 平成19年３月27日

　権利行使価格（円） 75,000

　行使時平均株価（円） ─

　付与日における公正な評価
　単価（円）

─

（注）権利行使価格につきましては、平成18年10月６日付株式分割（株式１株につき２株）による調整後の１株当たりの価格

を記載しております。

 

３．当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

（イ）提出会社

①　算定した技法　ブラック・ショールズ式

②　使用した主な基礎数値及びその見積方法

a）株価変動性　　73.5％

株価の変動性の算定は、付与日までの過去３年６ヶ月間(平成16年２月から平成19年８月まで)の株価実

績に基づき算定しております。

b）予想残存期間　３年10ヶ月

合理的な見積が困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定しております。

c）予想配当　　　250円／株

平成19年３月期の配当実績によっております。

d）無リスク利子率　1.0％

予想残存期間に対応する国債の利回りの平均によっております。

 

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

過去の実績に基づき将来の失効数を見積もる方法を採用しております。
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当連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

１．連結財務諸表への影響額

　　　　　　株式報酬費用（販売費及び一般管理費）　72,389千円

　　　　　　　新株予約権戻入益　　　　　　　　　　 110,110千円

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(１)ストック・オプションの内容

会社名 提出会社

決議年月日 平成14年８月５日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役　３名

当社従業員　21名

連結子会社の取締役　１名

連結子会社の従業員　118名

株式の種類別のストック・オプションの付与数（注）１ 普通株式　5,976株

付与日 平成14年９月20日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。（注）２

対象勤務期間 平成14年９月20日～平成16年８月５日

権利行使期間 平成16年８月６日～平成20年８月５日

(注）１．株式数に換算して記載しております。
また、上記表に記載された株式数は、平成15年11月20日付株式分割（株式１株につき1.5株）、平成17年５月20日付株
式分割（株式１株につき４株）及び平成18年３月１日付株式分割（株式１株につき２株）による分割後の株式数に
換算して記載しております。

２．権利行使の条件は以下のとおりであります。
①新株予約権を行使するためには、その割当を受けた時から権利行使時に至るまでの間、継続して当社または当社連
結子会社の取締役、監査役または従業員のいずれかに在任または在職していることを要する。但し任期満了による退
任、定年退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権の割当を受けた者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人がその権利を承継するものとする。
③その他の条件は、取締役会決議により決定する。

 

会社名 提出会社

決議年月日 平成15年６月27日

付与対象者の区分及び人数

当社従業員　18名

連結子会社の取締役　１名

連結子会社の従業員　44名

株式の種類別のストック・オプションの付与数（注）１ 普通株式　7,200株

付与日 平成15年７月18日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。（注）２

対象勤務期間 平成15年７月18日～平成17年６月30日

権利行使期間 平成17年７月１日～平成21年６月30日

(注）１．株式数に換算して記載しております。
また、上記表に記載された株式数は、平成15年11月20日付株式分割（株式１株につき1.5株）、平成17年５月20日付株
式分割（株式１株につき４株）及び平成18年３月１日付株式分割（株式１株につき２株）による分割後の株式数に
換算して記載しております。

２．権利行使の条件は以下のとおりであります。 
①新株予約権を行使するためには、その割当を受けた時から権利行使時に至るまでの間、継続して当社また　は当社
連結子会社の取締役、監査役または従業員のいずれかに在任または在職していることを要する。但し、任期満了によ
る退任、定年退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権の割当を受けた者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人がその権利を承継するものとする。
③その他の条件は、取締役会決議により決定する。
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会社名 提出会社

決議年月日 平成16年６月29日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役　３名

当社従業員　11名

連結子会社の従業員　154名

株式の種類別のストック・オプションの付与数（注）１ 普通株式　8,000株

付与日 平成16年７月23日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。（注）２

対象勤務期間 平成16年７月23日～平成18年６月30日

権利行使期間 平成18年７月１日～平成22年６月30日

(注）１．株式数に換算して記載しております。

また、上記表に記載された株式数は、平成17年５月20日付株式分割（株式１株につき４株）及び平成18年３月１日付

株式分割（株式１株につき２株）による分割後の株式数に換算して記載しております。

２．権利行使の条件は以下のとおりであります。 

①新株予約権を行使するためには、その割当を受けた時から権利行使時に至るまでの間、継続して当社または当社連

結子会社の取締役、監査役または従業員のいずれかに在任または在職していることを要する。但し、任期満了による

退任、定年退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

②新株予約権の割当を受けた者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人がその権利を承継するものとする。

③その他の条件は、取締役会決議により決定する。

 

会社名 提出会社

決議年月日 平成17年６月29日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役　３名

当社監査役　３名

当社従業員　20名

連結子会社の取締役　８名

連結子会社の従業員　229名

株式の種類別のストック・オプションの付与数（注）１ 普通株式　13,756株

付与日 平成17年８月４日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。（注）２

対象勤務期間 平成17年８月４日～平成19年６月30日

権利行使期間 平成19年７月１日～平成23年６月30日

(注）１．株式数に換算して記載しております。

また、上記表に記載された株式数は、平成18年３月１日付株式分割（株式１株につき２株）による分割後の株式数に

換算して記載しております。

２．権利行使の条件は以下のとおりであります。 

①新株予約権を行使するためには、その割当を受けた時から権利行使時に至るまでの間、継続して当社または当社連

結子会社の取締役、監査役または従業員のいずれかに在任または在職していることを要する。但し、任期満了による

退任、定年退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

②新株予約権の割当を受けた者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人がその権利を承継するものとする。

③その他の条件は、取締役会決議により決定する。

 

EDINET提出書類

株式会社ＳＢＲ(E02954)

有価証券届出書（通常方式）

121/237



 
会社名 提出会社

決議年月日 平成17年６月29日

付与対象者の区分及び人数

当社従業員　１名

連結子会社の取締役　１名

連結子会社の従業員　49名

株式の種類別のストック・オプションの付与数（注）１ 普通株式　2,244株

付与日 平成18年２月６日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。（注）２

対象勤務期間 平成18年２月６日～平成19年６月30日

権利行使期間 平成19年７月１日～平成23年６月30日

(注）１．株式数に換算して記載しております。

また、上記表に記載された株式数は、平成18年３月１日付株式分割（株式１株につき２株）による分割後の株式数に

換算して記載しております。

２．権利行使の条件は以下のとおりであります。

①新株予約権を行使するためには、その割当を受けた時から権利行使時に至るまでの間、継続して当社または当社連

結子会社の取締役、監査役または従業員のいずれかに在任または在職していることを要する。但し、任期満了による

退任、定年退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

②新株予約権の割当を受けた者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人がその権利を承継するものとする。

③その他の条件は、取締役会決議により決定する。

 

会社名 提出会社

決議年月日 平成19年６月28日

付与対象者の区分及び人数

当社従業員　40名

連結子会社の取締役　6名

連結子会社の従業員　391名

株式の種類別のストック・オプションの付与数（注）１ 普通株式　5,414株

付与日 平成19年９月３日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。（注）２

対象勤務期間 平成19年９月３日～平成21年９月30日

権利行使期間 平成21年10月１日～平成25年６月30日

(注）１．株式数に換算して記載しております。

２．権利行使の条件は以下のとおりであります。

①新株予約権を行使するためには、その割当を受けた時から権利行使時に至るまでの間、継続して当社または当社連

結子会社の取締役、監査役または従業員のいずれかに在任または在職していることを要する。但し、任期満了による

退任、定年退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

②新株予約権の割当を受けた者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人がその権利を承継するものとする。

③その他の条件は、取締役会決議により決定する。

 

EDINET提出書類

株式会社ＳＢＲ(E02954)

有価証券届出書（通常方式）

122/237



 
会社名 提出会社

決議年月日 平成18年６月29日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役　１名

株式の種類別のストック・オプションの付与数（注）１ 普通株式　1,000株

付与日 平成19年９月10日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。（注）２

対象勤務期間 平成19年９月10日～平成21年９月30日

権利行使期間 平成21年10月１日～平成24年６月30日

(注）１．株式数に換算して記載しております。

２．権利行使の条件は以下のとおりであります。

①新株予約権を行使するためには、その割当を受けた時から権利行使時に至るまでの間、継続して当社または当社連

結子会社の取締役、監査役または従業員のいずれかに在任または在職していることを要する。但し、任期満了による

退任、定年退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

②新株予約権の割当を受けた者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人がその権利を承継するものとする。

③その他の条件は、取締役会決議により決定する。

 

会社名 提出会社

決議年月日 平成20年６月27日

付与対象者の区分及び人数
当社従業員　56名

連結子会社の従業員　310名

株式の種類別のストック・オプションの付与数（注）１ 普通株式　6,781株

付与日 平成20年９月２日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。（注）２

対象勤務期間 平成20年９月２日～平成22年８月18日

権利行使期間 平成22年８月19日～平成26年８月18日

(注）１．株式数に換算して記載しております。

２．権利行使の条件は以下のとおりであります。

①新株予約権を行使するためには、その割当を受けた時から権利行使時に至るまでの間、継続して当社または当社連

結子会社の取締役、監査役または従業員のいずれかに在任または在職していることを要する。但し、任期満了による

退任、定年退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

②新株予約権の割当を受けた者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人がその権利を承継するものとする。

③その他の条件は、取締役会決議により決定する。
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会社名 提出会社

決議年月日 平成20年６月27日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役　４名

株式の種類別のストック・オプションの付与数（注）１ 普通株式　7,000株

付与日 平成20年９月２日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。（注）２

対象勤務期間 平成20年９月２日～平成22年８月18日

権利行使期間 平成22年８月19日～平成26年８月18日

(注）１．株式数に換算して記載しております。

２．権利行使の条件は以下のとおりであります。

①新株予約権を行使するためには、その割当を受けた時から権利行使時に至るまでの間、継続して当社または当社連

結子会社の取締役、監査役または従業員のいずれかに在任または在職していることを要する。但し、任期満了による

退任、定年退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

②新株予約権の割当を受けた者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人がその権利を承継するものとする。

③その他の条件は、取締役会決議により決定する。

 

会社名 連結子会社（エンパワーヘルスケア株式会社）

決議年月日 平成18年３月31日

付与対象者の区分及び人数 連結子会社の取締役　２名

株式の種類別のストック・オプションの付与数（注）１ 普通株式　302,083株

付与日 平成18年３月31日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。（注）２

対象勤務期間 ───────

権利行使期間 平成18年３月31日～平成38年３月31日

(注）１．株式数に換算して記載しております。

２．権利行使の条件は以下のとおりであります。

新株予約権の割当を受けた者が権利行使期間中に死亡した場合、相続人がその権利を承継するものとする。
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会社名 連結子会社（エンパワーヘルスケア株式会社）

決議年月日 平成18年３月31日

付与対象者の区分及び人数 連結子会社の従業員　41名

株式の種類別のストック・オプションの付与数（注）１ 普通株式　191,500株

付与日 平成18年３月31日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。（注）２

対象勤務期間 平成18年３月31日～平成20年３月31日

権利行使期間 平成20年４月１日～平成24年３月30日

(注）１．株式数に換算して記載しております。

２．権利行使の条件は以下のとおりであります。

①新株予約権を行使するためには、その割当を受けた時から権利行使時に至るまでの間、継続して当社または当社親

会社もしくはその連結子会社の取締役、監査役あるいは従業員のいずれかに在任または在職していることを要する。

但し、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

②新株予約権の割当を受けた者が権利行使期間中に死亡した場合には、取締役会の承認がある場合に限り相続人が

その権利を承継するものとする。

③新株予約権を行使するためには、「会社が新株予約権を消却する事ができる事由及び消却の条件」に定める消却

事由が発生していないことを要する。

④新株予約権は、(ⅰ)当社が株式公開した場合または(ⅱ)株式会社テレウェイヴ及びその連結子会社が保有する当

社の株式の数が当社の発行済株式総数に占める割合が50％未満となる事由が当社の取締役会において決議された場

合に限り行使することができる。但し、(ⅱ)の場合は当社の取締役会が指定した期間においてのみ新株予約権を行使

することができるものとする。

⑤その他の条件は、取締役会決議により決定する。

 

会社名 連結子会社（エンパワーヘルスケア株式会社）

決議年月日 平成18年３月31日

付与対象者の区分及び人数 連結子会社の従業員　41名

株式の種類別のストック・オプションの付与数（注）１ 普通株式　110,581株

付与日 平成19年３月８日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。（注）２

対象勤務期間 平成19年３月８日～平成20年３月31日

権利行使期間 平成20年４月１日～平成24年３月30日

(注）１．株式数に換算して記載しております。

２．権利行使の条件は以下のとおりであります。

①新株予約権を行使するためには、その割当を受けた時から権利行使時に至るまでの間、継続して当社または当社親

会社もしくはその連結子会社の取締役、監査役あるいは従業員のいずれかに在任または在職していることを要する。

但し、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

②新株予約権の割当を受けた者が権利行使期間中に死亡した場合には、取締役会の承認がある場合に限り相続人が

その権利を承継するものとする。

③新株予約権を行使するためには、消却事由が発生していないことを要する。

④新株予約権は、(ⅰ)当社が株式公開した場合または(ⅱ)株式会社テレウェイヴ及びその連結子会社が保有する当

社の株式の数が当社の発行済株式総数に占める割合が50％未満となる事由が当社の取締役会において決議された場

合に限り行使することができる。但し、(ⅱ)の場合は当社の取締役会が指定した期間においてのみ新株予約権を行使

することができるものとする。

⑤その他の条件は、取締役会決議により決定する。
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会社名 連結子会社（株式会社アントレプレナー）

決議年月日 平成16年９月24日

 連結子会社の取締役　２名

付与対象者の区分及び人数 連結子会社の監査役　１名

 連結子会社の従業員　15名

株式の種類別のストック・オプションの付与数（注）１ 普通株式　100株

付与日 平成16年９月24日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。（注）２

対象勤務期間 平成16年９月24日～平成18年７月31日

権利行使期間 平成18年８月１日～平成23年７月31日

(注）１．株式数に換算して記載しております。
２．権利行使の条件は以下のとおりであります。
①新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
②新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役、監査役、従業員（当社の子会社の従業員も含む）及び顧問契
約先であることを要する。但し、任期満了に伴う退社、定年退職、もしくは正当な理由のある場合には、この限りでは
ない。
③新株予約権者は、新株予約権の全部または一部を行使することができる。
④当社が株式交換・株式移転により完全子会社となる場合、新株予約権の権利を完全親会社となる会社に承継する
ことができるものとする。その場合、新株予約権の目的たる株式の種類は、完全親会社の普通株式とし、その数及び各
新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額は、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、合理的な調整を行
うものとし、さらに、新株予約権を行使することができる期間は、本新株予約権を行使することができる期間の開始
日と株式交換または株式移転の日かいずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の満了日とし、
その他新株予約権の行使の条件ならびに会社が新株予約権を消却することができる事由及び消却の条件は本新株予
約権に準じて決定するものとする。

 

会社名 連結子会社（株式会社アントレプレナー）

決議年月日 平成17年３月25日

 連結子会社の取締役　２名

付与対象者の区分及び人数 連結子会社の監査役　２名

 連結子会社の従業員　16名

株式の種類別のストック・オプションの付与数（注）１ 普通株式　104株

付与日 平成17年３月25日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。（注）２

対象勤務期間 平成17年３月25日～平成18年７月31日

権利行使期間 平成18年８月１日～平成23年７月31日

(注）１．株式数に換算して記載しております。
２．権利行使の条件は以下のとおりであります。
①新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
②新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役、監査役、従業員（当社の子会社の従業員も含む）及び顧問契
約先であることを要する。但し、任期満了に伴う退社、定年退職、もしくは正当な理由のある場合には、この限りでは
ない。
③新株予約権者は、新株予約権の全部または一部を行使することができる。
④当社が株式交換・株式移転により完全子会社となる場合、新株予約権の権利を完全親会社となる会社に承継する
ことができるものとする。その場合、新株予約権の目的たる株式の種類は、完全親会社の普通株式とし、その数及び各
新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額は、株式交換または株式移転の条件等を勘案の上、合理的な調整を行
うものとし、さらに、新株予約権を行使することができる期間は、本新株予約権を行使することができる期間の開始
日と株式交換または株式移転の日のいずれか遅い日から本新株予約権を行使することができる期間の満了日とし、
その他新株予約権の行使の条件ならびに会社が新株予約権を消却することができる事由及び消却の条件は本新株予
約権に準じて決定するものとする。
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会社名 連結子会社（株式会社キュアリアス）

決議年月日 平成16年3月25日

付与対象者の区分及び人数 社外協力者　６名

株式の種類別のストック・オプションの付与数（注）１ 普通株式　500株

付与日 平成16年３月26日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。（注）２

対象勤務期間 ───────

権利行使期間 平成16年3月27日から平成26年３月25日まで

(注）１．株式数に換算して記載しております。

２．権利行使の条件は以下のとおりであります。

①新株予約権発行時において当社の株主であった者は、新株予約権の行使時においても株主であることを要する。ま

た、新株予約権の行使に先立ち、当該行使に係る新株予約権の数及び行使の時期について、当社取締役会の承認を要

するものとする。

②新株予約権者が死亡した場合、死亡の日から１年間に限り、相続人がその権利を行使することができる。

③新株予約権の質入その他一切の処分は認めない。

④その他の条件については、株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき当社と新株予約権の対象者

との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

 

会社名 連結子会社（株式会社キュアリアス）

決議年月日 平成16年４月27日

付与対象者の区分及び人数
 

連結子会社の取締役　５名

連結子会社の従業員　７名

株式の種類別のストック・オプションの付与数（注）１ 普通株式　1,480株

付与日 平成16年４月28日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。（注）２

対象勤務期間 平成16年４月28日～平成18年４月27日

権利行使期間 平成18年４月28日～平成26年４月26日

(注）１．株式数に換算して記載しております。

２．権利行使の条件は以下のとおりであります。

①新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役もしくは従業員の地位を有

していることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合は、この限りではない。

②新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができるものとする。

③新株予約権の質入その他一切の処分は認めないものとする。
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会社名 連結子会社（株式会社フーディーズ）

決議年月日 平成18年２月27日

付与対象者の区分及び人数
 

連結子会社の取締役　１名

 

株式の種類別のストック・オプションの付与数（注）１ 普通株式　2,100株

付与日 平成18年２月28日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。（注）２

対象勤務期間 ───────

権利行使期間 平成18年３月１日～平成23年２月28日

(注）１．株式数に換算して記載しております。

２．権利行使の条件は以下のとおりであります。

  各新株予約権の行使に当たっては、新株予約権１個の一部についてこれを行使することはできないものとする。ま

た、新株予約権の行使の結果、新株予約権者に対して発行される株式数は整数でなければならず、１株未満の端数の

部分については、株式を割り当てないものとする。

 

会社名 連結子会社（株式会社フーディーズ）

決議年月日 平成18年７月31日

 連結子会社の取締役　３名

 連結子会社の監査役　１名

付与対象者の区分及び人数 社外協力者　　　　　１名

 連結子会社の従業員　32名

株式の種類別のストック・オプションの付与数（注）１ 普通株式　412株

付与日 平成18年７月31日

権利確定条件

発行会社の普通株式にかかる株券が日本国内外の証券
取引所に上場されることを要する。ただし、発行会社の
取締役会において、本新株予約権の行使を特に認めた場
合は、この限りではない。（注）２

対象勤務期間 平成18年８月１日～平成20年２月27日

権利行使期間 平成20年２月28日～平成28年２月27日

(注）１．株式数に換算して記載しております。

２．権利行使の条件は以下のとおりであります。

①新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権または新株予約権者について、「会社が新株予約権を取得する

ことができる事由及び取得の条件」に定める消却事由が発生していないことを条件とし、消却事由が生じた新株予

約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではな

い。

②各新株予約権の行使に当たっては、新株予約権１個の一部についてこれを行使することはできないものとする。ま

た、新株予約権の行使の結果、新株予約権者に対して発行される株式数は整数でなければならず、１株未満の端数の

部分については、株式を割り当てないものとする。

 

EDINET提出書類

株式会社ＳＢＲ(E02954)

有価証券届出書（通常方式）

128/237



 
会社名 連結子会社（株式会社フーディーズ）

決議年月日 平成19年３月27日

 連結子会社の取締役　３名

 連結子会社の監査役　２名

付与対象者の区分及び人数 社外協力者　　　　　29名

 連結子会社の従業員　38名

株式の種類別のストック・オプションの付与数（注）１ 普通株式　843株

付与日 平成19年３月31日

権利確定条件

発行会社の普通株式にかかる株券が日本国内外の証券
取引所に上場されることを要する。ただし、発行会社の
取締役会において、本新株予約権の行使を特に認めた場
合は、この限りではない。（注）２

対象勤務期間 平成19年４月１日～平成21年３月27日

権利行使期間 平成21年３月28日～平成29年３月27日

(注）１．株式数に換算して記載しております。

２．権利行使の条件は以下のとおりであります。

①新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時において、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員

たる地位並びに当社の取締役会において社外協力者として認定された地位を有していることを要する。

②新株予約権者が、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に違反した場合は、本新株予約権

を行使できない。 
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　　　　(２)ストック・オプションの規模及びその変動状況

　　　　　①ストック・オプションの数

（イ）提出会社

会社名 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 平成14年８月５日 平成15年６月27日 平成16年６月29日

権利確定前    

　期首（株） ― ― ―

　付与（株） ― ― ―

　失効（株） ― ― ―

　権利確定（株） ― ― ―

　未確定残（株） ― ― ―

権利確定後    

　期首（株） 156 1,056 3,440

　権利確定（株） ― ― ―

　権利行使（株） 24 ― ―

　失効（株） 132 120 440

　未行使残（株） ― 936 3,000

 
会社名 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 平成17年６月29日 平成17年６月29日 平成19年６月28日

権利確定前    

　期首（株） ― ― 4,923

　付与（株） ― ― ―

　失効（株） ― ― （注）　4,923

　権利確定（株） ― ― ―

　未確定残（株） ― ― ―

権利確定後    

　期首（株） 7,298 2,076 ―

　権利確定（株） ― ― ―

　権利行使（株） ― ― ―

　失効（株） 844 354 ―

　未行使残（株） 6,454 1,722 ―

（注）平成20年12月16日の取締役会決議に基づき全株を償却しております。

 

EDINET提出書類

株式会社ＳＢＲ(E02954)

有価証券届出書（通常方式）

130/237



 
会社名 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日 平成18年６月29日 平成20年６月27日 平成20年６月27日

権利確定前    

　期首（株） 1,000 ― ―

　付与（株） ― 6,781 7,000

　失効（株） ― （注）　6,781 （注）　7,000

　権利確定（株） ― ― ―

　未確定残（株） 1,000 ― ―

権利確定後    

　期首（株） ― ― ―

　権利確定（株） ― ― ―

　権利行使（株） ― ― ―

　失効（株） ― ― ―

　未行使残（株） ― ― ―

（注）平成20年12月16日の取締役会決議に基づき全株を償却しております。

 

（ロ）連結子会社

会社名 エンパワーヘルスケア㈱ エンパワーヘルスケア㈱ エンパワーヘルスケア㈱

決議年月日 平成18年３月31日 平成18年３月31日 平成18年３月31日

権利確定前    

　期首（株） ― ― ―

　付与（株） ― ― ―

　失効（株） ― ― ―

　権利確定（株） ― ― ―

　未確定残（株） ― ― ―

権利確定後    

　期首（株） 302,083 191,500 110,581

　権利確定（株） ― ― ―

　権利行使（株） ― ― ―

　失効（株） （注）　302,083 ― ―

　未行使残（株） ― 191,500 110,581

（注）平成21年２月27日の取締役会決議に基づき全株を償却しております。
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会社名 ㈱アントレプレナー ㈱アントレプレナー ㈱キュアリアス

決議年月日 平成16年９月24日 平成17年３月15日 平成16年３月25日

権利確定前    

　期首（株） ― ― ―

　付与（株） ― ― ―

　失効（株） ― ― ―

　権利確定（株） ― ― ―

　未確定残（株） ― ― ―

権利確定後    

　期首（株） 84 80 200

　権利確定（株） ― ― ―

　権利行使（株） ― ― ―

　失効（株） ― ― ―

　未行使残（株） ― ― 200

 
 

会社名 ㈱キュアリアス ㈱フーディーズ ㈱フーディーズ

決議年月日 平成16年４月27日 平成18年２月27日 平成18年７月31日

権利確定前    

　期首（株） ― ― ―

　付与（株） ― ― ―

　失効（株） ― ― ―

　権利確定（株） ― ― ―

　未確定残（株） ― ― ―

権利確定後    

　期首（株） 1,160 2,100 128

　権利確定（株） ― ― ―

　権利行使（株） ― ― ―

　失効（株） ― ― ―

　未行使残（株） 1,160 ― ―

 

EDINET提出書類

株式会社ＳＢＲ(E02954)

有価証券届出書（通常方式）

132/237



 

会社名 ㈱フーディーズ

決議年月日 平成19年３月27日

権利確定前  

　期首（株） ―

　付与（株） ―

　失効（株） ―

　権利確定（株） ―

　未確定残（株） ―

権利確定後  

　期首（株） 695

　権利確定（株） ―

　権利行使（株） ―

　失効（株） ―

　未行使残（株） ―
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　　　　②単価情報

（イ）提出会社

会社名 提出会社 提出会社 提出会社

　決議年月日 平成14年８月５日 平成15年６月27日 平成16年６月29日

　権利行使価格（円） 2,250　（注）１ 31,105　（注）１ 151,607　（注）２

　行使時平均株価（円） 21,840 ― ―

　付与日における公正な評価
　単価（円）

― ― ―

 

会社名 提出会社 提出会社 提出会社

　決議年月日 平成17年６月29日 平成17年６月29日 平成19年６月28日

　権利行使価格（円） 285,705　（注）２ 497,286　（注）３ 51,800

　行使時平均株価（円） ― ― ―

　付与日における公正な評価
　単価（円）

― ― 27,104

 

会社名 提出会社 提出会社 提出会社

　決議年月日 平成18年６月29日 平成20年６月27日 平成20年６月27日

　権利行使価格（円） 46,100 30,287 30,287

　行使時平均株価（円） ― ― ―

　付与日における公正な評価
　単価（円）

22,716 10,446 12,384

（注)１．権利行使価格につきましては、平成15年11月20日付株式分割（株式１株につき1.5株）、平成17年５月20日付株式分
割（株式１株につき４株）及び平成18年３月１日付株式分割（株式１株につき２株）による調整後の１株当たりの
価格を記載しております。

２．権利行使価格につきましては、平成17年５月20日付株式分割（株式１株につき４株）及び平成18年３月１日付株式
分割（株式１株につき２株）による調整後の１株当たりの価格を記載しております。

３．権利行使価格につきましては、平成18年３月１日付株式分割（株式１株につき２株）による調整後の１株当たりの
価格を記載しております。

（ロ）連結子会社

会社名 エンパワーヘルスケア㈱ エンパワーヘルスケア㈱ エンパワーヘルスケア㈱

決議年月日 平成18年３月31日 平成18年３月31日 平成18年３月31日

　権利行使価格（円） 400 400 400

　行使時平均株価（円） ― ― ―

　付与日における公正な評価
　単価（円）

― ― ―

 

会社名 ㈱アントレプレナー ㈱アントレプレナー ㈱キュアリアス

決議年月日 平成16年９月24日 平成17年３月25日 平成16年３月25日

　権利行使価格（円） 57,000 57,000 50,000

　行使時平均株価（円） ― ― ―

　付与日における公正な評価
　単価（円）

― ― ―
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会社名 ㈱キュアリアス ㈱フーディーズ ㈱フーディーズ

決議年月日 平成16年４月27日 平成18年２月28日 平成18年７月31日

　権利行使価格（円） 50,000 25,000（注） 58,500（注）

　行使時平均株価（円） ― ― ―

　付与日における公正な評価
　単価（円）

― ― ―

 

会社名 ㈱フーディーズ

決議年月日 平成19年３月27日

　権利行使価格（円） 75,000

　行使時平均株価（円） ─

　付与日における公正な評価
　単価（円）

─

（注）権利行使価格につきましては、平成18年10月６日付株式分割（株式１株につき２株）による調整後の１株当たりの価格

を記載しております。
 

３．当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　提出会社

　（イ）平成20年６月27日定時株主総会決議

①　算定した技法　ブラック・ショールズ式

②　使用した主な基礎数値及びその見積方法

a）株価変動性　　78.1％

株価の変動性の算定は、付与日までの過去４年間(平成16年９月から平成20年８月まで)の株価実績に基

づき算定しております。

b）予想残存期間　３年11ヶ月

合理的な見積が困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定しております。

c）予想配当　　　250円／株

平成20年３月期の配当実績によっております。

d）無リスク利子率　0.87％

予想残存期間に対応する国債の利回りの平均によっております。

（ロ）平成20年６月27日定時株主総会決議

①　算定した技法　ブラック・ショールズ式

②　使用した主な基礎数値及びその見積方法

a）株価変動性　　79.8％

株価の変動性の算定は、付与日までの過去５年６ヶ月間(平成15年３月から平成20年８月まで)の株価実

績に基づき算定しております。

b）予想残存期間　５年５ヶ月

合理的な見積が困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定しております。

c）予想配当　　　250円／株

平成20年３月期の配当実績によっております。

d）無リスク利子率　1.02％

予想残存期間に対応する国債の利回りの平均によっております。
 

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

過去の実績に基づき将来の失効数を見積もる方法を採用しております。

前へ　　　次へ
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(税効果会計関係)

        １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位：千円)

 
前連結会計年度

(平成20年３月31日現在)
当連結会計年度

(平成21年３月31日現在)

繰延税金資産   

貸倒引当金 955,643 6,851,627

賞与引当金 11,774 8,135

たな卸資産 8,274 822

未払費用 4,812 639

未払事業税 14,125 21,140

未払ホスティング費用 941 770

解約負担引当金 159,907 167,053

移転損失引当金 ― 205,890

金融取引損失引当金 ― 64,065

役員退職慰労引当金 4,609 ―

減価償却費 63,613 137,492

投資有価証券評価損 1,080,850 2,128,948

減損損失 158,737 30,053

繰越欠損金 845,692 1,573,872

その他有価証券評価差額金 45,944 21,783

その他 395,554 149,474

　繰延税金資産小計 3,750,475 11,361,763

評価性引当額 △3,628,859 △11,229,734

　繰延税金資産合計 121,616 132,029

繰延税金資産の純額 121,616 132,029

 

繰延税金資産（△負債）の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

(単位：千円)

 
前連結会計年度

(平成20年３月31日現在)
当連結会計年度

(平成21年３月31日現在)

流動資産－繰延税金資産 67,632 57,439

固定資産－繰延税金資産 53,984 74,589

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

前連結会計年度及び当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失であるため記載を省略しております。
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(企業結合等関係)

　　　前連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

　該当事項はありません。

 

　　　当連結会計年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

共通支配下の取引等

　1.対象になった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含

む取引の概要

　(1) 対象になった事業の名称及びその事業の内容

　事業の名称　ソリューション事業

　事業の内容　システム開発事業

　(2) 企業結合の法的形式

　株式会社テレウェイヴリンクス(当社の連結子会社)を存続会社、アイ・モバイルシステムズ株式会社(当社

の連結子会社)を消滅会社とする吸収合併

　(3) 結合後企業の名称

　株式会社テレウェイヴリンクス

　(4) 取引目的を含む取引の概要

　小企業のＩＴ化、経営支援サービスを提供しております株式会社テレウェイヴリンクスとＩＴパッケージの

基幹ソフトを供給しておりますアイ・モバイルシステムズ株式会社を統合することで、営業が収集した顧客

ニーズを製品開発へ結びつけ、新商材の開発を円滑に行うことが可能になることや、経営基盤の強化、間接部

門の集約化による経営効率の向上等を図れるものと判断し、合併を行うものであります。

　(5) 合併期日

　　　平成20年10月１日

 

2.実施した会計処理の概要

「企業結合に係る会計基準」(企業会計審議会 平成15年10月31日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等

会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号　最終改正平成19年11月15日)に基づき共通支配

下の取引として処理しております。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

当社グループは、前連結会計年度において情報通信機器事業から、より事業将来性の高いソリューション事

業への経営リソースの集中化を実施しており、前連結会計年度でソリューション事業へのシフトが完了いた

しました。

　これにより、事業区分としては単一セグメントとなったため、当連結会計年度より事業の種類別セグメント

情報は作成しておりません。

 

当連結会計年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

当社グループ事業はソリューション事業の単一事業であります。従いまして、開示対象となるセグメントは

ありませんので、記載を省略しております。

 

 

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外

支店がないため、該当事項はありません。

 

【海外売上高】

前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高がないため、該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

前連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

属性 会社等の名称
事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

(被所有)割合
(％)

事業上の
関係

取引の内容
取引金額
(千円)
(注)１

科目
期末金額
(千円)
(注)１

主要株主 村山拓蔵 主要株主
被所有
直接16.5

─
顧問料の支払
(注)２(1)

2,000─ ─

役員及びそ
の近親者

デービット・
リーブレック

当社元取締役 ─ ─
子会社新株予
約権の買取
(注)２(2)

146,963未払金 146,963

(注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。

２．(1)顧問契約に基づき、交渉の上決定しております。

　　(2)買取金額については、第三者機関によって評価された金額を基に、価格交渉の上で決定しております。

 

 

当連結会計年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

　(追加情報)

当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号　平成18年10月17日）及

び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号　平成18年10月17日）を

適用しております。

　　　該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

 
前連結会計年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 25,571.16円１株当たり純資産額 6,911.09円

１株当たり当期純損失 12,495.88円１株当たり当期純損失 18,524.90円

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株

当たり当期純損失であるため、記載しておりません。

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株

当たり当期純損失であるため、記載しておりません。

(注)　算定上の基礎

１．１株当たり純資産額

 
前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

当連結会計年度末
（平成21年３月31日）

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 13,346,200 3,594,063

普通株式に係る純資産額（千円） 13,178,300 3,562,019

差額の主な内訳（千円）   

　新株予約権 △167,726 －

  少数株主持分 335,626 32,044

普通株式の発行済株式数（株） 516,106 516,154

普通株式の自己株式数（株） 748 748

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数（株）

515,358 515,406
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２．１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益

 

 
前連結会計年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

１株当たり当期純損失   

当期純損失（千円） 6,437,288 9,547,715

普通株主に帰属しない金額の主な内訳（千円） ─ －

普通株式に係る当期純損失（千円） 6,437,288 9,547,715

期中平均株式数（株） 515,901 515,399

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額（千円） ― －

（子会社の新株予約権） (　―) ( －)

普通株式増加数（株） ― －

（うち新株予約権） (　―) ( －)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株

式の概要

①当社の新株予約権３種類

(新株予約権の数 5,117個)

②連結子会社の新株予約権

10種類

(新株予約権の数　533,111

個)

③持分法適用関連会社の新株

　予約権　　　　　　９種類

　(新株予約権の数 2,379個)

①当社の新株予約権５種類

(新株予約権の数 5,541個)

②連結子会社の新株予約権

４種類

(新株予約権の数 303,441

個)
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(重要な後発事象)

 
前連結会計年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

（株式会社テンポリノベーションの株式取得（子会

社））

 

──────────

 

当社は平成20年１月31日開催の取締役会において、株

式会社テンポリノベーションの株式の取得及び子会社

化について決議し、平成20年５月８日付で子会社と致

しました。　

 

１．株式取得の理由  

　開業支援に関する営業・管理ノウハウを有する同社が

当社グループに加わることは当社グループにとりまし

ても新たなサービスの拡充となります。

 

  

２．株式会社テンポリノベーションの概要　　  

　（平成20年３月31日現在）  

　(a)商号　　　　　株式会社テンポリノベーション  

　(b)代表者　　　　代表取締役社長　相原　広通  

　(c)所在地　　　　東京都港区六本木1-8-7  

　(d)設立年月　　　平成19年11月  

　(e)主な事業内容　リノベーション事業・店舗施工事

　　　　　　 業・問屋流通事業

　(f)資本金　　　　   10,000千円

　(g)純資産　　　　  369,014千円

　(h)総資産　　　　1,282,444千円

　(i)発行済株式　　200株

　

３．株式譲受の概要

　(a)株式取得数　　200株　

　　　（議決権）　（100％）

　(b)取得日　　　　平成20年５月８日

　(c)取得金額　　　191,564千円

　(d)異動前後の所有株式の状況

 所有株式数 議決権比率

異動前 －株 －％

異動後 200株 100.0％
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 前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

（当社従業員ならびに当社連結子会社の取締役および

従業員に対するストックオプションの件）

──────────

 
平成20年６月27日開催の当社定時株主総会におい

て、「当社従業員ならびに当社連結子会社の取締役
および従業員に対しストックオプションとして発行
する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に
委任する件」を決議致しました。

 

(1) 新株予約権の割当対象者  

当社従業員ならびに当社連結子会社の取締役お
よび従業員

 

(2) 新株予約権の目的たる株式の種類および数  

当社普通株式7,600株を上限とする。  

(3) 発行する新株予約権の総数  

7,600個を上限とする。  

(4) 新株予約権の発行価額  

無償とする。  

(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合に
おける増加する資本金及び資本準備金の額
　新株予約権の行使により株式を発行する場合
において増加する資本金の額は、会社計算規則
第40条第１項に従い算出される資本金等増加限
度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未
満の端数が生じたときは、その端数を切り上げ
るものとする。また、この場合、増加する資本準
備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増
加する資本金の額を減じた額とする。

 
　

(6) 新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金
額

 

　新株予約権の行使に際してする出資の目的は
金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際し
て払込をすべき１株当たりの金額（以下「行使
価額」という）に各新株予約権の目的である株
式の数を乗じた価額とする。行使価額は、新株予
約権を割り当てる日の属する月の前月の各日
（取引が成立しない日を除く）における株式会
社ジャスダック証券取引所が公表する当社普通
株式の最終価格（以下、「最終価格」という）
の平均値に1.30を乗じて得た金額とし、１円未
満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が新株
予約権を割り当てる日の最終価格（当日に最終
価格がない場合は、それに先立つ直近日の最終
価格）を下回る場合は、新株予約権を割り当て
る日の最終価格を払い込み金額とする。
　なお、割当日以降、当社が株式分割又は株式併
合を行う場合、次の算式により払込価額を調整
し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上
げる。

調整後
＝
調整前

×
1

行使価額 行使価額 分割・併合の比率
　また、割当日以降、当社が時価を下回る価額で
当社普通株式につき、新株式を発行または自己
株式の処分を行う場合（新株予約権の行使によ
る場合を除く。）は、次の算式により調整し、調
整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

    既発行
株式数

＋

新規発行
株式数

×
１株当たり
払込価額

調整後
＝
調整前

×
１株当たりの時価

行使価額 行使価額 既発行株式数＋新規発行株式数
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 前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

　上記算式において、「既発行株式数」とは当社
の発行済普通株式数から当社が保有する自己株
式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場
合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株
式数」、「１株当たり払込価額」を「１株当たり
処分金額」に各々読み替えるものとする。

　

　さらに、割当日以降、当社が合併等を行う場合、
株式の無償割り当てを行う場合、その他これらの
場合に準じた払込価額の調整を必要とする事由
が生じたときには、それぞれの条件等を勘案のう
え、合理的な範囲で行使価額を調整するものとす
る。

　

(7）新株予約権の権利行使期間
付与決議（取締役会決議）の日後２年を経過し
た日から当該付与決議の日後６年を経過する日
まで

(8）新株予約権の行使の条件
①　新株予約権を行使するためには、その割当て
を受けた時から権利行使時に至るまでの間、継続
して当社または当社連結子会社の取締役または
従業員のいずれかに在任または在職することを
要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、
その他取締役会が正当な理由があると認めた場
合はこの限りではない。
②　新株予約権の割当てを受けた者が上記(7)の
新株予約権を行使することができる期間中に死
亡した場合、相続人がその権利を承継するものと
する。
③　その他の条件については、取締役会決議に基
づき当社と新株予約権者との間で締結する新株
予約権割当契約の定めるところによる。

 
 

(9）譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取
締役会の承認を要する。

(注) 上記新株予約権については、当社による無償取得

による消却を行うことを平成20年12月16日の取締

役会で決議し実行しております。
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 前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

（当社取締役に対するストックオプション報酬額およ

び内容の件）

──────────

 
平成20年６月27日開催の当社定時株主総会におい

て、「当社取締役に対しストックオプションとして　
割り当てる新株予約権に関する報酬額およびその内
容の決定の件」を決議致しました。
　会社法第361条第１項第３号に規定される報酬等の
うち金銭でないものである新株予約権に関する報酬
等の額として、下記の内容のとおり新株予約権を割
り当てるものであります。

 

(1) 新株予約権の割当対象者  
当社取締役  

(2) 新株予約権の目的たる株式の種類および数  
当社普通株式7,000株を上限とする。  

(3) 発行する新株予約権の総数  
7,000個を上限とする。  

(4) 新株予約権の発行価額  
無償とする。  

(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合に
おける増加する資本金及び資本準備金の額
　新株予約権の行使により株式を発行する場合
において増加する資本金の額は、会社計算規則
第40条第１項に従い算出される資本金等増加限
度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未
満の端数が生じたときは、その端数を切り上げ
るものとする。また、この場合、増加する資本準
備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増
加する資本金の額を減じた額とする。

 
　

(6) 新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金
額　　　

 

　新株予約権の行使に際してする出資の目的は
金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際し
て払込をすべき１株当たりの金額（以下「行使
価額」という）に各新株予約権の目的である株
式の数を乗じた価額とする。行使価額は、新株予
約権を割り当てる日の属する月の前月の各日
（取引が成立しない日を除く）における株式会
社ジャスダック証券取引所が公表する当社普通
株式の最終価格（以下、「最終価格」という）
の平均値に1.30を乗じて得た金額とし、１円未
満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が新株
予約権を割り当てる日の最終価格（当日に最終
価格がない場合は、それに先立つ直近日の最終
価格）を下回る場合は、新株予約権を割り当て
る日の最終価格を払い込み金額とする。
　なお、割当日以降、当社が株式分割又は株式併
合を行う場合、次の算式により払込価額を調整
し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上
げる。

調整後
＝
調整前

×
1

行使価額 行使価額 分割・併合の比率
　また、割当日以降、当社が時価を下回る価額で
当社普通株式につき、新株式を発行または自己
株式の処分を行う場合（新株予約権の行使によ
る場合を除く。）は、次の算式により調整し、調
整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

    既発行
株式数

＋

新規発行
株式数

×
１株当たり
払込価額

調整後
＝
調整前

×
１株当たりの時価

行使価額 行使価額 既発行株式数＋新規発行株式数
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 前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

　上記算式において、「既発行株式数」とは当社
の発行済普通株式数から当社が保有する自己株
式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場
合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株
式数」、「１株当たり払込価額」を「１株当たり
処分金額」に各々読み替えるものとする。

　

　さらに、割当日以降、当社が合併等を行う場合、
株式の無償割り当てを行う場合、その他これらの
場合に準じた払込価額の調整を必要とする事由
が生じたときには、それぞれの条件等を勘案のう
え、合理的な範囲で行使価額を調整するものとす
る。

 

(7）新株予約権の権利行使期間
付与決議（取締役会決議）の日後２年を経過し
た日から当該付与決議の日後９年を経過する日
まで

(8）新株予約権の行使の条件
①　新株予約権を行使するためには、その割当て
を受けた時から権利行使時に至るまでの間、継続
して当社または当社連結子会社の取締役または
従業員のいずれかに在任または在職することを
要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、
その他取締役会が正当な理由があると認めた場
合はこの限りではない。
②　新株予約権の割当てを受けた者が上記(7)の
新株予約権を行使することができる期間中に死
亡した場合、相続人がその権利を承継するものと
する。
③　その他の条件については、取締役会決議に基
づき当社と新株予約権者との間で締結する新株
予約権割当契約の定めるところによる。

 
 

(9）譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取
締役会の承認を要する。

(注) 上記新株予約権については、当社による無償取
得による消却を行うことを平成20年12月16日の取
締役会で決議し実行しております
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 前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

──────────

 

（連結子会社の吸収合併について）
当社は、平成21年２月４日開催の取締役会において、

100％連結子会社である 株式会社テレウェイヴリンク
スを吸収合併することを決議し、平成21年３月31日開催
の当社臨時株主総会において承認され、平成21年４月１
日に合併し、株式会社ＳＢＲに社名を変更いたしまし
た。 
(1) 合併の目的 
 当社グループは、純粋持株会社である株式会社テレ
ウェイヴの下、中核事業会社である株式会社テレウェイ
ヴリンクスを中心に、Ｍ＆Ａ等により多数の企業を傘下
におさめグループ運営を行っておりますが、当連結会計
年度より「選択と集中」をテーマに、収益性を基準とし
た取り組み優先順位の厳格化を行い、グループ再編を実
行しております。当連結会計年度におきましては、連結
子会社間の合併、連結子会社株式の売却、持分法適用関
連会社の売却を積極的に行ってまいりました。結果、グ
ループ会社数は、前連結会計年度末から５社減少し、グ
ループ規模のコンパクト化を実現することができまし
た。 
　このような中、経営の意志・方針伝達の迅速化と重複
する間接コストの極小化のメリットを最大限に享受す
るため、中核事業会社である株式会社テレウェイヴリン
クスと吸収合併することを決定いたしました。これによ
り、営業による受注活動及びホームページ制作活動の更
なる効率化を図りつつ、並行してオペレーション効率・
コスト効率の大幅改善を実現することにより、グループ
利益の最大化を図ってまいる所存であります。

 (2) 合併の日程
　   合併決議取締役会　　　　　平成21年２月４日
　   合併契約締結　　　　　　　平成21年２月４日
　   臨時株主総会基準日公告　　平成21年２月５日
　   臨時株主総会基準日　　　　平成21年２月20日
　   合併承認臨時株主総会　　　平成21年３月31日
　    ※なお、株式会社テレウェイヴリンクスについ
　　　ては、会社法第784条第１項に定める略式合併
　　　であるため、臨時株主総会は開催しておりませ
　　　ん。
　   合併期日　　　　　　　　　平成21年４月１日
　   合併登記　　　　　　　　　平成21年４月１日
(3) 合併方式
　   当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社
   テレウェイヴリンクスは解散いたします。
(4) 合併比率並びに合併交付金
　   100％出資の子会社との合併であるため、合併比
　　 率の取り決めはありません。また、合併による新
　　 株発行及び資本金の額の増加もありません。
(5) 消滅会社の権利義務
　　 当社は、合併期日における消滅会社の一切の権利
　　義務を引き継いでおります。
(6) 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関
　　する取扱い
　    株式会社テレウェイヴリンクスは、新株予約権
　　及び新株予約権付社債は発行しておりません。
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 前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

 (7) 合併当事会社の概要（平成21年３月期）
　  ①商号　　　　株式会社テレウェイヴリンクス
　  ②本店所在地　東京都新宿区西新宿二丁目４番
　　　　　　　　　１号　 
　  ③代表者　　　代表取締役社長　齋藤　真織
　  ④資本金　　　    280百万円
　  ⑤純資産の額　△9,875百万円
　  ⑥総資産の額　  6,005百万円
　  ⑦売上高　　　 11,645百万円
　  ⑧当期純損失　　9,468百万円
　  ⑨事業の内容　ＩＴパッケージの販売及び経営支
　　　援サービスの提供
 

──────────
 

（金融支援サービス事業からの撤退）
  当社は、平成21年５月11日開催の取締役会において、
金融支援サービス事業からの撤退を決議しました。
 (1) 撤退理由
     金融支援サービス事業は、運転資金の回転率向上を
　 希望される小企業を対象に売上債権早期資金化サービ
　 スの提供及び手数料収入を目的に不動産担保融資債権
　 を買取る事業を行うＳＰＣに対する保証を実行するス
　 キームへの参画をしてまいりました。
     しかしながら、昨今の経済停滞、金融危機等の状況
   により、事業の縮小に着手し、取締役会においても、
　 早期縮小方針を決定しておりました。
　　 当社では、今回の不適切な会計処理が行われたこと
　 を重いものと受け止め、改めて金融支援サービス事業
　 からの完全撤退を決議し、同事業を清算することを決
　 定いたしました。
　　 なお、翌連結会計年度における損失見込額はありま
　 せん。
 (2) 事業の内容及び規模
　①事業内容　金融支援サービス事業
　②売上高　　377百万円（当連結会計年度）
　③債権額　7,849百万円（当連結会計年度末日時点）
　　うち貸倒引当額　6,516百万円（当連結会計年度末日時
点）

 (3) 撤退時期
　　平成21年５月
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 前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

──────────
 

（連結子会社の株式譲渡について）
　当社は、平成21年７月16日開催の取締役会決議に基づ
き、連結子会社である株式会社テンポリノベーション
の全株式を譲渡いたしました。
　なお、本取引後、当該会社は当社の連結子会社より除
外されます。
(1) 譲渡の理由
当社グループは、純粋持株会社である株式会社テレ

ウェイヴの下、中核事業会社である株式会社テレウェ
イヴリンクスを中心に、Ｍ＆Ａ等により多数の企業を
傘下におさめグループ運営を行っておりますが、当連
結会計年度より「選択と集中」をテーマに、収益性を
基準とした取り組み優先順位の厳格化を行い、グルー
プ再編を実行しております。当連結会計年度におきま
しては、連結子会社間の合併、連結子会社株式の売却、
持分法適用関連会社の売却を積極的に行ってまいりま
した。結果、グループ会社数は、前連結会計年度末から
５社減少し、グループ規模のコンパクト化を実現する
ことができました。
　このような中、当社グループの事業戦略における関連
性を検討した結果、テンポリノベーション株式を譲渡
することを決定いたしました。
(2) 異動する連結子会社の概要
　①商号　　　　　株式会社テンポリノベーション
　②所在地　　　　東京都港区芝公園二丁目４番１号
　③代表者　　　　代表取締役　北本　聖
　④設立年月日　　平成19年11月27日
　⑤主な事業内容　飲食店出店・閉店支援事業
　⑥資本金の額　　10百万円
　⑦事業年度の末日３月31日
　⑧従業員数　　　22名（平成21年3月31日現在、派　
　　　　　　　　　　　　遣社員含む）
　⑨当社の出資比率 100％
　⑩最近事業年度における業績の動向

 　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

  平成20年12月期平成21年3月期

売上高 1,051 299

経常利益 39 56

当期純利益 32 26

総資産 1,320 1,279

純資産 443 470

(注)平成21年3月期は、決算期変更による３ヶ月決算と
なっております。
(3) 株式の譲渡先
　①商号　　　　 株式会社クロップス
　②所在地　　　 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目23　
　　　　　　　　 番9号　　
　③代表者　　　 代表取締役　前田　博史
　④設立年月日　 昭和52年11月2日
　⑤主な事業内容 au携帯電話の販売及び付随するサ
　　　　　　　　 ービス全般　
　⑥資本金の額　　243百万円
　⑦当社との関係　資本関係：ありません
　　　　　　　　　人的関係：ありません
　　　　　　　　　取引関係：ありません
(4) 株式譲渡の概要
　①異動前の所有株式数　200株（所有割合 100.0%）
  ②異動株式数　　　　　200株
　③異動後の所有株式数　　0株（所有割合　 0.0%）
（5）日程
平成21年7月16日 取締役会決議及び株式譲渡契約締結
平成21年7月16日 株式譲渡
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日)

１　連結の範囲に関する事項の変更

 (1)連結の範囲の変更

第１四半期連結会計期間において、株式会社テレウェイヴリンクス及び株式会社ア

イピーアンドケイは、平成21年４月１日付で当社が吸収合併したことにより、

株式会社築地魚河岸やっちゃば倶楽部及び株式会社アペックス・インターナショナ

ルは、すべての保有株式を売却したことにより、連結の範囲から除外しております。

 また、第２四半期連結会計期間において、株式会社テンポリノベーション及び株式会

社キュアリアスは、すべての保有株式を売却したことにより、連結範囲から除外して

おります。

　当第３四半期連結会計期間において、ロイヤルハウス株式会社の保有株式を一部売

却したことにより、持分比率が低下したため連結の範囲から除外し持分法適用の範囲

に含めております。

（会計方針の変更）

第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲

の決定に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第22号　平成20年５月13日）を適

用しております。この変更に伴う損益に与える影響はありません。

 (2)変更後の連結子会社の数

　３社

 

２　持分法の適用に関する事項の変更

 (1)持分法適用関連会社の変更

当第３四半期連結会計期間において、ロイヤルハウス株式会社は保有株式を一部売

却したことにより、持分比率が低下したため連結の範囲から除外し持分法適用の範囲

に含めております。

 (2)変更後の持分法適用関連会社の数

　１社
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【表示方法の変更】

 
当第３四半期連結累計期間

(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日)

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

１. 前第３四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「営

業立替金の増減額（△は増加）」は金額的重要性が減少したため、当第３四半期連結累計期間より「営業活動

によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しております。なお、当第３四半期連結累計期間の「営

業立替金の増減額（△は増加）」は115,883千円であります。

２. 前第３四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示して

おりました「賃貸用店舗資産の売却による収入」は、金額的重要性が増したため、当第３四半期連結累計期間よ

り区分掲記しております。なお、前第３四半期連結累計期間の「賃貸用店舗資産の売却による収入」は34,614千

円であります。

３. 前第３四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「営業立替金の増減額（△は

増加）」に含めて表示しておりました「破産更生債権等の増減額（△は増加）」は、金額的重要性が増したた

め、当第３四半期連結累計期間より区分掲記しております。なお、前第３四半期連結累計期間の「破産更生債権

等の増減額（△は増加）」は△1,701,971千円であります。

 

 

当第３四半期連結会計期間
(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日)

（四半期連結貸借対照表関係）

前第３四半期連結会計期間において、流動負債の「その他」に含めて表示しておりました「未払金」は金額的

重要性が増したため、当第３四半期連結会計期間より区分掲記しております。なお、前第３四半期連結会計期間の

「未払金」は1,335,090千円であります。

 

 

 

【簡便な会計処理】

 

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日)

１．棚卸資産の評価方法

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正

味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

２．固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期

間按分して算定する方法によっております。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

※１　たな卸資産の内訳は次のとおりであります。

 商品及び製品 12,898千円

 原材料及び貯蔵品 1,019千円

 計 13,918千円

※２ 

 ─────────

 

  

  

  

　 ３　保証債務

　　　東京センチュリーリース株式会社との業務提携契約
に従い、当社の販売商品に係る東京センチュリー
リース株式会社のリース契約先49件に対する未経過
リース料総額55,961千円の債務保証を行っておりま
す。

　　　三井住友ファイナンス＆リース株式会社との業務提
携契約に従い、当社の販売商品に係る三井住友ファ
イナンス＆リース株式会社のリース契約先51件に対
する未経過リース料総額68,342千円の債務保証を
行っております。
　また、三菱UFJリース株式会社との業務提携契約に
従い、当社の販売商品に係る三菱UFJリース株式会社
のリース契約先16件に対する未経過リース料総額
22,971千円の債務保証を行なっております。
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(四半期連結損益計算書関係)

第３四半期連結累計期間

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金　　

　額は次のとおりであります。

 従業員給与手当 2,681,411千円

 賞与引当金繰入額 13,703 

 解約負担引当金繰入額 315,263 

    

 

第３四半期連結会計期間

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金　　

　額は次のとおりであります。

 従業員給与手当 776,627千円

 解約負担引当金繰入額 110,594 
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日 
  至　平成21年12月31日)

※１　現金及び現金同等物の当第３四半期連結累計期間

末残高と当第３四半期連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係(平成21年12月31日現在)　

現金及び預金勘定 2,174,866千円

別段預金 △8,929千円

現金及び現金同等物 2,165,936千円
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(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末（平成21年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平

成21年12月31日)
 
１．発行済株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 516,154

 

２．自己株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 748

 

３．新株予約権等に関する事項

　　　該当事項はありません。

 

４．配当に関する事項

該当事項はありません。

 

　５．株主資本の著しい変動に関する事項

　　　該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社ＳＢＲ(E02954)

有価証券届出書（通常方式）

155/237



(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間(自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間

（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）

　当社グループの事業はソリューション事業の単一事業であります。従いまして、開示対象となるセグメント

はありませんので、記載を省略しております。
 

【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間(自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間

（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、当該事項はありません。
 
 

【海外売上高】

当第３四半期連結会計期間(自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間

（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）

　海外売上高がないため、当該事項はありません。
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(１株当たり情報)

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

4,514.07円

 

(注)  １株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

純資産の部の合計額（千円） 2,326,580

普通株式に係る純資産額（千円） 2,326,580

差額の主な内訳（千円）  

　少数株主持分 ―

普通株式の発行済株式数（株） 516,154

普通株式の自己株式数（株） 748

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数（株）

515,406

 

２．１株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

　第３四半期連結累計期間

当第３四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31日)

１株当たり四半期純損失(△) △2,463.79円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 －円

(注)１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるた

め、記載しておりません。 

(注)２．１株当たり四半期純損失の算定上の基礎

項目
当第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日 
  至　平成21年12月31日)

四半期純損失(△) (千円) △1,269,850

普通株式に係る四半期純損失(△) (千円) △1,269,850

普通株主に帰属しない金額(千円) ―

普通株式の期中平均株式数(株) 515,406

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当
たり四半期純利益金額の算定に含まれなかった潜
在株式について前連結会計年度末から重要な変動
がある場合の概要

―
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　第３四半期連結会計期間

当第３四半期連結会計期間
(自  平成21年10月１日
至  平成21年12月31日)

１株当たり四半期純損失(△) △771.43円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 －

(注)１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるた

め、記載しておりません。 

(注)２．１株当たり四半期純損失の算定上の基礎

項目
当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日 
  至　平成21年12月31日)

四半期純損失(△) (千円) △397,601

普通株式に係る四半期純損失(△) (千円) △397,601

普通株主に帰属しない金額(千円) ―

普通株式の期中平均株式数(株) 515,406

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当
たり四半期純利益金額の算定に含まれなかった潜
在株式について前連結会計年度末から重要な変動
がある場合の概要

―
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(重要な後発事象)

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）

該当事項はありません。
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⑤ 【連結附属明細表】（平成21年３月31日現在）

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分
前期末残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 1,000,0003,580,000 3.50 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 296,115 140,725 1.35 ―

１年以内に返済予定のリース債務 ─ ─ ─ ─

長期借入金（１年以内に返済予定
のものを除く。）

427,760 ─ ─ ─

リース債務（１年以内に返済予定
のものを除く。）

─ ─ ─ ─

その他有利子負債 ― ─ ― ―

合計 1,723,8753,720,725 ― ―

(注) 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

 

(2) 【その他】

　　①　当連結会計年度における各四半期連結期間に係る売上高等

 

第１四半期
(自 平成20年4月1日
 至 平成20年6月30日)

第２四半期
(自 平成20年7月1日
 至 平成20年9月30日)

第３四半期
(自 平成20年10月1日
 至 平成20年12月31日)

第４四半期
(自 平成21年1月1日
 至 平成21年3月31日)

売上高　　　　  (千円) 4,985,598 5,016,976 4,602,290 3,815,591

税金等調整前四半(千円)
純損失(△)金額

△500,528 △863,701 △2,063,204 △6,036,582

四半期純損失(△)(千円)
金額

△580,333 △896,445 △2,084,984 △5,985,950

１株当たり
四半期純損失(△)
金額(円)

△1,126.05 △1,739.31 △4,045.32 △11,614.05

 

　　②　第13期連結会計年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）の概要

　　　　　平成22年５月14日開催の取締役会において決議された第13期連結会計年度（平成21年４月１

日から平成22年３月31日まで）に係る連結財務諸表は以下のとおりであります。

　　　　　この連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年

大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、第12期連結会計年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）は、改正前の連

結財務諸表規則に基づき、第13期連結会計年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日ま

で）は、改正後の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

　ただし、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査法人の監査は終了しておりませんので、監

査報告書は受領しておりません。

次へ

EDINET提出書類

株式会社ＳＢＲ(E02954)

有価証券届出書（通常方式）

160/237



　　 連結貸借対照表
(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※2
 3,519,107

※2
 2,121,736

受取手形及び売掛金 1,166,225 686,200

たな卸資産 ※1
 92,188

※1
 15,568

営業立替金 ※3
 115,883 －

繰延税金資産 57,439 －

その他 787,470 318,936

貸倒引当金 △82,321 △140,529

流動資産合計 5,655,993 3,001,911

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 154,232 97,767

減価償却累計額 △77,939 △18,768

建物及び構築物（純額） 76,292 78,999

車両運搬具 11,723 －

減価償却累計額 △9,108 －

車両運搬具（純額） 2,615 －

工具、器具及び備品 692,114 442,753

減価償却累計額 △512,413 △324,386

工具、器具及び備品（純額） 179,701 118,366

建設仮勘定(自社) 3,692 －

貸与資産 1,075,579 －

減価償却累計額 △350,336 －

貸与資産（純額） 725,242 －

その他 － 859

有形固定資産合計 987,543 198,226

無形固定資産

ソフトウエア 786,991 540,713

その他 5,901 2,239

無形固定資産合計 792,893 542,953

投資その他の資産

投資有価証券 ※2
 769,637

※2
 46,219

長期未収入金 187,779 21,110

敷金及び保証金 1,203,150 526,652

賃貸用店舗資産 1,340,251 －

破産更生債権等 ※2
 7,752,251

※2
 5,947,659

繰延税金資産 74,589 －

その他 289,834 152,685

貸倒引当金 △6,773,219 △5,763,079

投資その他の資産合計 4,844,275 931,247

固定資産合計 6,624,711 1,672,427

資産合計 12,280,705 4,674,339
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 ※2
 331,921

※2
 108,583

短期借入金 ※2, ※4
 3,580,000

※2, ※4
 500,000

1年内返済予定の長期借入金 140,725 －

未払金 1,358,780 697,755

未払費用 475,230 96,551

未払法人税等 68,452 27,595

賞与引当金 19,988 －

解約負担引当金 410,450 358,620

金融取引損失引当金 157,408 －

移転損失引当金 505,873 －

その他 420,031 210,255

流動負債合計 7,468,862 1,999,361

固定負債

預り保証金 724,297 3,997

負ののれん 144,981 －

その他 348,500 14,061

固定負債合計 1,217,779 18,059

負債合計 8,686,642 2,017,420

純資産の部

株主資本

資本金 7,744,094 7,744,094

資本剰余金 7,841,656 7,841,656

利益剰余金 △11,905,015 △12,863,636

自己株式 △65,195 △65,195

株主資本合計 3,615,539 2,656,918

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △53,520 －

評価・換算差額等合計 △53,520 －

少数株主持分 32,044 －

純資産合計 3,594,063 2,656,918

負債純資産合計 12,280,705 4,674,339
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　　 連結損益計算書
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

売上高 18,420,457 9,840,534

売上原価 6,597,809 2,872,112

売上総利益 11,822,647 6,968,422

販売費及び一般管理費 ※1
 12,719,755

※1
 7,415,757

営業損失（△） △897,107 △447,335

営業外収益

受取利息 29,490 19,635

受取配当金 4,464 6,446

販売報奨金 6,926 －

受取手数料 10,621 8,102

負ののれん償却額 38,252 9,061

持分法による投資利益 28,487 5,313

違約金収入 134,052 47,780

その他 58,521 18,754

営業外収益合計 310,817 115,094

営業外費用

支払利息 30,753 70,998

投資事業組合損失 48,407 2,069

貸倒引当金繰入額 37,834 －

リース解約損 10,703 －

その他 27,877 9,504

営業外費用合計 155,576 82,573

経常損失（△） △741,866 △414,814

特別利益

固定資産売却益 ※2
 55,345

※2
 14,409

投資有価証券売却益 － 111,028

関係会社株式売却益 16,169 153,430

貸倒引当金戻入額 － 369,344

新株予約権戻入益 110,110 －

移転損失引当金戻入額 － 42,405

その他 3,300 36,699

特別利益合計 184,925 727,317
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

特別損失

固定資産売却損 ※4
 13,427

※4
 115,371

固定資産除却損 ※3
 599,121

※3
 323,437

関係会社株式売却損 241,726 167,515

投資有価証券売却損 59,297 14,601

投資有価証券評価損 447,285 69,111

貸倒引当金繰入額 4,653,190 －

事務所移転損失 53,528 4,846

移転損失引当金繰入額 505,873 －

減損損失 ※5
 1,636,042

※5
 4,294

金融取引損失引当金繰入額 157,408 －

事業清算損 － 377,972

その他 540,173 105,886

特別損失合計 8,907,075 1,183,038

税金等調整前当期純損失（△） △9,464,016 △870,535

法人税、住民税及び事業税 132,009 29,476

法人税等還付税額 － △22,922

法人税等調整額 △55,060 81,639

法人税等合計 76,949 88,194

少数株主利益又は少数株主損失（△） 6,749 △108

当期純損失（△） △9,547,715 △958,621

前へ　　　次へ
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　　 連結株主資本等変動計算書
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 7,744,040 7,744,094

当期変動額

新株の発行 54 －

当期変動額合計 54 －

当期末残高 7,744,094 7,744,094

資本剰余金

前期末残高 7,841,602 7,841,656

当期変動額

新株の発行 54 －

当期変動額合計 54 －

当期末残高 7,841,656 7,841,656

利益剰余金

前期末残高 △2,228,460 △11,905,015

当期変動額

剰余金の配当 △128,839 －

当期純損失（△） △9,547,715 △958,621

当期変動額合計 △9,676,554 △958,621

当期末残高 △11,905,015 △12,863,636

自己株式

前期末残高 △65,195 △65,195

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 △65,195 △65,195

株主資本合計

前期末残高 13,291,986 3,615,539

当期変動額

新株の発行 108 －

剰余金の配当 △128,839 －

当期純損失（△） △9,547,715 △958,621

当期変動額合計 △9,676,446 △958,621

当期末残高 3,615,539 2,656,918
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △113,686 △53,520

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

60,165 53,520

当期変動額合計 60,165 53,520

当期末残高 △53,520 －

評価・換算差額等合計

前期末残高 △113,686 △53,520

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

60,165 53,520

当期変動額合計 60,165 53,520

当期末残高 △53,520 －

新株予約権

前期末残高 △167,726 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 167,726 －

当期変動額合計 167,726 －

当期末残高 － －

少数株主持分

前期末残高 335,626 32,044

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △303,581 △32,044

当期変動額合計 △303,581 △32,044

当期末残高 32,044 －

純資産合計

前期末残高 13,346,200 3,594,063

当期変動額

新株の発行 108 －

剰余金の配当 △128,839 －

当期純損失（△） △9,547,715 △958,621

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △75,690 21,476

当期変動額合計 △9,752,136 △937,145

当期末残高 3,594,063 2,656,918

前へ　　　次へ
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　　 連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△） △9,464,016 △870,535

減価償却費 1,013,133 492,968

減損損失 1,636,042 4,294

のれん償却額 260,435 －

負ののれん償却額 △38,252 △9,061

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,556,072 △926,220

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,156 3,783

解約負担引当金の増減額（△は減少) 8,001 △51,830

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △11,000 －

移転損失引当金の増減額（△は減少） 505,873 △505,873

金融取引損失引当金の増減額（△は減少） 157,408 △157,408

株式報酬費用 72,389 －

受取利息及び受取配当金 △33,954 △26,082

支払利息 30,753 70,998

持分法による投資損益（△は益） △28,487 △5,313

関係会社株式売却益 △16,169 △153,430

関係会社株式売却損 241,726 167,515

投資有価証券売却益 － △111,028

投資有価証券売却損 59,297 14,601

投資有価証券評価損 447,285 69,111

投資事業組合解約損 － 51,097

事務所移転損失 53,528 4,846

固定資産売却益 △55,345 △14,409

固定資産売却損 13,427 115,371

固定資産除却損 599,121 323,437

新株予約権戻入益 △110,110 －

事業清算損 － 377,972

売上債権の増減額（△は増加） 468,769 184,567

たな卸資産の増減額（△は増加） 35,004 30,992

営業立替金の増減額（△は増加） △496,939 －

破産更生債権等の増減額（△は増加） － 1,804,591

未収入金の増減額（△は増加） △32,057 △99,931

貸与資産の取得による支出 △393,670 △9,416

賃貸用店舗資産の取得による支出 △355,498 △65,246

賃貸用店舗資産の売却による収入 － 719,643

仕入債務の増減額（△は減少） △109,810 △82,817

未払金の増減額（△は減少） 386,329 △642,497

未払費用の増減額（△は減少） △27,738 △343,232

長期前受金の増減額（△は減少） △106,396 △229,863

その他 959,642 454,321

小計 228,953 585,915
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

利息及び配当金の受取額 57,854 26,876

利息の支払額 △29,952 △69,711

事業清算損の支払額 － △351,867

事務所移転費用の支払額 △52,133 △941

法人税等の支払額 △252,448 △73,538

法人税等の還付額 34,114 113,057

営業活動によるキャッシュ・フロー △13,611 229,790

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △84,716 △107,642

有形固定資産の売却による収入 122,492 15,007

無形固定資産の取得による支出 △391,951 △335,381

無形固定資産の売却による収入 101,438 5,864

投資有価証券の売却による収入 36,187 769,291

敷金及び保証金の差入による支出 △304,083 △199,371

敷金及び保証金の回収による収入 240,195 693,678

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出 ※2

 △129,082 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入

－ ※3
 419,871

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出 ※3

 △230,594
※3

 △65,860

関係会社株式の売却による収入 968,388 44,880

貸付けによる支出 △4,137,111 △2,500

貸付金の回収による収入 376,441 338,057

その他 △194,072 77,400

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,626,469 1,653,295

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 4,160,000 850,000

短期借入金の返済による支出 △1,456,755 △4,070,725

長期借入れによる収入 160,000 11,000

長期借入金の返済による支出 △242,994 －

配当金の支払額 △119,282 △947

その他 △7,089 31,414

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,493,878 △3,179,257

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,146,202 △1,296,171

現金及び現金同等物の期首残高 4,521,859 3,411,892

連結範囲の変更による現金及び現金同等物の増減額
（△は減少） ※4

 36,234
※4

 △2,768

現金及び現金同等物の期末残高 ※1
 3,411,892

※1
 2,112,953

前へ　　　次へ
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継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

 

項目
前連結会計年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

１．連結の範囲に関する事項 　以下の子会社10社を連結の範囲に含
めております。
連結子会社の名称
　株式会社テレウェイヴリンクス
　株式会社アイピーアンドケイ
　ロイヤルハウス株式会社
　エンパワーヘルスケア株式会社
　株式会社築地魚河岸やっちゃば倶楽
　部
　株式会社アペックス・インターナシ
　ョナル
　株式会社ドリームエナジーコンサル
　ティング
　株式会社キュアリアス
　株式会社テンポリノベーション
　合同会社Expanding Investment Co.
　上記のうち、株式会社テンポリノベー
ションは、当連結会計年度において、株
式の取得により子会社となったため連
結の範囲に含め、合同会社Expanding
Investment Co.は、当連結会計年度末
において、資金支援による当社の影響
力が増したため、貸借対照表のみ連結
の範囲に含めております。
  従来、連結子会社であった株式会社
アントレプレナー及び株式会社フー
ディーズは保有株式を売却したことに
より、アイ・モバイルシステムズ株式
会社は、株式会社テレウェイヴリンク
スが吸収合併したことにより、連結の
範囲から除外しております。

　すべての子会社を連結の範囲に含め
ております。
連結子会社の数　１社
連結子会社の名称
　エンパワーヘルスケア株式会社

　従来、連結子会社であった株式会社テ
レウェイヴリンクス及び株式会社アイ
ピーアンドケイは、当連結会計年度に
おいて当社が吸収合併したことによ
り、また、株式会社築地魚河岸やっちゃ
ば倶楽部、株式会社アペックス・イン
ターナショナル、株式会社ドリームエ
ナジーコンサルティング、株式会社
キュアリアス及び株式会社テンポリノ
ベーションは、当連結会計年度におい
てすべての保有株式を売却したことに
より、合同会社Expanding Investment
Co.は、資金支援による当社の影響力が
低下したことにより、当連結会計年度
において連結の範囲から除外しており
ます。
　なお、ロイヤルハウス株式会社は、保
有株式を一部売却したことにより持分
比率が低下したため、当連結会計年度
において連結の範囲から除外し持分法
適用の範囲に含めております。
 
（会計方針の変更）
　当連結会計年度より「連結財務諸表
における子会社及び関連会社の範囲の
決定に関する適用指針」（企業会計基
準適用指針第22号 平成20年５月13
日）を適用しております。
　この変更に伴う損益に与える影響は
ありません。

２．持分法の適用に関する事

項

　当連結会計年度において、持分法適用
関連会社であった株式会社Ｅスト
アー、株式会社エヌシーネットワーク
及び株式会社ウェブ・ワークスは、保
有株式を売却したことにより、株式会
社シニアエージェントは、会社解散及
び清算したことにより、持分法適用の
範囲から除外しております。

　当連結会計年度に連結子会社から持
分法適用関連会社となったロイヤルハ
ウス株式会社は、当連結会計年度末に
おいて、保有株式を一部売却したこと
により持分法適用の範囲から除外して
おります。

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　合同会社Expanding Investment Co.

の決算日は11月末であります。連結財

務諸表の作成にあたっては、連結決算

日現在で期末決算に準じた仮決算を

行った連結財務諸表を作成しておりま

す。

　連結子会社の決算日は、連結決算日と

一致しております。
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項目
前連結会計年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

４．会計処理基準に関する事
項

  

　(1）重要な資産の評価基準
及び評価方法

イ　その他有価証券

　　　時価のあるもの

　　　決算日の市場価格等に基づく時価
法（評価差額は全部純資産直入法
により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）を採用しており
ます。

イ　その他有価証券
　　　時価のあるもの

同左

 　　　時価のないもの
　　　移動平均法による原価法を採用し
ております。

　　　なお、金融商品取引法第２条第２項
により有価証券とみなされる投資
事業組合等への出資持分について
は、最近の決算書を基礎とし、持分
相当額を純額で取り込む方法に
よっております。

　　　時価のないもの
　　　　　　　 同左

 ロ　たな卸資産
　　　評価基準は原価法(貸借対照表
　　価額については収益性の低下に
　　基づく簿価切下げの方法)によっ
　　ております。
　　　商　品：移動平均法
　　　原材料：移動平均法
　　　貯蔵品：最終仕入原価法
 (会計方針の変更)
　　たな卸資産については、従来、
　主として移動平均法による原価法
　によっておりましたが、当連結会
　計年度より「棚卸資産の評価に関
　する会計基準」（企業会計基準
　第９号　平成18年７月５日）が適
　用されたことに伴い、主として移
　動平均法による原価法（貸借対照
　表価額については収益性の低下に
　基づく簿価切下げの方法）により
　算定しております。
　　なお、この変更に伴う損益に与
　える影響は軽微であります。　　　

ロ　たな卸資産
　　　評価基準は原価法(貸借対照表
　　価額については収益性の低下に
　　基づく簿価切下げの方法)によっ
　　ております。
　　　商　品：移動平均法
　　　貯蔵品：最終仕入原価法
 　　　

──────────

　(2）重要な減価償却資産の
　　　減価償却の方法

イ　有形固定資産（リース資産を除
　　く）
　(イ)自社利用資産
　　　定率法（ただし、建物（附属設備を
除く）については定額法）によっ
ております。

　　　なお、主な耐用年数は以下のとおり
であります。

　　建物及び構築物　　　３年～18年
　　車両運搬具　　　　　　　　６年
　　工具、器具及び備品　３年～10年

イ　有形固定資産（リース資産を除
　　く）
　(イ)自社利用資産

同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

 　(ロ)貸与資産

　　①開業支援サービス用固定資産

　　　定額法を採用しております。
　　　なお、耐用年数は開業支援サービス
に伴う出店契約期間によってお
り、以下のとおりであります。

　　建物　　　　　　５年または６年

　　工具、器具及び備品
　　　　　　　　　　５年または６年
　　②上記以外
　　　定率法（ただし、建物（附属設備を
除く）については定額法）によっ
ております。

　　　なお、主な耐用年数は以下のとおり
であります。

　　建物　　　　　　　　３年～41年
　　工具、器具及び備品　２年～９年

　(ロ)貸与資産

　　　定額法を採用しております。

　　　なお、耐用年数は貸与期間によって
おり、以下のとおりであります。

　　建物　　　　　　５年または６年

　　工具、器具及び備品
　　　　　　　　　　５年または６年

 ロ　無形固定資産（リース資産を除

　　く）
　　自社利用のソフトウエアについて
は、社内における見込利用可能期間
（５年）に基づく定額法で償却して
おります。

　　また、市場販売目的のソフトウエア
については、見込販売数量に基づく
償却額と残存見込販売有効期間（３
年以内）に基づく均等償却額とのい
ずれか大きい金額を計上する方法に
よっております。

ロ　無形固定資産（リース資産を除

　　く）

同左

 ハ　リース資産
　　所有権移転外ファイナンス・リー
　ス取引に係るリース資産
　　リース期間を耐用年数とし、残存
　価額をゼロとする定額法によってお
　ります。
　　なお、リース取引開始日が平成20
　年３月31日以前のリース取引につい
　ては、通常の賃貸借取引に係る方法
　に準じた会計処理によっておりま
　す。
（会計方針の変更）
　所有権移転外ファイナンス・リース
取引については、従来、通常の賃貸借
取引に係る方法に準じた会計処理に
よっておりましたが、当連結会計年度
より、「リース取引に関する会計基
準」（企業会計基準第13号（平成５
年６月17日（企業会計審議会第一
部）、平成19年３月30日改正））及び
「リース取引に関する会計基準の適
用指針」（企業会計基準適用指針第
16号（平成６年１月18日（日本公認
会計士協会　会計制度委員会）、平成
19年３月30日改正））を適用し、通常
の売買取引に係る会計処理によって
おります。
　なお、リース取引会計基準の改正適用
初年度開始前の所有権移転外ファイナ
ンス・リース取引については、引き続
き通常の賃貸借取引に係る方法に準じ
た会計処理によっております。
　この変更に伴う損益に与える影響は
ありません。

ハ　リース資産
　　所有権移転外ファイナンス・リー
　ス取引に係るリース資産

　同左
　　

 
 
 
 
 
 

──────────

EDINET提出書類

株式会社ＳＢＲ(E02954)

有価証券届出書（通常方式）

171/237



 

項目

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

　(3）重要な引当金の計上基

準

イ　貸倒引当金
　　債権の貸倒れによる損失に備えて、
一般債権については貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権等特定の債権につ
いては個別に回収可能性を勘案し、
回収不能見込額を計上しておりま
す。

イ　貸倒引当金

同左

 ロ　賞与引当金
　　従業員の賞与の支払に備えて、賞与
支給見込額のうち当連結会計年度負
担額を計上しております。

ロ　賞与引当金

同左

 ハ　解約負担引当金
　　リース契約者の解約によって、連結
子会社が負担すべき解約金の支払に
備えるため、実績率に基づいた解約
金見積額を計上しております。

ハ　解約負担引当金
　　リース契約者の解約により負担する
恐れのある解約金の支払に備えて、
実績率に基づいた解約金見積額を計
上しております。

 ニ　金融取引損失引当金
　　金融支援サービス事業に係る不適
　切な会計処理に伴い、将来発生しう
　る債権の貸倒損失に備えて、個別債
　権の回収可能性を勘案し、回収不能　
　見込額を計上しております。
　　この金融取引損失引当金は、金融
　支援サービス事業における不適切会
　計を起因とした将来発生可能性のあ
　る債権の回収不能見込額を見積り計
　上したものであります。
　　これにより、税金等調整前当期純
　損失が157,408千円増加しておりま
　す。
ホ　移転損失引当金
　　本社及び事務所の移転に伴い発生
　の可能性が高い原状回復費等につい
　て見積り計上しております。
　　この移転損失引当金は、移転損失
　の合理的な見積りが可能になったこ
　とにより計上したものであります。
　　これにより税金等調整前当期純損
　失が505,873千円増加しておりま
　す。

ニ　　　──────────　    　

　
　
ホ　　　──────────
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項目
前連結会計年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

　(4）その他連結財務諸表作

成のための基本となる

重要な事項

イ　消費税等の会計処理

　　消費税および地方消費税の会計処理

は税抜方式によっております。

　消費税等の会計処理

同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用して

おります。

同左

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

　のれん及び負ののれんの償却につい

ては、発生時以降５年または10年で均

等償却しております。

同左

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

 

　手許現金、随時引き出し可能な預金お

よび容易に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなっておりま

す。

同左
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表示方法の変更

 
前連結会計年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

（連結貸借対照表関係）

　前連結会計年度において固定負債の「その他」に含

めて表示しておりました「預り保証金」（前連結会計

年度末137,126千円）につきましては、資産の総額の

100分の５を超えたため、当連結会計年度より区分掲記

しております。

（連結貸借対照表関係）

　前連結会計年度において独立掲記しておりました　　　

「貸与資産」（当連結会計年度927千円）及び当該

「減価償却累計額」（当連結会計年度△67千円）、な

らびに「貸与資産（純額）」（当連結会計年度859千

円）は、金額が僅少となったため、当連結会計年度　に

おいては有形固定資産の「その他」に含めて表示して

おります。

────────── （連結貸借対照表関係）

  前連結会計年度において独立掲記しておりました　

「賃貸用店舗資産」（当連結会計年度24,186千円）

は、金額が僅少となったため、当連結会計年度において

は投資その他の資産の「その他」に含めて表示してお

ります。

────────── （連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  前連結会計年度において、独立掲記しておりました

「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「営業立替

金の増減額（△は増加）」は金融サービス事業からの

撤退により重要性が低下したため、当連結会計年度よ

り「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その

他」に含めて表示しております。なお、当連結会計年度

の「営業立替金の増減額（△は増加）」は115,883千

円であります。

────────── （連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  前連結会計年度ににおいて、「営業活動による

キャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示して

おりました「賃貸用店舗資産の売却による収入」は、

金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分

掲記しております。なお、前連結会計年度の「賃貸用店

舗資産の売却による収入」は113,172千円であります。

────────── （連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　前連結会計年度において、「営業活動によるキャッ

シュ・フロー」の「営業立替金の増減額（△は増

加）」に含めて表示しておりました「破産更生債権等

の増減額（△は増加）」は、金額的重要性が増したた

め、当連結会計年度より区分掲記しております。なお、

前連結会計年度の「破産更生債権等の増減額（△は増

加）」は△1,797,936千円であります。
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注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

※１　たな卸資産の内訳は次のとおりであります。

 商品及び製品 77,975千円

 原材料及び貯蔵品 14,212千円

 計 92,188千円

※１　たな卸資産の内訳は次のとおりであります。

 商品及び製品 15,166千円

 原材料及び貯蔵品 401千円

 計 15,568千円

※２　担保に供している資産及び対応する債務

（１）担保に供している資産

現金及び預金 552,757千円

投資有価証券 579,744千円

破産更生債権等 3,706,469千円

　　計 4,838,971千円

　上記の他、連結上消去される連結子会社株式

759,621千円及び短期貸付金3,873,500千円を担保

に供しております。

※２　          ──────────

 

（２）担保に係る債務

買掛金 51千円

短期借入金 2,480,000千円

　　計 2,480,051千円

 

※３　営業立替金は、売上債権早期資金化サービスに伴う

顧客の売上代金及び仕入代金の立替払いでありま

す。

※３　　　　　　 ──────────

※４ 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約

　　　当社及び一部の連結子会社においては、運転資金の効

率的な調達を行うため、取引銀行４行と当座貸越契

約及び貸出コミットメントライン契約を締結してお

ります。

　　　当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コ

ミットメントラインに係る借入未実行残高は、次の

とおりであります。

当座貸越極度額及び貸出コミッ
トメントラインの総額

2,200,000千円

借入実行額 1,100,000千円

差引額 1,100,000千円

※４　　　　　　 ──────────

 

　　　

  

  

  

　５ 保証債務

　　　東京センチュリーリース株式会社との業務提携契約
に従い、連結子会社の販売商品に係る東京センチュ
リーリース株式会社のリース契約先72件に対する未
経過リース料総額106,507千円の債務保証を行って
おります。

　　　三井住友ファイナンス＆リース株式会社との業務提
携契約に従い、連結子会社の販売商品に係る三井住
友ファイナンス＆リース株式会社のリース契約先56
件に対する未経過リース料総額91,608千円の債務保
証を行っております。
　また、三菱UFJリース株式会社との業務提携契約に
従い、連結子会社の販売商品に係る三菱UFJリース株
式会社のリース契約先21件に対する未経過リース料
総額38,100千円の債務保証を行なっております。

　５ 保証債務

　　　東京センチュリーリース株式会社との業務提携契約
に従い、当社の販売商品に係る東京センチュリー
リース株式会社のリース契約先44件に対する未経過
リース料総額46,489千円の債務保証を行っておりま
す。

　　　三井住友ファイナンス＆リース株式会社との業務提
携契約に従い、当社の販売商品に係る三井住友ファ
イナンス＆リース株式会社のリース契約先50件に対
する未経過リース料総額61,664千円の債務保証を
行っております。
　また、三菱UFJリース株式会社との業務提携契約に
従い、当社の販売商品に係る三菱UFJリース株式会社
のリース契約先16件に対する未経過リース料総額
21,449千円の債務保証を行なっております。
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

従業員給与手当 4,950,546千円

賞与 33,197

雑給 655,532

旅費交通費 623,018

地代家賃 978,351

法定福利費 626,511

貸倒引当金繰入額 20,142

賞与引当金繰入額 23,441

解約負担引当金繰入額 199,955

のれん償却額 260,435

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

従業員給与手当 3,410,568千円

雑給 545,688

地代家賃 389,886

法定福利費 460,352

賞与引当金繰入額 5,407

解約負担引当金繰入額 351,842

  

  

  

 
 

 
 

※２　固定資産売却益は、次のとおりであります。

車両運搬具 279千円  
工具、器具及び備品 110千円  
貸与資産 21,759千円  
ソフトウェア 33,196千円  

計 55,345千円  

※２　固定資産売却益は、次のとおりであります。

貸与資産 4,109千円  
ソフトウェア 10,300千円  
　　　計 14,409千円  
   

   

　 　

※３　固定資産除却損は、次のとおりであります。

建物及び構築物 120,559千円  
工具、器具及び備品 7,045千円  
車両運搬具 106千円  
貸与資産 162,599千円  
ソフトウェア 255,431千円  
電話加入権 1,672千円  
長期前払費用 51,707千円  

計 599,121千円  

※３　固定資産除却損は、次のとおりであります。

建物及び構築物 5,686千円  
工具、器具及び備品 18,949千円  
貸与資産 83,588千円  
ソフトウェア 213,772千円  
電話加入権 1,110千円  
長期前払費用 331千円  

計 323,437千円  
 

   

※４　固定資産売却損は、次のとおりであります。

貸与資産（建物） 13,427千円  

※４　固定資産売却損は、次のとおりであります。

貸与資産（建物） 115,367千円  
 工具、器具及び備品 3千円  
 計 115,371千円  

　　　　　　  

 

EDINET提出書類

株式会社ＳＢＲ(E02954)

有価証券届出書（通常方式）

176/237



 
前連結会計年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

※５　減損損失 ※５　減損損失

　　　当連結会計年度において当社グループは以下の資産
グループについて減損損失を計上しております。

　（１）減損損失を認識した主な資産　

（千円）

用途 種類 場所/会社名 金額

貸与資産
建物、工具
器具備品

東京都新宿
区

29,374千円

東京都中野
区

6,565千円

東京都世田
谷区

6,469千円

  
株式会社テレ
ウェイヴリンク
ス

387,881千円

  
ロイヤルハウス
株式会社

644,811千円

  
エンパワーヘル
スケア株式会社

378,172千円

子会社 のれん
株式会社築地魚
河岸やっちゃば
倶楽部

64,063千円

  
株式会社アペッ
クス・インター
ナショナル

56,000千円

  
株式会社ドリー
ムエナジーコン
サルティング

20,524千円

  
株式会社キュア
リアス

28,859千円

自社利用 ソフトウェア ─ 13,320千円

計 1,636,042千円

　　　当連結会計年度において当社グループは以下の資産
グループについて減損損失を計上しております。

　（１）減損損失を認識した主な資産　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千円）

用途 種類 場所/会社名 金額

自社利用 ソフトウェア ─ 4,294千円

計 4,294千円

（２）減損損失の認識に至った経緯

　貸与資産及びソフトウェアにつきましては、収益性

の著しい低下によるものであり、また子会社ののれ

んにつきましては、事業計画と実績の著しい乖離に

よるものであります。　　　

　（３）減損損失の内訳　

貸与資産（建物） 41,104千円

貸与資産（工具、器具及び備
品）

1,304千円

のれん 1,580,312千円

ソフトウェア 13,320千円

計 1,636,042千円

（４）資産のグルーピングの方法
　当社グループは減損会計の適用に当たって、事業の
拠点別セグメント毎にグルーピングしているほか、
投資先別にグルーピングしております。　　

　（５）回収可能価額の算定方法

　　　減損損失の測定に使用した回収可能価額は、貸与資産
及びソフトウェアにつきましては正味売却価額、ま
た子会社ののれんにつきましては使用価値であり、
将来キャッシュフローを10.6％で割り引いて算定し
ております。

（２）減損損失の認識に至った経緯

　ソフトウェアにつきましては、収益性の著しい低下

によるものであります。

 
　（３）減損損失の内訳　

ソフトウェア 4,294千円

計 4,294千円

  

  

 
 

 

 
（４）資産のグルーピングの方法
　当社グループは減損会計の適用に当たって、事業の
拠点別セグメント毎にグルーピングしているほか、
投資先別にグルーピングしております。

　（５）回収可能価額の算定方法

　　　減損損失の測定に使用した回収可能価額は、正味売
却価額により測定しております。
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 516,106 48 ─ 516,154

 
（変動事由の概要）

増加数の内訳は、次の通りであります。

　平成20年５月～７月　新株予約権（ストックオプション）の行使による新株発行　　　　　48株

 

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 748 ─ ─ 748

 
 

３　新株予約権等に関する事項

　　 該当事項はありません。
 

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月27日
定時株主総会

普通株式 128,839 250平成20年３月31日平成20年６月30日

(注) 配当原資は利益剰余金であり、平成20年６月27日開催の定時株主総会で報告された会社法計算
　　 書類に基づくものであります。

 

　(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

　　　　 該当事項はありません。

 

当連結会計年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 516,154 ─ ─ 516,154

 
　

 

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 748 ─ ─ 748

 
 

３　新株予約権等に関する事項

　　 該当事項はありません。
 

４　配当に関する事項

　　 該当事項はありません。
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表
に掲記されている科目の金額との関係

(平成21年３月31日現在)
現金及び預金勘定 3,519,107千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △95,000

別段預金 △12,214

現金及び現金同等物 3,411,892

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表
に掲記されている科目の金額との関係

(平成22年３月31日現在)
現金及び預金勘定 2,121,736千円

別段預金 △8,783

現金及び現金同等物 2,112,953

※２．株式の取得により新たに連結子会社となった会社
の資産及び負債の内訳
株式の取得により新たに株式会社テンポリノベー
ションを連結したことに伴う連結開始時の資産及び
負債の内訳並びに同社株式の取得価額と株式取得に
よる支出との関係は次の通りであります。
流動資産 124,370千円

固定資産 949,327

流動負債 △220,551

固定負債 △484,132

負ののれん △177,450

新規連結子会社の取得価額 191,564

新規連結子会社の現金及び
現金同等物

62,482

差引：新規連結子会社取得
　　　による支出

129,082

※２．　　　　　──────────
 
 

※３．株式の売却により連結子会社でなくなった会社の
資産及び負債の内訳
株式の売却により株式会社アントレプレナー及び株
式会社フーディーズが連結子会社でなくなったこと
に伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに２社の売
却価額と株式売却による支出との関係は次の通りで
あります。

　　①株式会社アントレプレナー
流動資産 383,705千円

固定資産 52,390

流動負債 △77,891

固定負債 △200

負ののれん △168

少数株主持分 △192,428

株式売却益 △34,707

当該会社株式の売却価額 130,700

当該会社の現金及び
現金同等物

204,019

差引：当該会社株式の売却
　　　による支出

73,319

②株式会社フーディーズ

流動資産 540,506千円

固定資産 828,431

流動負債 △660,868

固定負債 △463,310

負ののれん △32,775

少数株主持分 △117,902

新株予約権 △5,250

株式売却益 10,169

当該会社株式の売却価額 99,000

当該会社の現金及び
現金同等物

256,275

差引：当該会社株式の売却
　　　による支出

157,275

　

※３．株式の売却により連結子会社でなくなった会社の
資産及び負債の内訳
株式の売却により株式会社築地魚河岸やっちゃば倶
楽部及び株式会社アペックス・インターナショナ
ル、株式会社テンポリノベーション、株式会社キュア
リアス、ロイヤルハウス株式会社、株式会社ドリーム
エナジーコンサルティングが連結子会社でなくなっ
たことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに６
社の売却価額と株式売却による収入及び支出との関
係は次の通りであります。

　　①株式会社築地魚河岸やっちゃば倶楽部及び株式会社
アペックス・インターナショナル
流動資産 178,045千円

固定資産 60,738

流動負債 △105,279

少数株主持分 △23,326

株式売却損 △93,178

当該会社株式の売却価額 17,000

当該会社の現金及び
現金同等物

79,230

差引：当該会社株式の売却
　　　による支出

62,230

　　②株式会社テンポリノベーション
流動資産 264,555千円

固定資産 1,036,290

流動負債 △188,716

固定負債 △634,003

負ののれん △135,920

株式売却益 147,411

当該会社株式の売却価額 489,617

当該会社の現金及び
現金同等物

168,996

差引：当該会社株式の売却
　　　による収入

320,620
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 前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

 　　③株式会社キュアリアス

流動資産 22,029千円

固定資産 86,863

流動負債 △27,188

固定負債 △58,122

少数株主持分 △8,609

株式売却損 △5,973

当該会社株式の売却価額 9,000

当該会社の現金及び
現金同等物

5,668

差引：当該会社株式の売却
　　　による収入

3,331

　　④ロイヤルハウス株式会社

流動資産 392,641千円

固定資産 161,061

流動負債 △148,641

固定負債 △86,651

残存株式 △76,353

株式売却損 △52,080

当該会社株式の売却価額 189,975

当該会社の現金及び
現金同等物

94,055

差引：当該会社株式の売却
　　　による収入

95,919

　　⑤株式会社ドリームエナジーコンサルティング

流動資産 7,608千円

固定資産 704

流動負債 △2,935

固定負債 △11,396

株式売却益 6,019

当該会社株式の売却価額 0

当該会社の現金及び
現金同等物

3,630

差引：当該会社株式の売却
　　　による支出

3,629

　

※４．連結範囲の変更により連結子会社となった会社の

資産及び負債の内訳

合同会社Expanding Investment Co.は、当連結会計

年度において資金支援による当社の影響力が増した

ため、新たに連結しております。

流動資産 39,034千円

固定資産 1,093,500

固定負債 3,873,500

※４．連結範囲の変更により連結子会社でなくなった会

社の資産及び負債の内訳

合同会社Expanding Investment Co.は、当連結会計

年度において資金支援による当社の影響力が低下し

たため、連結の範囲から除外しております。

流動資産 2,780千円

流動負債 11,634
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(セグメント情報)

１　事業の種類別セグメント情報

　前連結会計年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)及び当連結会計年度(自　平成21年４月１日　

至　平成22年３月31日)において、当社グループ事業はソリューション事業の単一事業であります。従いまし

て、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。

　   

２　所在地別セグメント情報

　前連結会計年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)及び当連結会計年度(自　平成21年４月１日　

至　平成22年３月31日)において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないた

め、該当事項はありません。

　  

３　海外売上高

　前連結会計年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)及び当連結会計年度(自　平成21年４月１日　

至　平成22年３月31日)において、海外売上高がないため、該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

 
前連結会計年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 6,911.09円１株当たり純資産額 5,155.00円

１株当たり当期純損失 18,524.90円１株当たり当期純損失 1,859.93円

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株

当たり当期純損失であるため、記載しておりません。

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株

当たり当期純損失であるため、記載しておりません。

(注)　算定上の基礎

１．１株当たり純資産額

 
前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

当連結会計年度末
（平成22年３月31日）

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 3,594,063 2,656,918

普通株式に係る純資産額（千円） 3,562,019 2,656,918

差額の主な内訳（千円）   

  少数株主持分 32,044 －

普通株式の発行済株式数（株） 516,154 516,154

普通株式の自己株式数（株） 748 748

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数（株）

515,406 515,406

　

２．１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益

 

 
前連結会計年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

１株当たり当期純損失   

当期純損失（千円） 9,547,715 958,621

普通株主に帰属しない金額の主な内訳（千円） － －

普通株式に係る当期純損失（千円） 9,547,715 958,621

期中平均株式数（株） 515,399 515,406

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） － －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株

式の概要

①当社の新株予約権５種類

(新株予約権の数 5,541個)

②連結子会社の新株予約権

４種類

(新株予約権の数 303,441

個)

①当社の新株予約権　４種類

(新株予約権の数 3,139個)

②連結子会社の新株予約権

　２種類

(新株予約権の数 8,000

個)
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(重要な後発事象)
　
 

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

（連結子会社の吸収合併について）
当社は、平成21年２月４日開催の取締役会において、

100％連結子会社である 株式会社テレウェイヴリンク
スを吸収合併することを決議し、平成21年３月31日開催
の当社臨時株主総会において承認され、平成21年４月１
日に合併し、株式会社ＳＢＲに社名を変更いたしまし
た。 
(1) 合併の目的 
 当社グループは、純粋持株会社である株式会社テレ
ウェイヴの下、中核事業会社である株式会社テレウェイ
ヴリンクスを中心に、Ｍ＆Ａ等により多数の企業を傘下
におさめグループ運営を行っておりますが、当連結会計
年度より「選択と集中」をテーマに、収益性を基準とし
た取り組み優先順位の厳格化を行い、グループ再編を実
行しております。当連結会計年度におきましては、連結
子会社間の合併、連結子会社株式の売却、持分法適用関
連会社の売却を積極的に行ってまいりました。結果、グ
ループ会社数は、前連結会計年度末から５社減少し、グ
ループ規模のコンパクト化を実現することができまし
た。 
　このような中、経営の意志・方針伝達の迅速化と重複
する間接コストの極小化のメリットを最大限に享受す
るため、中核事業会社である株式会社テレウェイヴリン
クスと吸収合併することを決定いたしました。これによ
り、営業による受注活動及びホームページ制作活動の更
なる効率化を図りつつ、並行してオペレーション効率・
コスト効率の大幅改善を実現することにより、グループ
利益の最大化を図ってまいる所存であります。 
(2) 合併の日程
　   合併決議取締役会　　　　　平成21年２月４日
　   合併契約締結　　　　　　　平成21年２月４日
　   臨時株主総会基準日公告　　平成21年２月５日
　   臨時株主総会基準日　　　　平成21年２月20日
　   合併承認臨時株主総会　　　平成21年３月31日
　    ※なお、株式会社テレウェイヴリンクスについ
　　　ては、会社法第784条第１項に定める略式合併
　　　であるため、臨時株主総会は開催しておりませ
　　　ん。
　   合併期日　　　　　　　　　平成21年４月１日
　   合併登記　　　　　　　　　平成21年４月１日
(3) 合併方式
　   当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社
   テレウェイヴリンクスは解散いたします。
(4) 合併比率並びに合併交付金
　   100％出資の子会社との合併であるため、合併比
　　 率の取り決めはありません。また、合併による新
　　 株発行及び資本金の額の増加もありません。
(5) 消滅会社の権利義務
　　 当社は、合併期日における消滅会社の一切の権利
　　義務を引き継いでおります。
(6) 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関
　　する取扱い
　    株式会社テレウェイヴリンクスは、新株予約権
　　及び新株予約権付社債は発行しておりません。

（第三者割当増資及び主要株主の異動について）
当社は、平成22年５月14日開催の取締役会において、

自己資本の増強による財務基盤の強化、新商材の開発投
資及び社内インフラ投資のため、また、光通信グループ
との協力関係を強固にし、当社グループとの商材・サー
ビスの相互販売を通じた販路・商流の拡大等により、当
社グループの中期的な営業力の強化に伴う経営成績の
向上を目的に、第三者割当増資による新株発行を行うこ
とについて、平成22年６月24日開催予定の当社第13回定
時株主総会に普通決議事項として提案することを決議
いたしました。
　なお、本第三者割当増資に伴い、当社の主要株主の異動
が見込まれております。
1. 第三者割当増資
 (1) 発行新株式数
　　　 普通株式　261,066株
 (2) 発行価額
　　　 １株につき 3,124円
 (3) 発行価額の総額
　　　 815,570,184円
 (4) 資本組入額
　　　 １株につき 1,562円
 (5) 資本組入額の総額
　　　 407,785,092円
 (6) 払込期日
　　　 平成22年６月25日
 (7) 割当先
　　　ｅ－まちタウン株式会社　　　76,870株
　　　株式会社コンタクトセンター　76,853株
　　　株式会社光通信　　　　　　　53,680株
　　　株式会社ファーストチャージ　53,663株
 (注)  ｅ－まちタウン株式会社、株式会社コンタクトセ

ンター及び株式会社ファーストチャージは、株式会
社光通信の連結子会社に該当いたします。

 (8) 資金の使途
　 ①　借入金返済
　 ②　新商材の開発投資及び社内インフラ投資
2. 主要株主の異動
 (1) 当該異動に係る主要株主の氏名または名称
　 ①　新たに主要株主となるもの
　　　　 株式会社光通信
　 ②　主要株主でなくなるもの
　　　　 ヤフー株式会社
 (2) 当該異動前後における当社主要株主の所有議決権
　   の数及びその総株主等の議決権に対する割合
　 ①　新たに主要株主となるもの（株式会社光通信）
　　 ア　当該主要株主の所有議決権の数
　　　　   異動前　　　27,305個
　　　　　 異動後　　　80,985個
　　 イ　総株主等の議決権に対する割合
　　　　　 異動前　　　 5.30％
　　　　　 異動後　　  10.43％
   ②　主要株主でなくなるもの（ヤフー株式会社）
　　 ア　当該主要株主の所有議決権の数
　　　　　 異動前　　　76,147個
　　　　　 異動後　　　76,147個
　　 イ　総株主等の議決権に対する割合
　　　　　 異動前　　　14.77％
　　　　　 異動後　　　 9.81％
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 前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

(7) 合併当事会社の概要（平成21年３月期）
　  ①商号　　　　株式会社テレウェイヴリンクス
　  ②本店所在地　東京都新宿区西新宿二丁目４番
　　　　　　　　　１号　 
　  ③代表者　　　代表取締役社長　齋藤　真織
　  ④資本金　　　    280百万円
　  ⑤純資産の額　△9,875百万円
　  ⑥総資産の額　  6,005百万円
　  ⑦売上高　　　 11,645百万円
　  ⑧当期純損失　　9,468百万円
　  ⑨事業の内容　ＩＴパッケージの販売及び経営支
　　　援サービスの提供
 

 (注) 1. 異動前の「当該主要株主の所有議決権の数」
及び「総株主等の議決権に対する割合」は、平成
22年３月31日時点の株主名簿に基づいておりま
す。

      2. 異動後の「当該主要株主の所有議決権の数」
及び「総株主等の議決権に対する割合」は、本第
三者割当予定先以外の株主（新株式発行前から
の株主）について、平成22年３月31日より保有株
式数に変更がないことの前提で、新株式発行によ
る株式の増加分を加味したものであります。

      3. 「総株主等の議決権の数に対する割合」は、小
数点第三位を四捨五入しております。

（金融支援サービス事業からの撤退）
  当社は、平成21年５月11日開催の取締役会において、
金融支援サービス事業からの撤退を決議しました。
 (1) 撤退理由
     金融支援サービス事業は、運転資金の回転率向上を
　 希望される小企業を対象に売上債権早期資金化サービ
　 スの提供及び手数料収入を目的に不動産担保融資債権
　 を買取る事業を行うＳＰＣに対する保証を実行するス
　 キームへの参画をしてまいりました。
     しかしながら、昨今の経済停滞、金融危機等の状況
   により、事業の縮小に着手し、取締役会においても、
　 早期縮小方針を決定しておりました。
　　 当社では、今回の不適切な会計処理が行われたこと
　 を重いものと受け止め、改めて金融支援サービス事業
　 からの完全撤退を決議し、同事業を清算することを決
　 定いたしました。
　　 なお、翌連結会計年度における損失見込額はありま
　 せん。
 (2) 事業の内容及び規模
　①事業内容　金融支援サービス事業
　②売上高　　377百万円（当連結会計年度）
　③債権額　7,849百万円（当連結会計年度末日時点）
　　うち貸倒引当額　6,516百万円（当連結会計年度末日時
点）

 (3) 撤退時期
　　平成21年５月
 
（連結子会社の株式譲渡について）
　当社は、平成21年７月16日開催の取締役会決議に基づ
き、連結子会社である株式会社テンポリノベーション
の全株式を譲渡いたしました。
　なお、本取引後、当該会社は当社の連結子会社より除
外されます。
(1) 譲渡の理由
当社グループは、純粋持株会社である株式会社テレウェ
イヴの下、中核事業会社である株式会社テレウェイヴリ
ンクスを中心に、Ｍ＆Ａ等により多数の企業を傘下にお
さめグループ運営を行っておりますが、当連結会計年度
より「選択と集中」をテーマに、収益性を基準とした取
り組み優先順位の厳格化を行い、グループ再編を実行し
ております。当連結会計年度におきましては、連結子会
社間の合併、連結子会社株式の売却、持分法適用関連会
社の売却を積極的に行ってまいりました。結果、グルー
プ会社数は、前連結会計年度末から５社減少し、グルー
プ規模のコンパクト化を実現することができました。
　このような中、当社グループの事業戦略における関連
性を検討した結果、テンポリノベーション株式を譲渡す
ることを決定いたしました。

（当社取締役、当社監査役、当社従業員及び当社連結子会

社の従業員に対するストックオプション付与の件）
平成22年５月14日開催の取締役会において、当社取
締役、当社監査役、当社従業員及び当社連結子会社の
従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権
を無償で発行すること、募集要項の決定を取締役会に
委任すること、並びに金銭でない報酬として当社取締
役及び当社監査役にストックオプションとしての新
株予約権を付与することについての承認を求める議
案を、平成22年６月24日開催予定の当社第13回定時株
主総会に付議することを決議いたしました。
(1) 新株予約権の割当対象者
　当社取締役、当社監査役、当社従業員及び当社連結
子会社の従業員

(2) 新株予約権の目的たる株式の種類及び数
　当社取締役及び当社監査役については、当社普通
株式10,980株を上限とし、当社従業員及び当社連結
子会社の従業員については、当社普通株式14,020株
を上限とする。

(3) 発行する新株予約権の総数
　当社取締役及び当社監査役については、10,980個
を上限とし、当社従業員及び当社連結子会社の従業
員については、14,020個を上限とする。

(4) 新株予約権の発行価額
　無償とする。

(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合にお
ける増加する資本金及び資本準備金の額
　新株予約権の行使により株式を発行する場合にお
いて増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の
１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じた
ときは、その端数を切り上げるものとする。また、こ
の場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等
増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とす
る。

(6) 新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額
　新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭
とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込
をすべき１株当たりの金額（以下「行使価額」と
いう）に各新株予約権の目的である株式の数を乗
じた価額とする。行使価額は、新株予約権を割り当
てる日の属する月の前月の各日（取引が成立しな
い日を除く）における株式会社大阪証券取引所が
公表する当社普通株式の最終価格（以下「最終価
格」という）の平均値とし、１円未満の端数は切り
上げる。
　ただし、当該金額が新株予約権を割り当てる日の
最終価格（当日に最終価格がない場合は、それ
に先立つ直近日の最終価格）を下回る場合は、新株
予約権を割り当てる日の最終価格を払込金額とす
る。
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前連結会計年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

(2) 異動する連結子会社の概要
　①商号　　　　　株式会社テンポリノベーション
　②所在地　　　　東京都港区芝公園二丁目４番１号
　③代表者　　　　代表取締役　北本　聖
　④設立年月日　　平成19年11月27日
　⑤主な事業内容　飲食店出店・閉店支援事業
　⑥資本金の額　　10百万円
　⑦事業年度の末日３月31日
　⑧従業員数　　　22名（平成21年3月31日現在、派　
　　　　　　　　　　　　遣社員含む）
　⑨当社の出資比率 100％
　⑩最近事業年度における業績の動向
　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 平成20年12月期平成21年3月期

売上高 1,051 299

経常利益 39 56

当期純利益 32 26

総資産 1,320 1,279

純資産 443 470

(注)平成21年3月期は、決算期変更による３ヶ月決算と
なっております。
(3) 株式の譲渡先
　①商号　　　　 株式会社クロップス
　②所在地　　　 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目23　
　　　　　　　　 番9号　　
　③代表者　　　 代表取締役　前田　博史
　④設立年月日　 昭和52年11月2日
　⑤主な事業内容 au携帯電話の販売及び付随するサ
　　　　　　　　 ービス全般　
　⑥資本金の額　　243百万円
　⑦当社との関係　資本関係：ありません
　　　　　　　　　人的関係：ありません
　　　　　　　　　取引関係：ありません
(4) 株式譲渡の概要
　①異動前の所有株式数　200株（所有割合 100.0%）
  ②異動株式数　　　　　200株
　③異動後の所有株式数　　0株（所有割合　 0.0%）
（5）日程
平成21年7月16日 取締役会決議及び株式譲渡契約締結
平成21年7月16日 株式譲渡　　
　　　　　　　

　なお、発行日以降、当社が株式分割または株式併合
を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調
整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後
＝
調整前

×
1

行使価額 行使価額 分割・併合の比率
　また、時価を下回る価額で新株を発行または自
己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使に
よる場合を除く）は、次の算式により行使価額を
調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り
上げる。

    既発行

株式数
＋

新規発行

株式数
×
１株当たり

払込金額

調整後
＝
調整前

×
１株当たりの時価

行使価額 行使価額 既発行株式数＋新規発行株式数

　　　上記算式において、「既発行株式数」とは当社の
発行済普通株式数から当社が保有する自己株式
数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合
には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式
数」、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処
分金額」に各々読み替えるものとする。さらに、
発行日以降、当社が合併等を行う場合、株式の無
償割り当てを行う場合、その他これらの場合に準
じた払込金額の調整を必要とする事由が生じた
ときには、それぞれの条件等を勘案のうえ、合理
的な範囲で行使価額を調整するものとする。

(7) 新株予約権の権利行使期間
　付与決議（取締役会決議）の日後２年を経過し
た日（以下「権利行使期間」という）から当該付
与決議の日後７年を経過する日までとする。
　ただし、権利行使開始日から１年以内は、付与個
数の４分の１まで、権利行使開始日から２年以内
は、付与個数の４分の２まで、権利行使開始日から
３年以内は、付与個数の４分の３まで行使ができ
るものとする。

(8) 新株予約権の行使の条件
①　新株予約権の割り当てを受けた時から権利行使
時に至るまでの間、当社取締役及び監査役につい
ては、継続して当社または当社連結子会社の取締
役、監査役または従業員のいずれかに在任または
在職することを要し、当社従業員及び当社連結子
会社の従業員については、継続して当社または当
社連結子会社の従業員のいずれかに在職すること
を要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、
その他取締役会が正当な理由があると認めた場合
はこの限りでない。
②　新株予約権の割り当てを受けた者が、上記(7)の
新株予約権の権利行使期間中に死亡した場合は、
相続人がその権利を承継するものとする。
③　その他の条件については、取締役会決議に基づ
き当社と新株予約権者との間で締結する新株予約
権割当契約の定めるところによる。

(9) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認
を要する。

 

前へ
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２【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,127,981 924,467

売掛金 ※1
 51

※1
 109,838

前払費用 64,232 84,850

短期貸付金 ※1
 6,403,000

※1
 10,290,000

未収入金 ※1
 51,115

※1
 126,024

未収還付法人税等 30,310 －

その他 ※1
 91,591

※1
 161,940

貸倒引当金 △380,457 △9,972,338

流動資産合計 8,387,824 1,724,784

固定資産

有形固定資産

建物 135,027 7,366

減価償却累計額 △51,637 △3,448

建物（純額） 83,389 3,918

工具、器具及び備品 196,405 198,850

減価償却累計額 △112,704 △141,181

工具、器具及び備品（純額） 83,701 57,669

有形固定資産合計 167,090 61,587

無形固定資産

のれん 61,019 －

ソフトウエア 236,700 307,827

施設利用権 2,648 1,110

無形固定資産合計 300,368 308,937

投資その他の資産

投資有価証券 1,104,187 769,637

関係会社株式 4,777,240 739,823

関係会社新株予約権 210,697 －

長期貸付金 22,864 133,106

関係会社長期貸付金 2,836,854 178,705

長期未収入金 14,541 －

破産更生債権等 130,000 －

長期前払費用 10 431

敷金及び保証金 391,528 581,645

その他 6,423 6,423

貸倒引当金 △2,855,541 △26,354

投資その他の資産合計 6,638,807 2,383,418

固定資産合計 7,106,266 2,753,943

資産合計 15,494,090 4,478,727
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(単位：千円)

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

短期借入金 ※2
 1,000,000

※2
 900,000

未払金 ※1
 333,459

※1
 104,340

未払費用 39,391 57,999

未払法人税等 － 16,632

前受金 ※1
 204,940 －

預り金 4,895 5,876

移転損失引当金 － 159,527

その他 67 22,449

流動負債合計 1,582,754 1,266,824

固定負債

固定負債合計 － －

負債合計 1,582,754 1,266,824

純資産の部

株主資本

資本金 7,744,040 7,744,094

資本剰余金

資本準備金 2,141,128 2,141,182

その他資本剰余金 5,700,474 5,700,474

資本剰余金合計 7,841,602 7,841,656

利益剰余金

利益準備金 1,430 1,430

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △1,535,365 △12,258,861

利益剰余金合計 △1,533,934 △12,257,430

自己株式 △65,195 △65,195

株主資本合計 13,986,512 3,263,124

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △112,898 △51,222

評価・換算差額等合計 △112,898 △51,222

新株予約権 37,721 －

純資産合計 13,911,336 3,211,902

負債純資産合計 15,494,090 4,478,727
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②【損益計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
　至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

営業収入

受取マネジメントフィー 827,387 1,112,872

営業収入合計 ※1
 827,387

※1
 1,112,872

売上総利益 827,387 1,112,872

販売費及び一般管理費 ※1, ※2
 802,680

※1, ※2
 1,195,635

営業利益又は営業損失（△） 24,706 △82,763

営業外収益

受取利息 ※1
 160,641

※1
 208,608

受取保険料 17,160 －

受取配当金 ※1
 20,770

※1
 27,613

受取手数料 9,588 7,973

その他 1,779 2,495

営業外収益合計 209,941 246,691

営業外費用

支払利息 12,941 18,263

株式交付費 1,560 －

投資事業組合損失 63,730 48,407

貸倒引当金繰入額 － 14,046

その他 2,888 1,120

営業外費用合計 81,120 81,837

経常利益 153,527 82,090

特別利益

投資有価証券売却益 30,696 －

新株予約権戻入益 － 110,110

関係会社株式売却益 1,032,000 41,974

特別利益合計 1,062,696 152,084

特別損失

固定資産除却損 ※3
 18,478

※3
 77,062

投資有価証券売却損 11,882 59,297

投資有価証券評価損 297,462 447,285

関係会社株式評価損 2,680,492 2,731,894

関係会社株式売却損 － 186,504

貸倒引当金繰入額 3,209,149 6,893,188

移転損失引当金繰入額 － 159,527

事務所移転損失 42,785 294

その他 － 269,977

特別損失合計 6,260,250 10,825,031

税引前当期純損失（△） △5,044,026 △10,590,856

法人税、住民税及び事業税 15,357 3,800

法人税等調整額 749,936 －

法人税等合計 765,293 3,800

当期純損失（△） △5,809,320 △10,594,656
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③【株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
　至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 7,740,757 7,744,040

当期変動額

新株の発行 3,283 54

当期変動額合計 3,283 54

当期末残高 7,744,040 7,744,094

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 7,837,845 2,141,128

当期変動額

新株の発行 3,282 54

準備金から剰余金への振替 △5,700,000 －

当期変動額合計 △5,696,717 54

当期末残高 2,141,128 2,141,182

その他資本剰余金

前期末残高 474 5,700,474

当期変動額

準備金から剰余金への振替 5,700,000 －

当期変動額合計 5,700,000 －

当期末残高 5,700,474 5,700,474

資本剰余金合計

前期末残高 7,838,319 7,841,602

当期変動額

新株の発行 3,282 54

準備金から剰余金への振替 － －

当期変動額合計 3,282 54

当期末残高 7,841,602 7,841,656

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 1,430 1,430

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,430 1,430

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 4,402,680 △1,535,365

当期変動額

剰余金の配当 △128,725 △128,839

当期純損失（△） △5,809,320 △10,594,656

当期変動額合計 △5,938,045 △10,723,495

当期末残高 △1,535,365 △12,258,861

利益剰余金合計

前期末残高 4,404,111 △1,533,934
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
　至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

当期変動額

剰余金の配当 △128,725 △128,839

当期純損失（△） △5,809,320 △10,594,656

当期変動額合計 △5,938,045 △10,723,495

当期末残高 △1,533,934 △12,257,430

自己株式

前期末残高 △65,195 △65,195

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 △65,195 △65,195

株主資本合計

前期末残高 19,917,992 13,986,512

当期変動額

新株の発行 6,566 108

剰余金の配当 △128,725 △128,839

当期純損失（△） △5,809,320 △10,594,656

当期変動額合計 △5,931,479 △10,723,387

当期末残高 13,986,512 3,263,124

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 32,415 △112,898

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△145,313 61,675

当期変動額合計 △145,313 61,675

当期末残高 △112,898 △51,222

評価・換算差額等合計

前期末残高 32,415 △112,898

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△145,313 61,675

当期変動額合計 △145,313 61,675

当期末残高 △112,898 △51,222

新株予約権

前期末残高 － 37,721

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 37,721 △37,721

当期変動額合計 37,721 △37,721

当期末残高 37,721 －

純資産合計

前期末残高 19,950,408 13,911,336

当期変動額

新株の発行 6,566 108

剰余金の配当 △128,725 △128,839

当期純損失（△） △5,809,320 △10,594,656

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △107,592 23,954

当期変動額合計 △6,039,072 △10,699,433

当期末残高 13,911,336 3,211,902
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【重要な会計方針】

 

項目
前事業年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

 

(1）子会社株式及び関連会社株式

　　移動平均法による原価法を採用して

おります。

(1）子会社株式及び関連会社株式

同左

 (2）その他有価証券

　　時価のあるもの

　　　決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）を採用しており

ます。

(2）その他有価証券

　　時価のあるもの

同左

 　　時価のないもの

　　　移動平均法による原価法を採用し

ております。

　　　なお、金融商品取引法第２条第２項

により有価証券とみなされる投資

事業組合等への出資持分について

は、最近の決算書を基礎とし、持分

相当額を純額で取り込む方法に

よっております。

　　時価のないもの

同左

　　　

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　　定率法（ただし建物（付属設備を除

く）については定額法）によってお

ります。

　　なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

　　建物　　　　　　　　３年～18年

　　工具、器具及び備品　３年～10年

(1）有形固定資産

同左

 （会計方針の変更）

　法人税の改正((所得税法等の一部

を改正する法律　平成19年３月30日　

法律第６号）及び（法人税法施行令

の一部を改正する政令　平成19年３

月30日　政令第83号))に伴い、当会計

期間から、平成19年４月以降に取得

したものについては、改正後の法人

税法に基づく方法に変更しておりま

す。

　当該変更に伴う損益に与える影響

は軽微であります。

（追加情報）

　当会計期間から、平成19年３月31日

以前に取得したものについては、残

存簿価を償却可能限度額まで償却が

終了した翌年から５年間で均等償却

する方法によっております。

　当該変更に伴う損益に与える影響

は、軽微であります。

 

──────────
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項目
前事業年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

 (2）無形固定資産

　　のれんについては、５年で均等償却

しております。

　　自社利用のソフトウエアについて

は、社内における見込利用可能期間

（５年）に基づく定額法で償却して

おります。

(2）無形固定資産

同左

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　　債権の貸倒れによる損失に備えて、

一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しておりま

す。

(1）貸倒引当金

同左

  (2) 移転損失引当金

　　本社移転に伴い発生の可能性が高

　　い原状回復費等について、見積り

　　計上しております。

　　この移転損失引当金は、移転損失

　の合理的な見積りが可能になったこ

　とにより計上したものであります。

　　これにより税引前当期純損失は

　159,527千円増加しております。

４．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1）消費税等の会計処理

　　消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜方式によっております。

(1) 消費税等の会計処理

同左
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【注記事項】

(貸借対照表関係)

 
前事業年度

(平成20年３月31日)
当事業年度

(平成21年３月31日)

※１．関係会社項目

　　　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。

売掛金 51千円

短期貸付金 6,203,000

未収入金 50,343

立替金 6,447

未収収益 61,586

未払金 33,699

前受金 204,940
　

※１．関係会社項目

　　　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。

売掛金 109,838千円

短期貸付金 10,155,000

未収入金 124,328

立替金 33,560

未収収益 115,470

未払金 11,801
　

※２．当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約

　　　当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め、取引銀行５行と当座貸越契約及び貸出コミット

メントライン契約を締結しております。

　　　当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミッ

トメントラインに係る借入未実行残高は、次のとお

りであります。

当座貸越極度額及び貸出
コミットメントラインの総額

4,000,000千円

借入実行額 1,000,000千円

差引額 3,000,000千円
　

※２．当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約

　　　当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め、取引銀行３行と当座貸越契約及び貸出コミット

メントライン契約を締結しております。

　　　当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミッ

トメントラインに係る借入未実行残高は、次のとお

りであります。

当座貸越極度額及び貸出
コミットメントラインの総額

2,000,000千円

借入実行額 900,000千円

差引額 1,100,000千円
　

　３．保証債務

　　　次の関係会社について、営業取引に係る仕入債務に対

し債務保証を行っております。

㈱テレウェイヴリンクス 48,098千円
　

　３．保証債務

　　　当社連結子会社の株式会社テレウェイヴリンクスに

対し、下記の債務保証を行っております。

金融機関からの借入金
営業取引に係る仕入債務

2,480,000千円
259千円

　
　４．財務制限条項

当社の短期借入金合計額のうち500,000千円に

は、以下の財務制限条項が付されており、各条項の

いずれかに抵触した場合には、当該借入金の借入先

に対し該当する借入金額を一括返済することがあ

ります。

（1） 最終の決算期におけるインタレストカバレッ

ジレシオを１以下としないこと。なお、インタレ

ストカバレッジレシオとは、以下の算式で算出さ

れるものをいいます。

インタレストカバレッジレシオ＝（営業利益＋

受取利息）÷支払利息

（2） 最終の決算期及びその前の決算期において、損

益計算書における当期利益が２期連続して当期

赤字とならないこと。

（3） 最新の決算期の貸借対照表において、債務超過

（負債が資産を上回る状態）にならないこと。

（4） その他取引条件の見直しを必要と認める客観

的な事由が生じた場合。

　４．　　　　　─────────
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(損益計算書関係)

 
前事業年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

営業収入  

　受取マネジメントフィー 827,387千円

販売費及び一般管理費  

　経費分担金収入 △1,171,355

　その他 21,581

受取利息 151,039

受取配当金 14,716

　

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

営業収入  

　受取マネジメントフィー 1,112,872千円

販売費及び一般管理費  

　経費分担金収入 △1,162,341

　その他 1,198

受取利息 189,346

受取配当金 23,236

　
※２．費用は全て一般管理費であります。

　　　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 55,434千円

従業員給料手当 227,020

従業員賞与 18,341

株式報酬費用 27,734

福利厚生費 10,463

地代家賃 145,997

外部委託費 106,966

旅費交通費 31,196

のれん償却額 30,509
　

※２．費用は全て一般管理費であります。

　　　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 105,281千円

従業員給料手当 232,622

株式報酬費用 72,389

福利厚生費 5,887

地代家賃 210,108

外部委託費 113,459

旅費交通費 17,087

のれん償却額 15,234
　

 ※３．固定資産除却損は、次のとおりであります。

建物 2,727千円

工具、器具及び備品 　2,137

ソフトウェア 13,613

　　　　計 18,478

 ※３．固定資産除却損は、次のとおりであります。

建物 70,660千円

工具、器具及び備品 142

ソフトウェア 4,720

施設利用権 1,538

　　　　計 77,062
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(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株） 748 ― ― 748

 

当事業年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株） 748 ― ― 748

(リース取引関係)

前事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　該当事項はありません。

 

当事業年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

該当事項はありません。

 

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

 

 前事業年度（平成20年３月31日現在） 当事業年度（平成21年３月31日現在）

 
貸借対照表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

貸借対照表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

関連会社株式 1,110,7041,110,704 - - - -

合計 1,110,7041,110,704 - - - -
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(税効果会計関係)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位：千円)

 
前事業年度

(平成20年３月31日現在)
当事業年度

(平成21年３月31日現在)

繰延税金資産   

貸倒引当金 1,317,051 4,069,468

未払事業税 ― 13,265

移転損失引当金 ― 64,927

投資有価証券評価損 336,147 518,868

関係会社株式評価損 1,173,469 1,610,080

その他有価証券評価差額金 45,944 20,847

繰越欠損金 52,362 329,325

その他 2,224 8,614

　繰延税金資産小計 2,927,197 6,635,394

評価性引当額 △2,927,197 △6,635,394

　繰延税金資産合計 ― ―

繰延税金資産の純額 ― ―

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

　　　　　 前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失であるため記載を省略しております。

(企業結合等関係)

前事業年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

　該当事項はありません。

 

当事業年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

  該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

 
前事業年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 26,920.34円１株当たり純資産額 6,231.79円

１株当たり当期純損失 11,276.88円１株当たり当期純損失 20,556.22円

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

１株当たり当期純損失であるため、記載しておりませ

ん。
 

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１

株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。　

  

(注)　算定上の基礎

１．１株当たり純資産額

 
前事業年度末

（平成20年３月31日）
当事業年度末

（平成21年３月31日）

貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 13,911,336 3,211,902

普通株式に係る純資産額（千円） 13,873,614 3,211,902

差額の主な内訳（千円）
　新株予約権

37,721 －

普通株式の発行済株式数（株） 516,106 516,154

普通株式の自己株式数（株） 748 748

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数（株）

515,358 515,406

２．１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益

 
前事業年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

１株当たり当期純損失   

当期純損失（△）　　　　　　　　　（千円） △5,809,320 △10,594,656

普通株主に帰属しない金額の主な内訳（千円） ─ －

普通株式に係る当期純損失（△）（千円） △5,809,320 △10,594,646

期中平均株式数（株） 515,901 515,399

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額（千円） ― －

普通株式増加数（株） ― －

 （うち新株予約権） ― －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株

式の概要

新株予約権　　　　 ３種類

(新株予約権の数 5,117個)

新株予約権　　　　 ５種類

(新株予約権の数 5,541個)
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(重要な後発事象)

 
前事業年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

（株式会社テンポリノベーションの株式取得（子会

社））

──────────

 

当社は平成20年１月31日開催の取締役会において、株

式会社テンポリノベーションの株式の取得及び子会社

化について決議し、平成20年５月８日付で子会社と致

しました。　

　

 

１．株式取得の理由  

　開業支援に関する営業・管理ノウハウを有する同社が

当社グループに加わることは当社グループにとりまし

ても新たなサービスの拡充となります。

 

  

２．株式会社テンポリノベーションの概要　　  

　（平成20年３月31日現在）  

　(a)商号　　　　　株式会社テンポリノベーション  

　(b)代表者　　　　代表取締役社長　相原　広通  

　(c)所在地　　　　東京都港区六本木1-8-7  

　(d)設立年月　　　平成19年11月 　

　(e)主な事業内容　リノベーション事業・店舗施工事

　　　　　　 業・問屋流通事業

　(f)資本金　　　　   10,000千円

　(g)純資産　　　　  369,014千円

　(h)総資産　　　　1,282,444千円

　(i)発行済株式　　200株

 

３．株式譲受の概要

　(a)株式取得数　　200株　

　　　（議決権）　（100％）

　(b)取得日　　　　平成20年５月８日

　(c)取得金額　　　191,564千円

　(d)異動前後の所有株式の状況

 所有株式数 議決権比率

異動前 －株 －％

異動後 200株 100.0％
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 前事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

（当社従業員ならびに当社連結子会社の取締役および

従業員に対するストックオプションの件）
 

──────────

 

平成20年６月27日開催の当社定時株主総会におい
て、「当社従業員ならびに当社連結子会社の取締役
および従業員に対しストックオプションとして発行
する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に
委任する件」を決議致しました。

 

(1) 新株予約権の割当対象者  
当社従業員ならびに当社連結子会社の取締役お
よび従業員

 

(2) 新株予約権の目的たる株式の種類および数  
当社普通株式7,600株を上限とする。  

(3) 発行する新株予約権の総数  
7,600個を上限とする。  

(4) 新株予約権の発行価額  
無償とする。  

(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合に
おける増加する資本金及び資本準備金の額
　新株予約権の行使により株式を発行する場合
において増加する資本金の額は、会社計算規則
第40条第１項に従い算出される資本金等増加限
度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未
満の端数が生じたときは、その端数を切り上げ
るものとする。また、この場合、増加する資本準
備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増
加する資本金の額を減じた額とする。

 
 

(6) 新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金
額

 

　新株予約権の行使に際してする出資の目的は
金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際し
て払込をすべき１株当たりの金額（以下「行使
価額」という）に各新株予約権の目的である株
式の数を乗じた価額とする。行使価額は、新株予
約権を割り当てる日の属する月の前月の各日
（取引が成立しない日を除く）における株式会
社ジャスダック証券取引所が公表する当社普通
株式の最終価格（以下、「最終価格」という）
の平均値に1.30を乗じて得た金額とし、１円未
満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が新株
予約権を割り当てる日の最終価格（当日に最終
価格がない場合は、それに先立つ直近日の最終
価格）を下回る場合は、新株予約権を割り当て
る日の最終価格を払い込み金額とする。
　なお、割当日以降、当社が株式分割又は株式併
合を行う場合、次の算式により払込価額を調整
し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上
げる。

調整後
＝
調整前

×
1

行使価額 行使価額 分割・併合の比率
　また、割当日以降、当社が時価を下回る価額で
当社普通株式につき、新株式を発行または自己
株式の処分を行う場合（新株予約権の行使によ
る場合を除く。）は、次の算式により調整し、調
整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

    既発行
株式数

＋

新規発行
株式数

×
１株当たり
払込価額

調整後
＝
調整前

×
１株当たりの時価

行使価額 行使価額 既発行株式数＋新規発行株式数
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 前事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

　上記算式において、「既発行株式数」とは当社
の発行済普通株式数から当社が保有する自己株
式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場
合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株
式数」、「１株当たり払込価額」を「１株当たり
処分金額」に各々読み替えるものとする。

　
 

　さらに、割当日以降、当社が合併等を行う場合、
株式の無償割り当てを行う場合、その他これらの
場合に準じた払込価額の調整を必要とする事由
が生じたときには、それぞれの条件等を勘案のう
え、合理的な範囲で行使価額を調整するものとす
る。

　
 

(7）新株予約権の権利行使期間
付与決議（取締役会決議）の日後２年を経過し
た日から当該付与決議の日後６年を経過する日
まで

(8）新株予約権の行使の条件
①　新株予約権を行使するためには、その割当て
を受けた時から権利行使時に至るまでの間、継続
して当社または当社連結子会社の取締役または
従業員のいずれかに在任または在職することを
要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、
その他取締役会が正当な理由があると認めた場
合はこの限りではない。
②　新株予約権の割当てを受けた者が上記(7)の
新株予約権を行使することができる期間中に死
亡した場合、相続人がその権利を承継するものと
する。
③　その他の条件については、取締役会決議に基
づき当社と新株予約権者との間で締結する新株
予約権割当契約の定めるところによる。

 
 

 

(9）譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取
締役会の承認を要する。

　(注）上記新株予約権については、当社による無償取

 得による消却を行うことを平成20年12月16日の取

 締役会で決議し実行しております。
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 前事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

（当社取締役に対するストックオプション報酬額およ
び内容の件）

──────────

 
平成20年６月27日開催の当社定時株主総会におい

て、「当社取締役に対しストックオプションとして　
割り当てる新株予約権に関する報酬等の額および内
容の決定の件」を決議致しました。
　会社法第361条第１項第３号に規定される報酬等の
うち金銭でないものである新株予約権に関する報酬
等の額として、下記の内容のとおり新株予約権を割
り当てるものであります。

 

(1) 新株予約権の割当対象者  
当社取締役
 

 

(2) 新株予約権の目的たる株式の種類および数  
当社普通株式7,000株を上限とする。  

(3) 発行する新株予約権の総数  
7,000個を上限とする。  

(4) 新株予約権の発行価額  
無償とする。  

(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合に
おける増加する資本金及び資本準備金の額
　新株予約権の行使により株式を発行する場合
において増加する資本金の額は、会社計算規則
第40条第１項に従い算出される資本金等増加限
度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未
満の端数が生じたときは、その端数を切り上げ
るものとする。また、この場合、増加する資本準
備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増
加する資本金の額を減じた額とする。

 
　

(6) 新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金
額　　　

 

　新株予約権の行使に際してする出資の目的は
金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際し
て払込をすべき１株当たりの金額（以下「行使
価額」という）に各新株予約権の目的である株
式の数を乗じた価額とする。行使価額は、新株予
約権を割り当てる日の属する月の前月の各日
（取引が成立しない日を除く）における株式会
社ジャスダック証券取引所が公表する当社普通
株式の最終価格（以下、「最終価格」という）
の平均値に1.30を乗じて得た金額とし、１円未
満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が新株
予約権を割り当てる日の最終価格（当日に最終
価格がない場合は、それに先立つ直近日の最終
価格）を下回る場合は、新株予約権を割り当て
る日の最終価格を払い込み金額とする。
　なお、割当日以降、当社が株式分割又は株式併
合を行う場合、次の算式により払込価額を調整
し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上
げる。

調整後
＝
調整前

×
1

行使価額 行使価額 分割・併合の比率
　また、割当日以降、当社が時価を下回る価額で
当社普通株式につき、新株式を発行または自己
株式の処分を行う場合（新株予約権の行使によ
る場合を除く。）は、次の算式により調整し、調
整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

    既発行
株式数

＋

新規発行
株式数

×
１株当たり
払込価額

調整後
＝
調整前

×
１株当たりの時価

行使価額 行使価額 既発行株式数＋新規発行株式数
　　

　

 

EDINET提出書類

株式会社ＳＢＲ(E02954)

有価証券届出書（通常方式）

201/237



 前事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

　上記算式において、「既発行株式数」とは当社
の発行済普通株式数から当社が保有する自己株
式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場
合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株
式数」、「１株当たり払込価額」を「１株当たり
処分金額」に各々読み替えるものとする。

　

　さらに、割当日以降、当社が合併等を行う場合、
株式の無償割り当てを行う場合、その他これらの
場合に準じた払込価額の調整を必要とする事由
が生じたときには、それぞれの条件等を勘案のう
え、合理的な範囲で行使価額を調整するものとす
る。

　

(7）新株予約権の権利行使期間
付与決議（取締役会決議）の日後２年を経過し
た日から当該付与決議の日後９年を経過する日
まで

(8）新株予約権の行使の条件
①　新株予約権を行使するためには、その割当て
を受けた時から権利行使時に至るまでの間、継続
して当社または当社連結子会社の取締役または
従業員のいずれかに在任または在職することを
要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、
その他取締役会が正当な理由があると認めた場
合はこの限りではない。
②　新株予約権の割当てを受けた者が上記(7)の
新株予約権を行使することができる期間中に死
亡した場合、相続人がその権利を承継するものと
する。
③　その他の条件については、取締役会決議に基
づき当社と新株予約権者との間で締結する新株
予約権割当契約の定めるところによる。

 
 

 

(9）譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取
締役会の承認を要する。

　(注) 上記新株予約権については、当社による無償取
　　 得による消却を行うことを平成20年12月16日の取
　　 締役会で決議し実行しております。
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 前事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

──────────
 

（連結子会社の吸収合併について）
当社は、平成21年２月４日開催の取締役会におい

て,100％連結子会社である株式会社テレウェイヴリン
クスを吸収合併することを決議し、平成21年３月31日開
催の当社臨時株主総会において承認され、平成21年４月
１日に合併し、株式会社ＳＢＲに社名を変更いたしまし
た。 
(1) 合併の目的 
当社グループは、純粋持株会社である株式会社テレウェ
イヴの下、中核事業会社である株式会社テレウェイヴリ
ンクスを中心に、Ｍ＆Ａ等により多数の企業を傘下にお
さめグループ運営を行っておりますが、当事業年度より
「選択と集中」をテーマに、収益性を基準とした取り組
み優先順位の厳格化を行い、グループ再編を実行してお
ります。当事業年度におきましては、連結子会社間の合
併、連結子会社株式の売却、持分法適用関連会社の売却
を積極的に行ってまいりました。結果、グループ会社数
は、前事業年度末から５社減少し、グループ規模のコン
パクト化を実現することができました。 
　このような中、経営の意志・方針伝達の迅速化と重複
する間接コストの極小化のメリットを最大限に享受す
るため、中核事業会社である株式会社テレウェイヴリン
クスと吸収合併することを決定いたしました。これによ
り、営業による受注活動及びホームページ制作活動の更
なる効率化を図りつつ、並行してオペレーション効率・
コスト効率の大幅改善を実現することにより、グループ
利益の最大化を図ってまいる所存であります。

 (2) 合併の日程
　   合併決議取締役会　　　　　平成21年２月４日
　   合併契約締結　　　　　　　平成21年２月４日
　   臨時株主総会基準日公告　　平成21年２月５日
　   臨時株主総会基準日　　　　平成21年２月20日
　   合併承認臨時株主総会　　　平成21年３月31日
　    ※なお、株式会社テレウェイヴリンクスについ
　　　ては、会社法第784条第１項に定める略式合併
　　　であるため、臨時株主総会は開催しておりませ
　　　ん。
　   合併期日　　　　　　　　　平成21年４月１日
　   合併登記　　　　　　　　　平成21年４月１日
(3) 合併方式
　   当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社
   テレウェイヴリンクスは解散いたします。
(4) 合併比率並びに合併交付金
　   100％出資の子会社との合併であるため、合併比
　　 率の取り決めはありません。また、合併による新
　　 株発行及び資本金の額の増加もありません。
(5) 消滅会社の権利義務
　　 当社は、合併期日における消滅会社の一切の権利
　　義務を引き継いでおります。
(6) 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関
　　する取扱い
　    株式会社テレウェイヴリンクスは、新株予約権
　　及び新株予約権付社債は発行しておりません。
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 前事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

 (7) 合併当事会社の概要（平成21年３月期）
　  ①商号　　　　株式会社テレウェイヴリンクス
　  ②本店所在地　東京都新宿区西新宿二丁目４番
　　　　          １号
　  ③代表者　　　代表取締役社長　齋藤　真織
　  ④資本金　　　    280百万円
　  ⑤純資産の額　△9,875百万円
　  ⑥総資産の額　  6,005百万円
　  ⑦売上高　　　 11,645百万円
　  ⑧当期純損失　　9,468百万円
　  ⑨事業の内容　ＩＴパッケージの販売及び経営支
　　　援サービスの提供
 

 （金融支援サービス事業からの撤退）
当社は、平成21年５月11日開催の取締役会において、金
融支援サービス事業からの撤退を決議致しました。
 (1) 撤退理由
　　   金融支援サービス事業は、運転資金の回転率向
　　 上を希望される小企業を対象に売上債権早期資金
　　 化サービスの提供及び手数料収入を目的に不動産
　　 担保融資債権を買取る事業を行うＳＰＣに対する
　　 保証を実行するスキームへの参画をしてまいりま
　　 した。
　　　 しかしながら、昨今の経済停滞、金融危機等の
　　 状況により、事業の縮小に着手し、取締役会にお
　　 いても、早期縮小方針を決定しておりました。
　　　 当社では、今回の不適切な会計処理が行われた
　　 ことを重いものと受け止め、改めて金融支援サー
　　 ビス事業からの完全撤退を決議し、同事業を清算
　　 することを決定いたしました。
　　　 なお、翌事業年度における損失見込額はあ
　　 りません。
 (2) 事業の内容及び規模
　 ①　事業内容   金融支援サービス事業
　 ②　売上高　　 377百万円（当事業年度）
　 ③　債権額　 7,849百万円（当事業年度末日時点）
　　　 うち貸倒引当額 6,516百万円（当事業年度末日
　　   　　　　　　　　　　　　　　時点）
　　   なお、上記金額は連結子会社である株式会社テ
　　 レウェイヴリンクスの数値であります。同社は平
　　 成21年４月１日に当社が吸収合併しております。
 (3) 撤退時期
　　　 平成21年５月
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 前事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

──────────

 

（連結子会社の株式譲渡について）
　当社は、平成21年７月16日開催の取締役会決議に基づ
き、連結子会社である株式会社テンポリノベーション
の全株式を譲渡いたしました。
　なお、本取引後、当該会社は当社の連結子会社より除
外されます。
(1) 譲渡の理由
当社グループは、純粋持株会社である株式会社テレ

ウェイヴの下、中核事業会社である株式会社テレウェ
イヴリンクスを中心に、Ｍ＆Ａ等により多数の企業を
傘下におさめグループ運営を行っておりますが、当事
業年度より「選択と集中」をテーマに、収益性を基準
とした取り組み優先順位の厳格化を行い、グループ再
編を実行しております。当事業年度におきましては、連
結子会社間の合併、連結子会社株式の売却、持分法適用
関連会社の売却を積極的に行ってまいりました。結果、
グループ会社数は、前事業年度末から５社減少し、グ
ループ規模のコンパクト化を実現することができまし
た。
　このような中、当社グループの事業戦略における関連
性を検討した結果、テンポリノベーション株式を譲渡
することを決定いたしました。
 

 (2) 異動する連結子会社の概要
　①商号　　　　　株式会社テンポリノベーション
　②所在地　　　　東京都港区芝公園二丁目４番１号
　③代表者　　　　代表取締役　北本　聖
　④設立年月日　　平成19年11月27日
　⑤主な事業内容　飲食店出店・閉店支援事業
　⑥資本金の額　　10百万円
　⑦事業年度の末日３月31日
　⑧従業員数　　　22名（平成21年3月31日現在、派　
　　　　　　　　　　　　遣社員含む）
　⑨当社の出資比率 100％
　⑩最近事業年度における業績の動向
　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 平成20年12月期平成21年3月期

売上高 1,051 299

経常利益 39 56

当期純利益 32 26

総資産 1,320 1,279

純資産 443 470

(注)平成21年3月期は、決算期変更による３ヶ月決算と
なっております。
(3) 株式の譲渡先
　①商号　　　　 株式会社クロップス
　②所在地　　　 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目23　
　　　　　　　　 番9号　　
　③代表者　　　 代表取締役　前田　博史
　④設立年月日　 昭和52年11月2日
　⑤主な事業内容 au携帯電話の販売及び付随するサ
　　　　　　　　 ービス全般　
　⑥資本金の額　　243百万円
　⑦当社との関係　資本関係：ありません
　　　　　　　　　人的関係：ありません
　　　　　　　　　取引関係：ありません
(4) 株式譲渡の概要
　①異動前の所有株式数　200株（所有割合 100.0%）
  ②異動株式数　　　　　200株
　③異動後の所有株式数　　0株（所有割合　 0.0%）
（5）日程
平成21年7月16日 取締役会決議及び株式譲渡契約締結
平成21年7月16日 株式譲渡
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④ 【附属明細表】（平成21年３月31日現在）

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額
（千円）

投資有価証券
その他
有価証券

アニコム ホールディングス株式会社 500 300,000

株式会社サイネックス 654,900 190,513

株式会社Ｅストアー 1,691 95,114

株式会社シニアコミュニケーション 2,205 29,872

株式会社イリスケアー 300 25,000

株式会社アスラポート・ダイニング 2,825 12,358

株式会社ＧＥＮＯＶＡ 200 2,000

株式会社クロスランゲージ 600 1,886

ビジネスオンライン株式会社 500 785

ウィルプラウド株式会社 80 783

その他（２銘柄） 790 0

計 664,591 658,314

 

【債券】

 

種類及び銘柄 券面総額（千円）
貸借対照表計上額
（千円）

投資有価証券
その他
有価証券

株式会社イリスケアー　第１回新株予約
権付社債

22,000 22,000

計 22,000 22,000

 

【その他】

 

種類及び銘柄 投資口数等（口）
貸借対照表計上額
（千円）

投資有価証券
その他
有価証券

（投資事業組合等出資金）   

シニアビジネス応援ファンド投資事業
有限責任組合

1 89,322

その他（１銘柄） ― 0

計 1 89,322

 

EDINET提出書類

株式会社ＳＢＲ(E02954)

有価証券届出書（通常方式）

206/237



【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
(千円)

当期償却額
（千円）

差引当期末
残高
（千円）

有形固定資産        

　建物 135,0274,108131,7697,366 3,44812,918 3,918

　工具、器具及び
　備品

196,40513,27510,831198,850141,18139,230 57,669

有形固定資産計 331,43217,383142,599206,217144,62952,148 61,587

無形固定資産        

　のれん 152,547 ― 152,547 ― ― 15,254 ―

　ソフトウエア 355,843161,54421,547495,839188,01282,651307,827

　施設利用権 2,648 ― 1,538 1,110 ― ― 1,110

無形固定資産計 511,039161,544175,633496,949188,01297,906308,937

長期前払費用 1,466 450 ― 1,916 1,485 529 431

（注)１．有形固定資産の当期増加額の主なものは、以下のとおりであります。

建物付属設備：ＮＳビル増床等に伴う設備工事 4,108千円

工具器具備品：パソコン、サーバーの取得 13,275千円

 

　　 ２．有形固定資産の当期減少額の主なものは、以下のとおりであります。

建物付属設備：東京本社移転に伴う資産の除却 68,639千円

 

　　 ３．無形固定資産の当期増加額の主なものは、以下のとおりであります。

ソフトウェア：当社グループ基幹業務系システムの構築 155,500千円

　　　　　　　情報管理、ＰＣ管理各システム及び顧客管理 3,490千円

 

　　 ３．無形固定資産の当期減少額の主なものは、以下のとおりであります。

の　れ　ん：営業権の除却 137,293千円

  

  

 

【引当金明細表】

 

区分
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

貸倒引当金 3,235,9996,907,235144,541 ― 9,998,692

移転損失引当金 ― 159,527 ― ― 159,527
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(2) 【主な資産及び負債の内容】（平成21年３月31日現在）

①　流動資産

イ．現金及び預金

 

区分 金額（千円）

預金の種類  

普通預金 512,253

別段預金 12,214

通知預金 400,000

合計 924,467

 

ロ．売掛金

　相手先別内訳

 

相手先 金額（千円）

㈱テレウェイヴリンクス 109,838

合計 109,838

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

前期繰越高
（千円）
 
(A)

当期発生高
（千円）
 
(B)

当期回収高
（千円）
 
(C)

次期繰越高
（千円）
 
(D)

回収率（％）
 

(C)
×100

(A)＋(B)

滞留期間（日）
(A)＋(D)
２
(B)
365

51 1,998,9231,889,137 109,838 94.5 10.03

(注)　当期発生高には消費税等が含まれております。

 

　　　ハ. 短期貸付金

　　　　　相手先別内訳

相手先 金額（千円）

㈱テレウェイヴリンクス 9,995,000

㈱築地魚河岸やっちゃば倶楽部 140,000

㈱アイピーアンドケイ 20,000

㈱イリスケアー 135,000

合計 10,290,000

 

EDINET提出書類

株式会社ＳＢＲ(E02954)

有価証券届出書（通常方式）

208/237



②　固定資産

イ. 関係会社株式

　　　　　相手先別内訳

内容 金額（千円）

（子会社株式）  

株式会社テレウェイヴリンクス 0

ロイヤルハウス株式会社 331,250

エンパワーヘルスケア株式会社 184,887

株式会社築地魚河岸やっちゃば倶楽部 17,000

株式会社ドリームエナジーコンサルティング 0

株式会社キュアリアス 15,121

株式会社アイピーアンドケイ 0

株式会社テンポリノベーション 191,564

合計 739,823

 

      ロ. 関係会社長期貸付金

　　　　　相手先別内訳

相手先 金額（千円）

㈱ドリームエナジーコンサルティング 26,901

㈱キュアリアス 62,026

㈱テンポリノベーション 89,777

合計 178,705

 

      ハ. 敷金及び保証金

　　　　　相手先別内訳

相手先 金額（千円）

新宿ＮＳビル㈱ 438,735

㈲ランタ 136,507

その他（８社） 6,402

合計 581,645
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③　流動負債

      　　短期借入金

相手先 金額（千円）

株式会社りそな銀行 500,000

株式会社三井住友銀行 400,000

合計 900,000

 

④　固定負債

該当事項はありません。

 

(3) 【その他】

第13期事業年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）の概要

平成22年５月14日開催の取締役会において決議された第13期事業年度（平成21年４月１日から

平成22年３月31日まで）に係る財務諸表は以下のとおりであります。

　　　　この財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

第59号。以下「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、第12期事業年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）は、改正前の財務諸表

等規則に基づき、第13期事業年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）は、改正後の財務諸表等規

則に基づいて作成しております。

　ただし、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査法人の監査は終了しておりませんので、監査

報告書は受領しておりません。

 

次へ
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　　 貸借対照表
(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 924,467 1,853,358

売掛金 ※1
 109,838

※1
 592,431

商品 － 14,907

前払費用 84,850 76,206

短期貸付金 ※1
 10,290,000 10,130

未収入金 ※1
 126,024

※1
 159,806

未収消費税等 － 57,936

その他 ※1
 161,940

※1
 27,246

貸倒引当金 △9,972,338 △139,174

流動資産合計 1,724,784 2,652,850

固定資産

有形固定資産

建物 7,366 97,767

減価償却累計額 △3,448 △18,768

建物（純額） 3,918 78,999

工具、器具及び備品 198,850 424,958

減価償却累計額 △141,181 △308,916

工具、器具及び備品（純額） 57,669 116,042

有形固定資産合計 61,587 195,042

無形固定資産

ソフトウエア 307,827 514,931

施設利用権 1,110 －

その他 － 1,914

無形固定資産合計 308,937 516,846

投資その他の資産

投資有価証券 769,637 46,219

関係会社株式 739,823 219,807

長期貸付金 133,106 115,851

関係会社長期貸付金 178,705 －

長期未収入金 － 21,110

破産更生債権等 － 6,184,447

長期前払費用 431 12,637

敷金及び保証金 581,645 524,483

その他 6,423 16,996

貸倒引当金 △26,354 △5,999,867

投資その他の資産合計 2,383,418 1,141,686

固定資産合計 2,753,943 1,853,574

資産合計 4,478,727 4,506,424
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 － 105,827

短期借入金 ※2
 900,000

※2
 500,000

未払金 ※1
 104,340

※1
 634,737

未払費用 57,999 96,551

未払法人税等 16,632 27,595

前受金 － 35,078

預り金 5,876 42,452

解約負担引当金 － 315,249

移転損失引当金 159,527 －

その他 22,449 691

流動負債合計 1,266,824 1,758,183

固定負債

その他 － 14,061

固定負債合計 － 14,061

負債合計 1,266,824 1,772,245

純資産の部

株主資本

資本金 7,744,094 7,744,094

資本剰余金

資本準備金 2,141,182 2,141,182

その他資本剰余金 5,700,474 5,700,474

資本剰余金合計 7,841,656 7,841,656

利益剰余金

利益準備金 1,430 1,430

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △12,258,861 △12,787,807

利益剰余金合計 △12,257,430 △12,786,376

自己株式 △65,195 △65,195

株主資本合計 3,263,124 2,734,178

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △51,222 －

評価・換算差額等合計 △51,222 －

純資産合計 3,211,902 2,734,178

負債純資産合計 4,478,727 4,506,424
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　　 損益計算書
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

営業収入

受取マネジメントフィー 1,112,872 －

営業収入合計 ※1
 1,112,872 －

売上高

ITパッケージ関連売上高 － 5,622,201

その他の売上高 － 1,809,287

売上高合計 － ※1
 7,431,489

売上原価

ITパッケージ関連原価 － 1,082,880

その他の原価 － 792,196

売上原価合計 － ※1
 1,875,077

売上総利益 1,112,872 5,556,411

販売費及び一般管理費 ※1, ※2
 1,195,635

※1, ※2
 5,885,203

営業損失（△） △82,763 △328,791

営業外収益

受取利息 ※1
 208,608

※1
 92,733

受取配当金 ※1
 27,613 6,446

受取手数料 7,973 8,102

違約金収入 － 31,686

その他 2,495 9,520

営業外収益合計 246,691 148,488

営業外費用

支払利息 18,263 69,266

投資事業組合損失 48,407 2,069

貸倒引当金繰入額 14,046 －

その他 1,120 5,850

営業外費用合計 81,837 77,187

経常利益又は経常損失（△） 82,090 △257,490

特別利益

固定資産売却益 － ※3
 12,474

投資有価証券売却益 － 111,028

関係会社株式売却益 41,974 298,052

貸倒引当金戻入額 － 248,735

新株予約権戻入益 110,110 －

移転損失引当金戻入額 － 44,138

その他 － 36,814

特別利益合計 152,084 751,243
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

特別損失

固定資産売却損 － ※5
 108,823

固定資産除却損 ※4
 77,062

※4
 306,143

投資有価証券売却損 59,297 12,303

投資有価証券評価損 447,285 68,550

関係会社株式評価損 2,731,894 －

関係会社株式売却損 186,504 82,573

貸倒引当金繰入額 6,893,188 －

事務所移転損失 294 4,315

移転損失引当金繰入額 159,527 －

減損損失 － ※6
 4,294

事業清算損 － 330,393

その他 269,977 105,886

特別損失合計 10,825,031 1,023,284

税引前当期純損失（△） △10,590,856 △529,531

法人税、住民税及び事業税 3,800 22,336

法人税等還付税額 － △22,922

法人税等合計 3,800 △585

当期純損失（△） △10,594,656 △528,946
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売上原価明細書

 

  
前事業年度

(自  平成20年４月１日
至  平成21年３月31日)

当事業年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ  商品売上原価      

　１ 合併による商品受入高  ―   34,316   

  ２ 当期商品仕入高  ―   133,930   

合計  ―   168,247   

　３ 期末商品たな卸高  ― ―
―

14,907153,33914.2

Ⅱ  ライセンスアカウント料  ― ―  571,15152.7

Ⅲ  サイト登録料  ― ―  108,16410.0

Ⅳ　減価償却費  ― ―  74,6936.9

Ⅴ　その他  ― ―  175,53116.2

    当期売上原価  ― ―  1,082,880100.0
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　　 株主資本等変動計算書
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 7,744,040 7,744,094

当期変動額

新株の発行 54 －

当期変動額合計 54 －

当期末残高 7,744,094 7,744,094

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 2,141,128 2,141,182

当期変動額

新株の発行 54 －

当期変動額合計 54 －

当期末残高 2,141,182 2,141,182

その他資本剰余金

前期末残高 5,700,474 5,700,474

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,700,474 5,700,474

資本剰余金合計

前期末残高 7,841,602 7,841,656

当期変動額

新株の発行 54 －

当期変動額合計 54 －

当期末残高 7,841,656 7,841,656

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 1,430 1,430

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,430 1,430

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 △1,535,365 △12,258,861

当期変動額

剰余金の配当 △128,839 －

当期純損失（△） △10,594,656 △528,946

当期変動額合計 △10,723,495 △528,946

当期末残高 △12,258,861 △12,787,807
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

利益剰余金合計

前期末残高 △1,533,934 △12,257,430

当期変動額

剰余金の配当 △128,839 －

当期純損失（△） △10,594,656 △528,946

当期変動額合計 △10,723,495 △528,946

当期末残高 △12,257,430 △12,786,376

自己株式

前期末残高 △65,195 △65,195

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 △65,195 △65,195

株主資本合計

前期末残高 13,986,512 3,263,124

当期変動額

新株の発行 108 －

剰余金の配当 △128,839 －

当期純損失（△） △10,594,656 △528,946

当期変動額合計 △10,723,387 △528,946

当期末残高 3,263,124 2,734,178

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △112,898 △51,222

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

61,675 51,222

当期変動額合計 61,675 51,222

当期末残高 △51,222 －

評価・換算差額等合計

前期末残高 △112,898 △51,222

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

61,675 51,222

当期変動額合計 61,675 51,222

当期末残高 △51,222 －

新株予約権

前期末残高 37,721 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △37,721 －

当期変動額合計 △37,721 －

当期末残高 － －
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
　至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
　至 平成22年３月31日)

純資産合計

前期末残高 13,911,336 3,211,902

当期変動額

新株の発行 108 －

剰余金の配当 △128,839 －

当期純損失（△） △10,594,656 △528,946

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 23,954 51,222

当期変動額合計 △10,699,433 △477,723

当期末残高 3,211,902 2,734,178
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継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

重要な会計方針

 

項目
前事業年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

 

(1）子会社株式及び関連会社株式

　　移動平均法による原価法を採用して

おります。

(1）子会社株式及び関連会社株式

同左

 

 
 

(2）その他有価証券

　　時価のあるもの

　　　決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）を採用しており

ます。

(2）その他有価証券

　　時価のあるもの

同左

 

 　　時価のないもの

　　　移動平均法による原価法を採用し

ております。

　　　なお、金融商品取引法第２条第２項

により有価証券とみなされる投資

事業組合等への出資持分について

は、最近の決算書を基礎とし、持分

相当額を純額で取り込む方法に

よっております。

　　時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

　 　────────── 　　商品については、移動平均法による

原価法（貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法）によっております。

３．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　　定率法（ただし建物（附属設備を除

く）については定額法）によってお

ります。

　　なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

　　建物　　　　　　　　３年～18年

　　工具、器具及び備品　３年～10年

(1）有形固定資産（リース資産を除

く）

（イ）自社利用資産

　　定率法（ただし、建物（附属設　

　備を除く）については定額法）に　

　よっております。

　　なお、主な耐用年数は以下のと

　おりであります。

　建物及び構築物　　　３年～18年

　工具、器具及び備品　３年～10年

（ロ）貸与資産

　　定額法を採用しております。

　　なお、耐用年数は貸与期間によ　

　っており、以下のとおりでありま

　す。

　建物　　　　    ５年または６年

　工具、器具及び備品

　　　　　　　    ５年または６年
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項目
前事業年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

 (2）無形固定資産

　　のれんについては、５年で均等償却

しております。

　　自社利用のソフトウエアについて

は、社内における見込利用可能期間

（５年）に基づく定額法で償却して

おります。

 

 

(3)    ──────────

(2）無形固定資産（リース資産を除

く）

    自社利用のソフトウェアについて

は、社内における見込利用可能期間

（５年）に基づく定額法で償却して

おります。

　また、市場販売目的のソフトウェア

については、見込販売数量に基づく

償却額と残存見込販売有効期間（３

年以内）に基づく均等償却額とのい

ずれか大きい金額を計上する方法に

よっております。

(3）リース資産

　　所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価

額をゼロとする定額法によっており

ます。

　なお、リース取引開始日が平成20年

3月31日以前のリース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっております。

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　　債権の貸倒れによる損失に備えて、

一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しておりま

す。

(1）貸倒引当金

同左

 (2) 移転損失引当金

　　本社移転に伴い発生の可能性が高

　い原状回復費等について、見積り

　計上しております。

　　この移転損失引当金は、移転損失

　の合理的な見積りが可能になったこ

　とにより計上したものであります。

　　これにより税引前当期純損失は

　159,527千円増加しております。

 

(3)    ──────────

(2)    ──────────

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 解約負担引当金

　　リース契約者の解約により負担する

恐れのある解約金の支払に備えて、

実績率に基づいた解約金見積額を計

上しております。

５．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1）消費税等の会計処理

　　消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜方式によっております。

　 消費税等の会計処理

同左
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注記事項

(貸借対照表関係)

 
前事業年度

(平成21年３月31日)
当事業年度

(平成22年３月31日)

※１．関係会社項目

　　　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。

売掛金 109,838千円

短期貸付金 10,155,000

未収入金 124,328

立替金 33,560

未収収益 115,470

未払金 11,801
　

※１．関係会社項目

　　　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。

売掛金 18,471千円

未収入金 32,130

立替金 12,464

未払金 9,691

  

  
　

※２．当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約

　　　当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め、取引銀行３行と当座貸越契約及び貸出コミット

メントライン契約を締結しております。

　　　当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミッ

トメントラインに係る借入未実行残高は、次のとお

りであります。

当座貸越極度額及び貸出
コミットメントラインの総額

2,000,000千円

借入実行額 900,000千円

差引額 1,100,000千円
　

※２．         ──────────

 

　

 

  

  
　

　３．保証債務

　　　当社連結子会社の株式会社テレウェイヴリンクスに

対し、下記の債務保証を行っております。

金融機関からの借入金
営業取引に係る仕入債務

2,480,000千円
259千円

　

　３．保証債務

　　　東京センチュリーリース株式会社との業務提携契約

に従い、当社の販売商品に係る東京センチュリー

リース株式会社のリース契約先44件に対する未経過

リース料総額46,489千円の債務保証を行っておりま

す。

　三井住友ファイナンス＆リース株式会社との業務

提携契約に従い、当社の販売商品に係る三井住友

ファイナンス＆リース株式会社のリース契約先50件

に対する未経過リース料総額61,664千円の債務保証

を行っております。

　また、三菱UFJリース株式会社との業務提携契約に

従い、当社の販売商品に係る三菱UFJリース株式会社

のリース契約先16件に対する未経過リース料総額

21,449千円の債務保証を行なっております。
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(損益計算書関係)
　

前事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ
ております。

営業収入  

　受取マネジメントフィー 1,112,872千円

販売費及び一般管理費  

　経費分担金収入 △1,162,341

　その他 1,198

受取利息 189,346

受取配当金 23,236

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ
ております。

売上高
売上原価

44,864千円
1,000

販売費及び一般管理費  

　経費分担金収入 △506,400

　その他 700

受取利息 74,002

  

※２．費用は全て一般管理費であります。
　　　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 105,281千円

従業員給料手当 232,622

株式報酬費用 72,389

福利厚生費 5,887

地代家賃 210,108

外部委託費 113,459

旅費交通費 17,087

のれん償却額 15,234

 ※３．         ──────────

※２．費用は全て一般管理費であります。
　　　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

従業員給料手当 2,666,215千円

雑給 490,304

地代家賃 320,999

法定福利費 365,124

解約負担引当金繰入額 337,026

業務委託費 308,635

  

  

※３．固定資産売却益は、次のとおりであります。
貸与資産
ソフトウェア

2,174
10,300

　　　　計 12,474

 ※４．固定資産除却損は、次のとおりであります。

建物 70,660千円

工具、器具及び備品 142

ソフトウェア 4,720

施設利用権 1,538

　　　　計 77,062

 

 

※５．　　　　　 ──────────

 

 
※６．　　　　　 ──────────

※４．固定資産除却損は、次のとおりであります。

建物及び構築物 5,686千円

工具、器具及び備品 18,949

貸与資産 67,988

ソフトウェア 212,077

施設利用権 1,110

長期前払費用 331

　　　　計 306,143

※５．固定資産売却損は、次のとおりであります。

貸与資産 108,823千円

　　　　計 108,823
※６. 減損損失
　　　当事業年度において当社は以下の資産グループにつ
いて減損損失を計上しております。

　（１）減損損失を認識した主な資産　
 

（千円）

用途 種類 場所/会社名 金額

自社利用 ソフトウェア ─ 4,294千円

計 4,294千円

 
（２）減損損失の認識に至った経緯
　ソフトウェアにつきましては、収益性の著しい低下
によるものであります。

 
　（３）減損損失の内訳　

ソフトウェア 4,294千円

計 4,294千円
　（４）資産のグルーピングの方法
　当社は減損会計の適用に当たって、事業の拠点別セ
グメント毎にグルーピングしているほか、投資先別
にグルーピングしております。

 
　（５）回収可能価額の算定方法
　　　減損損失の測定に使用した回収可能価額は、正味売却
価額により測定しております。
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(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株） 748 ― ― 748

 

当事業年度(自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株） 748 ― ― 748
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(１株当たり情報)

 
前事業年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 6,231.79円１株当たり純資産額 5,304.90円

１株当たり当期純損失 20,556.22円１株当たり当期純損失 1,026.27円

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１

株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。
 

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１

株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。　

  

(注)　算定上の基礎

１．１株当たり純資産額

 
前事業年度末

（平成21年３月31日）
当事業年度末

（平成22年３月31日）

貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 3,211,902 2,734,178

普通株式に係る純資産額（千円） 3,211,902 2,734,178

差額の主な内訳（千円） － －

普通株式の発行済株式数（株） 516,154 516,154

普通株式の自己株式数（株） 748 748

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数（株）

515,406 515,406

２．１株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益

 
前事業年度

(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

１株当たり当期純損失   

当期純損失（△）　　　　　　　　　（千円） △10,594,656 △528,946

普通株主に帰属しない金額の主な内訳（千円） － －

普通株式に係る当期純損失（△）（千円） △10,594,656 △528,946

期中平均株式数（株） 515,399 515,406

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） － －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株

式の概要

新株予約権　　　　 ５種類

(新株予約権の数 5,541個)

新株予約権　　　４ 種類

(新株予約権の数 3,139 個)
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(重要な後発事象)

前事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

（連結子会社の吸収合併について）
当社は、平成21年２月４日開催の取締役会におい

て,100％連結子会社である株式会社テレウェイヴリン
クスを吸収合併することを決議し、平成21年３月31日開
催の当社臨時株主総会において承認され、平成21年４月
１日に合併し、株式会社ＳＢＲに社名を変更いたしまし
た。 
(1) 合併の目的 
当社グループは、純粋持株会社である株式会社テレウェ
イヴの下、中核事業会社である株式会社テレウェイヴリ
ンクスを中心に、Ｍ＆Ａ等により多数の企業を傘下にお
さめグループ運営を行っておりますが、当事業年度より
「選択と集中」をテーマに、収益性を基準とした取り組
み優先順位の厳格化を行い、グループ再編を実行してお
ります。当事業年度におきましては、連結子会社間の合
併、連結子会社株式の売却、持分法適用関連会社の売却
を積極的に行ってまいりました。結果、グループ会社数
は、前事業年度末から５社減少し、グループ規模のコン
パクト化を実現することができました。 
　このような中、経営の意志・方針伝達の迅速化と重複
する間接コストの極小化のメリットを最大限に享受す
るため、中核事業会社である株式会社テレウェイヴリン
クスと吸収合併することを決定いたしました。これによ
り、営業による受注活動及びホームページ制作活動の更
なる効率化を図りつつ、並行してオペレーション効率・
コスト効率の大幅改善を実現することにより、グループ
利益の最大化を図ってまいる所存であります。 
(2) 合併の日程

　   合併決議取締役会　　　　　平成21年２月４日
　   合併契約締結　　　　　　　平成21年２月４日
　   臨時株主総会基準日公告　　平成21年２月５日
　   臨時株主総会基準日　　　　平成21年２月20日
　   合併承認臨時株主総会　　　平成21年３月31日
　    ※なお、株式会社テレウェイヴリンクスについ
　　　ては、会社法第784条第１項に定める略式合併
　　　であるため、臨時株主総会は開催しておりませ
　　　ん。
　   合併期日　　　　　　　　　平成21年４月１日
　   合併登記　　　　　　　　　平成21年４月１日
(3) 合併方式
　   当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社
   テレウェイヴリンクスは解散いたします。
(4) 合併比率並びに合併交付金
　   100％出資の子会社との合併であるため、合併比
　　 率の取り決めはありません。また、合併による新
　　 株発行及び資本金の額の増加もありません。
(5) 消滅会社の権利義務
　　 当社は、合併期日における消滅会社の一切の権利
　　義務を引き継いでおります。
(6) 消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関
　　する取扱い
　    株式会社テレウェイヴリンクスは、新株予約権
　　及び新株予約権付社債は発行しておりません。

（第三者割当増資及び主要株主の異動について）
当社は、平成22年５月14日開催の取締役会において、

自己資本の増強による財務基盤の強化、新商材の開発投
資及び社内インフラ投資のため、また、光通信グループ
との協力関係を強固にし、当社グループとの商材・サー
ビスの相互販売を通じた販路・商流の拡大等により、当
社グループの中期的な営業力の強化に伴う経営成績の
向上を目的に、第三者割当増資による新株発行を行うこ
とについて、平成22年６月24日開催予定の当社第13回定
時株主総会に普通決議事項として提案することを決議
いたしました。
　なお、本第三者割当増資に伴い、当社の主要株主の異動
が見込まれております。
1. 第三者割当増資
 (1) 発行新株式数
　　　 普通株式　261,066株
 (2) 発行価額
　　　 １株につき 3,124円
 (3) 発行価額の総額
　　　 815,570,184円
 (4) 資本組入額
　　　 １株につき 1,562円
 (5) 資本組入額の総額
　　　 407,785,092円
 (6) 払込期日
　　　 平成22年６月25日
 (7) 割当先
　　　ｅ－まちタウン株式会社　　　76,870株
　　　株式会社コンタクトセンター　76,853株
　　　株式会社光通信　　　　　　　53,680株
　　　株式会社ファーストチャージ　53,663株
 (注)  ｅ－まちタウン株式会社、株式会社コンタクトセ

ンター及び株式会社ファーストチャージは、株式会
社光通信の連結子会社に該当いたします。

 (8) 資金の使途
　 ①　借入金返済
　 ②　新商材の開発投資及び社内インフラ投資
2. 主要株主の異動
 (1) 当該異動に係る主要株主の氏名または名称
　 ①　新たに主要株主となるもの
　　　　 株式会社光通信
　 ②　主要株主でなくなるもの
　　　　 ヤフー株式会社
 (2) 当該異動前後における当社主要株主の所有議決権
　   の数及びその総株主等の議決権に対する割合
　 ①　新たに主要株主となるもの（株式会社光通信）
　　 ア　当該主要株主の所有議決権の数
　　　　   異動前　　　27,305個
　　　　　 異動後　　　80,985個
　　 イ　総株主等の議決権に対する割合
　　　　　 異動前　　　 5.30％
　　　　　 異動後　　  10.43％
   ②　主要株主でなくなるもの（ヤフー株式会社）
　　 ア　当該主要株主の所有議決権の数
　　　　　 異動前　　　76,147個
　　　　　 異動後　　　76,147個
　　 イ　総株主等の議決権に対する割合
　　　　　 異動前　　　14.77％
　　　　　 異動後　　　 9.81％
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 前事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当事業年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

(7) 合併当事会社の概要（平成21年３月期）
　  ①商号　　　　株式会社テレウェイヴリンクス
　  ②本店所在地　東京都新宿区西新宿二丁目４番
　　　　          １号
　  ③代表者　　　代表取締役社長　齋藤　真織
　  ④資本金　　　    280百万円
　  ⑤純資産の額　△9,875百万円
　  ⑥総資産の額　  6,005百万円
　  ⑦売上高　　　 11,645百万円
　  ⑧当期純損失　　9,468百万円
　  ⑨事業の内容　ＩＴパッケージの販売及び経営支
　　　援サービスの提供

 (注) 1. 異動前の「当該主要株主の所有議決権の数」
及び「総株主等の議決権に対する割合」は、平成
22年３月31日時点の株主名簿に基づいておりま
す。

      2. 異動後の「当該主要株主の所有議決権の数」
及び「総株主等の議決権に対する割合」は、本第
三者割当予定先以外の株主（新株式発行前から
の株主）について、平成22年３月31日より保有株
式数に変更がないことの前提で、新株式発行によ
る株式の増加分を加味したものであります。

      3. 「総株主等の議決権の数に対する割合」は、小
数点第三位を四捨五入しております。

（金融支援サービス事業からの撤退）
当社は、平成21年５月11日開催の取締役会において、金
融支援サービス事業からの撤退を決議致しました。
 (1) 撤退理由
　　   金融支援サービス事業は、運転資金の回転率向
　　 上を希望される小企業を対象に売上債権早期資金
　　 化サービスの提供及び手数料収入を目的に不動産
　　 担保融資債権を買取る事業を行うＳＰＣに対する
　　 保証を実行するスキームへの参画をしてまいりま
　　 した。
　　　 しかしながら、昨今の経済停滞、金融危機等の
　　 状況により、事業の縮小に着手し、取締役会にお
　　 いても、早期縮小方針を決定しておりました。
　　　 当社では、今回の不適切な会計処理が行われた
　　 ことを重いものと受け止め、改めて金融支援サー
　　 ビス事業からの完全撤退を決議し、同事業を清算
　　 することを決定いたしました。
　　　 なお、翌事業年度における損失見込額はあ
　　 りません。
 (2) 事業の内容及び規模
　 ①　事業内容   金融支援サービス事業
　 ②　売上高　　 377百万円（当事業年度）
　 ③　債権額　 7,849百万円（当事業年度末日時点）
　　　 うち貸倒引当額 6,516百万円（当事業年度末日
　　   　　　　　　　　　　　　　　時点）
　　   なお、上記金額は連結子会社である株式会社テ
　　 レウェイヴリンクスの数値であります。同社は平
　　 成21年４月１日に当社が吸収合併しております。
 (3) 撤退時期
　　　 平成21年５月
（連結子会社の株式譲渡について）
　当社は、平成21年７月16日開催の取締役会決議に基づ
き、連結子会社である株式会社テンポリノベーション
の全株式を譲渡いたしました。
　なお、本取引後、当該会社は当社の連結子会社より除
外されます。
(1) 譲渡の理由
当社グループは、純粋持株会社である株式会社テレウェ
イヴの下、中核事業会社である株式会社テレウェイヴリ
ンクスを中心に、Ｍ＆Ａ等により多数の企業を傘下にお
さめグループ運営を行っておりますが、当事業年度より
「選択と集中」をテーマに、収益性を基準とした取り組
み優先順位の厳格化を行い、グループ再編を実行してお
ります。当事業年度におきましては、連結子会社間の合
併、連結子会社株式の売却、持分法適用関連会社の売却
を積極的に行ってまいりました。結果、グループ会社数
は、前事業年度末から５社減少し、グループ規模のコン
パクト化を実現することができました。
　このような中、当社グループの事業戦略における関連
性を検討した結果、テンポリノベーション株式を譲渡す
ることを決定いたしました。

（当社取締役、当社監査役、当社従業員及び当社連結子会

社の従業員に対するストックオプション付与の件）
平成22年５月14日開催の取締役会において、当社取
締役、当社監査役、当社従業員及び当社連結子会社の
従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権
を無償で発行すること、募集要項の決定を取締役会に
委任すること、並びに金銭でない報酬として当社取締
役及び当社監査役にストックオプションとしての新
株予約権を付与することについての承認を求める議
案を、平成22年６月24日開催予定の当社第13回定時株
主総会に付議することを決議いたしました。
(1) 新株予約権の割当対象者
　当社取締役、当社監査役、当社従業員及び当社連結
子会社の従業員

(2) 新株予約権の目的たる株式の種類及び数
　当社取締役及び当社監査役については、当社普通
株式10,980株を上限とし、当社従業員及び当社連結
子会社の従業員については、当社普通株式14,020株
を上限とする。

(3) 発行する新株予約権の総数
　当社取締役及び当社監査役については、10,980個
を上限とし、当社従業員及び当社連結子会社の従業
員については、14,020個を上限とする。

(4) 新株予約権の発行価額
　無償とする。

(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合にお
ける増加する資本金及び資本準備金の額
　新株予約権の行使により株式を発行する場合にお
いて増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第
１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の
１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じた
ときは、その端数を切り上げるものとする。また、こ
の場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等
増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とす
る。

(6) 新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額
　新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭
とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込
をすべき１株当たりの金額（以下「行使価額」と
いう）に各新株予約権の目的である株式の数を乗
じた価額とする。行使価額は、新株予約権を割り当
てる日の属する月の前月の各日（取引が成立しな
い日を除く）における株式会社大阪証券取引所が
公表する当社普通株式の最終価格（以下「最終価
格」という）の平均値とし、１円未満の端数は切り
上げる。
　ただし、当該金額が新株予約権を割り当てる日の
最終価格（当日に最終価格がない場合は、それ
に先立つ直近日の最終価格）を下回る場合は、新株
予約権を割り当てる日の最終価格を払込金額とす
る。
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前連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日)

(2) 異動する連結子会社の概要
　①商号　　　　　株式会社テンポリノベーション
　②所在地　　　　東京都港区芝公園二丁目４番１号
　③代表者　　　　代表取締役　北本　聖
　④設立年月日　　平成19年11月27日
　⑤主な事業内容　飲食店出店・閉店支援事業
　⑥資本金の額　　10百万円
　⑦事業年度の末日３月31日
　⑧従業員数　　　22名（平成21年3月31日現在、派　
　　　　　　　　　　　　遣社員含む）
　⑨当社の出資比率 100％
　⑩最近事業年度における業績の動向
　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 平成20年12月期平成21年3月期

売上高 1,051 299

経常利益 39 56

当期純利益 32 26

総資産 1,320 1,279

純資産 443 470

(注)平成21年3月期は、決算期変更による３ヶ月決算と
なっております。
(3) 株式の譲渡先
　①商号　　　　 株式会社クロップス
　②所在地　　　 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目23　
　　　　　　　　 番9号　　
　③代表者　　　 代表取締役　前田　博史
　④設立年月日　 昭和52年11月2日
　⑤主な事業内容 au携帯電話の販売及び付随するサ
　　　　　　　　 ービス全般　
　⑥資本金の額　　243百万円
　⑦当社との関係　資本関係：ありません
　　　　　　　　　人的関係：ありません
　　　　　　　　　取引関係：ありません
(4) 株式譲渡の概要
　①異動前の所有株式数　200株（所有割合 100.0%）
  ②異動株式数　　　　　200株
　③異動後の所有株式数　　0株（所有割合　 0.0%）
（5）日程
平成21年7月16日 取締役会決議及び株式譲渡契約締結
平成21年7月16日 株式譲渡
　　　　　　　　

　なお、発行日以降、当社が株式分割または株式併合
を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調
整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後
＝
調整前

×
1

行使価額 行使価額 分割・併合の比率
　また、時価を下回る価額で新株を発行または自
己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使に
よる場合を除く）は、次の算式により行使価額を
調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り
上げる。

    既発行

株式数
＋

新規発行

株式数
×
１株当たり

払込金額

調整後
＝
調整前

×
１株当たりの時価

行使価額 行使価額 既発行株式数＋新規発行株式数

　　　上記算式において、「既発行株式数」とは当社の
発行済普通株式数から当社が保有する自己株式
数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合
には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式
数」、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処
分金額」に各々読み替えるものとする。さらに、
発行日以降、当社が合併等を行う場合、株式の無
償割り当てを行う場合、その他これらの場合に準
じた払込金額の調整を必要とする事由が生じた
ときには、それぞれの条件等を勘案のうえ、合理
的な範囲で行使価額を調整するものとする。

(7) 新株予約権の権利行使期間
　付与決議（取締役会決議）の日後２年を経過し
た日（以下「権利行使期間」という）から当該付
与決議の日後７年を経過する日までとする。
　ただし、権利行使開始日から１年以内は、付与個
数の４分の１まで、権利行使開始日から２年以内
は、付与個数の４分の２まで、権利行使開始日から
３年以内は、付与個数の４分の３まで行使ができ
るものとする。

(8) 新株予約権の行使の条件
①　新株予約権の割り当てを受けた時から権利行使
時に至るまでの間、当社取締役及び監査役につい
ては、継続して当社または当社連結子会社の取締
役、監査役または従業員のいずれかに在任または
在職することを要し、当社従業員及び当社連結子
会社の従業員については、継続して当社または当
社連結子会社の従業員のいずれかに在職すること
を要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、
その他取締役会が正当な理由があると認めた場合
はこの限りでない。
②　新株予約権の割り当てを受けた者が、上記(7)の
新株予約権の権利行使期間中に死亡した場合は、
相続人がその権利を承継するものとする。
③　その他の条件については、取締役会決議に基づ
き当社と新株予約権者との間で締結する新株予約
権割当契約の定めるところによる。

(9) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認
を要する。

 

前へ
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ７月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日
９月30日、３月31日
その他、基準日を定め、基準日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登
録株式質権者に対して、剰余金の配当を行うことができます。

１単元の株式数 ―

単元未満株式の買取り ―

　　取扱場所 ―

　　株主名簿管理人 ―

　　取次所 ―

　　買取手数料 ―

公告掲載方法

当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、やむを得ない事由によって、電子公告に
よることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
なお、電子公告は当社ホームページに掲載し、そのURLは次のとおりです。
http://www.sbr-inc.co.jp/investor/

株主に対する特典 該当事項はありません。
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社は、親会社等はありません。

 

２ 【その他の参考情報】

最近事業年度の開始日から有価証券届出書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

 
(1)有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第11期）（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）
 

 
平成20年６月30日
関東財務局長に提出

(2)有価証券報告書の訂正報告書
事業年度（第10期）（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）
 

 
平成20年８月12日
関東財務局長に提出

(3)四半期報告書及び確認書
第12期第１四半期（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）
 

 
平成20年８月14日
関東財務局長に提出

 (4)
 

 

有価証券報告書の訂正報告書
事業年度（第10期）（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）の有価証
券報告書及びその添付文書に係る訂正報告書であります。  

平成20年９月５日
関東財務局長に提出

(5)有価証券報告書の訂正報告書
事業年度（第11期）（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）の有価証
券報告書及びその添付書類に係る訂正報告書であります。
 

 

平成20年９月５日
関東財務局長に提出

(6)四半期報告書及び確認書
第12期第２四半期（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）
 

 
平成20年11月14日
関東財務局長に提出

 (7)
 
 

四半期報告書及び確認書
第12期第３四半期（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）
 

 
平成21年２月13日
関東財務局長に提出
 

(8)臨時報告書
金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第
19条第２項第９号の２（監査公認会計士等の異動）の規定に基づく臨時報告
書であります。
 

 

平成21年５月28日
関東財務局長に提出

(9)臨時報告書
金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第
19条第２項第12号及び第19号（重要な後発事象）の規定に基づく臨時報告書
であります。
 

 

平成21年６月18日
関東財務局長に提出

(10)臨時報告書
金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第
19条第２項第９号（代表者の異動）の規定に基づく臨時報告書であります。 

平成21年７月16日
関東財務局長に提出

(11)臨時報告書の訂正報告書
上記(9)に係る臨時報告書の訂正報告書であります。  

平成21年７月16日
関東財務局長に提出
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 (12)半期報告書の訂正報告書
第11期中（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）の半期報告書に係る
訂正報告書であります。  

平成21年７月31日
関東財務局長に提出
 

(13)有価証券報告書の訂正報告書
第11期（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）の有価証券報告書に係
る訂正報告書であります。  

平成21年７月31日
関東財務局長に提出
 

(14)四半期報告書の訂正報告書及び確認書
第12期第１四半期（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）の四半期
報告書に係る訂正報告書及びその確認書であります。  

平成21年７月31日
関東財務局長に提出
 

(15)四半期報告書の訂正報告書及び確認書
第12期第２四半期（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）の四半期
報告書に係る訂正報告書及びその確認書であります。  

平成21年７月31日
関東財務局長に提出
 

(16)四半期報告書の訂正報告書及び確認書
第12期第３四半期（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）の四半期
報告書に係る訂正報告書及びその確認書であります。  

平成21年７月31日
関東財務局長に提出
 

(17)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書及び内部統制報告書
事業年度（第12期）（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）  

平成21年７月31日
関東財務局長に提出
 

(18)四半期報告書及び確認書
第13期第１四半期（自平成21年４月１日　至平成21年６月30日）  

平成21年８月14日
関東財務局長に提出

(19)有価証券報告書の訂正報告書及び確認書
事業年度（第12期）（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）の有価証
券報告書及びその添付文書に係る訂正報告書であります。  

平成21年８月14日
関東財務局長に提出

(20)四半期報告書及び確認書
第13期第２四半期（自平成21年７月１日　至平成21年９月30日）  

平成21年11月13日
関東財務局長に提出

(21)四半期報告書及び確認書
第13期第３四半期（自平成21年10月１日　至平成21年12月31日） 

平成22年２月12日
関東財務局長に提出
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第三部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社ＳＢＲ(E02954)

有価証券届出書（通常方式）

231/237



第四部 【特別情報】

第１ 【最近の財務諸表】

当社は、継続開示会社のため、該当事項はありません。

 

 

第２ 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

平成21年７月27日

株式会社ＳＢＲ

取締役会　御中

　

　清和監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　川　田　増　三　　　㊞

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　大　塚　貴　史　　　㊞

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社ＳＢＲ（旧社名：株式会社テレウェイヴ）の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結

会計年度の訂正報告書の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連

結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者に

あり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試

査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価

も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明の

ための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

株式会社ＳＢＲ及び連結子会社の平成20年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経

営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

追記情報

 

有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は金融商品取引法第24条の２第１項の規

定に基づき連結財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正後の連結財務諸表について監査を行った。

 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 

以　　上

 
 ※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別

途保管しております。

２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 
平成21年７月27日

株式会社ＳＢＲ

取締役会　御中

　清和監査法人

 指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　川　田　増　三　　　㊞

 指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　大　塚　貴　史　　　㊞

＜財務諸表監査＞
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら
れている株式会社ＳＢＲ（旧社名：株式会社テレウェイヴ）の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結
会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ
・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法
人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試
査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明の
ための合理的な基礎を得たと判断している。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
株式会社ＳＢＲ及び連結子会社の平成21年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経
営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
 

追記情報
１．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成21年４月に連結子会社である株式会社テレウェイヴリンクスを吸収合
併している。

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成21年５月に取締役会にて金融支援サービス事業からの撤退を決議して
いる。

 

＜内部統制監査＞
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ＳＢＲの平成21
年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制
報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明
することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することがで
きない可能性がある。 
 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部
統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がな
いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内
部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表
示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと
判断している。 
 当監査法人は、株式会社ＳＢＲが平成21年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は重要な欠陥があるため有効で
ないと表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の
評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
 
追記情報
内部統制報告書に記載されているとおり、金融支援サービスに係る不正リスク等の全社的内部統制の運用及び決
裁過程における業務処理統制の整備運用において重要な欠陥があり、これについては社内・社外調査委員会等の調
査が行われ、その結果特定した必要な修正はすべて連結財務諸表に反映されており、これによる財務諸表監査に及ぼ
す影響はない。
 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 

以　　上
 
 ※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別

途保管しております。
２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

平成21年７月27日

株式会社ＳＢＲ

取締役会　御中

　

　清和監査法人

 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　川　田　増　三　　　㊞

 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　大　塚　貴　史　　　㊞

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社ＳＢＲ（旧社名：株式会社テレウェイヴ）の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第11

期事業年度の訂正報告書の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表につ

いて監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する

意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含

め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合

理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社ＳＢＲの平成20年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点

において適正に表示しているものと認める。

 

追記情報

有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は金融商品取引法第24条の２第１項の規

定に基づき財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正後の財務諸表について監査を行った。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

                                                                               以　　上

 ※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別

途保管しております。

２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

平成21年７月27日

株式会社ＳＢＲ

取締役会　御中

　

　清和監査法人

 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　川　田　増　三　　　㊞

 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　大　塚　貴　史　　　㊞

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げら

れている株式会社ＳＢＲ（旧社名：株式会社テレウェイヴ）の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第12

期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を

行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明

することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含

め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合

理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社ＳＢＲの平成21年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点

において適正に表示しているものと認める。

 

追記情報

１. 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成21年４月に連結子会社である株式会社テレウェイヴリンクスを吸収合

併している。

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成21年５月に取締役会にて金融支援サービス事業からの撤退を決議して

いる。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

 
 ※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別

途保管しております。

２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

 

 

平成22年２月10日

株式会社ＳＢＲ

取締役会  御中

 

清和監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士    川　田　増　三    印

 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士    大　塚　貴　史    印

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社Ｓ

ＢＲの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成21年10月１日

から平成21年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年12月31日まで)に係る四

半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計

算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを

行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査

の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ＳＢＲ及び連結子会社の平成21年12月31日現在の

財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半

期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点におい

て認められなかった。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 
(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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